
JP 2014-519657 A 2014.8.14

10

(57)【要約】
　方法であって、電子財布、取引の一部、任意にサブ財
布を備えた電子財布、および、財布および／またはサブ
財布に対して処理された取引を処理するための要求を受
信することを含む。方法は、共に使用されたときに取引
の一部をそれはカバーするであろう、電子財布および／
またはサブ財布における1つまたは複数の電子バリュー
トークンを識別することをさらに含む。方法は、電子バ
リュートークンを取引の一部に適用することをさらに含
む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実行される方法であって：
　電子財布に対する支払取引を処理するための要求を受けること；
　要求の認証情報を識別すること；
　電子財布におけるバリュートークンを識別すること；および、
　要求の少なくとも一部にバリュートークンの少なくとも一部を適用することと、
を含む方法。
【請求項２】
　請求項1に記載の方法であって：
　認証トークンを受け入れて電子財布にアクセスすること、
をさらに含む方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法であって、認証情報は、認証トークンに基づいており、認証トー
クンは、プロキシカード、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれらの組
み合わせを含む、方法。
【請求項４】
　請求項1に記載の方法であって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって：
　一次財布を経た要求の少なくとも一部を処理することをさらに含む、方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法であって：サブ財布を経た要求の少なくとも一部を処理すること
をさらに含む、方法。
【請求項７】
　請求項４に記載の方法であって、一次財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応ずることができることを決定すること、
をさらに含む、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは
、一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用することを含む、方法。
【請求項９】
　請求項４に記載の方法であって、サブ財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応ずることができることを決定すること、
をさらに含む、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、
バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブ財布のバリュートークンの少
なくとも一部を要求に適用することを含む、方法。
【請求項１１】
　請求項４に記載の方法であって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、一
次財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2つ以上の
バリュートークンの少なくとももう一方を含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって：
　要求の一部が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらに含む、方法。
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【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって：
　一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること；および、
　サブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること、
をさらに含む、方法。
【請求項１４】
　請求項8または13に記載の方法であって、一次財布のバリュートークンは、一次財布ま
たは要求の規則下で要求に適用される、方法。
【請求項１５】
　請求項 10または13に記載の方法であって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布
または要求の規則下で要求に適用される、方法。
【請求項１６】
　請求項４に記載の方法であって、アグリゲーターシステムは、要求を受け、方法は：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらに含む、方法。
【請求項１７】
　請求項1に記載の方法であって、要求は、POS端末の識別；認証情報；購入の量；バリュ
ートークン発行者の識別；ベンダの識別；位置の識別；要求の時間；要求の日付；一次財
布、サブ財布またはこれらの組み合わせを識別する情報；取引データ；認証データ；また
はこれらの組み合わせを含む、方法。
【請求項１８】
　請求項１に記載の方法であって、バリュートークンは、バリューの電子表現を含み、バ
リューの電子表現は、クレジットカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイドテ
レホンカード、愛顧者カード、メンバーシップカード、チケットまたはチケットカード、
娯楽カード、スポーツカード、プリペードカード、クーポン、入場許可パス、前払いもし
くは予め購入された商品またはサービス、現金、通貨、クレジットカード口座、デビット
カードアカウント、小売商アカウント、預金口座、小売商が発行したクレジット、小売商
が発行した位置、小売商が発行した販売促進のバリュー、小売商が許可したクレジット、
小売商が許可した位置、小売商が許可した販売促進のバリューまたはこれらの組み合わせ
を含む、方法。
【請求項１９】
　請求項18に記載の方法であって、バリュートークンは、少なくとも2つの異なるタイプ
のバリューの電子的表現をさらに含む、方法。
【請求項２０】
　請求項1に記載の方法であってバリュートークンは、クローズドループアカウント番号
を含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、クローズドループアカウ
ント番号と関連付けられたクローズドループアカウントを貸方記入すること、または借方
記入することを含む、方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載の方法であって、バリュートークンは、オープンループアカウント番号
を含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、オープンループアカウン
ト番号と関連付けられたオープンループアカウントを貸方記入すること、または借方記入
することを含む、方法。
【請求項２２】
　請求項１に記載の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは
、バリュートークンの優先順位を特定する可変な規則のセットにしたがってバリュートー
クンを使用することを含む、方法。
【請求項２３】
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　請求項22に記載の方法であって、優先順位は、電子財布要求を生じる小売業者の物理的
な位置を含む取引情報変数；取引量；小売業者のタイプ；時刻；曜日；月の週；年の月；
電子財布要求を生じる小売業者の部門；電子財布要求を生じる小売業者のレーン；チェッ
カの識別；
電子財布要求を生じる小売業者の親会社；バリュートークンのバリュー；電子財布要求の
タイプ；またはこれらの組み合わせに基づいている、方法。
【請求項２４】
　請求項1に記載の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは
、バリュートークンが適用され得る電子財布要求のレートを特定する可変な規則のセット
にしたがってバリュートークンを使用することを含む、方法。
【請求項２５】
　請求項1に記載の方法であって：
　電子財布と関連付けられた規則を調べることをさらに含む、方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の方法であって、規則を調べることは：
　バリュートークンの優先順位を調べることを含む、方法。
【請求項２７】
　請求項２５に記載の方法であって、規則を調べることは：
　要求のレートを調べることを含み；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、レートにしたがってバリュート
ークンの少なくとも一部を要求に適用することを含む、方法。
【請求項２８】
　請求項１に記載の方法であって、電子財布は、クローズドループ関連バリュートークン
およびオープンループ関連バリュートークンを含み、方法は：
　クローズドループ関連バリュートークンを選択すること；および、
　次いでオープンループ関連バリュートークンを選択すること、
　をさらに含む、方法。
【請求項２９】
　請求項１に記載の方法であって、電子財布は、オープンループ関連バリュートークンを
含み、方法は：
　オープンループ関連バリュートークンが要求に適用されることを保留すること、
をさらに含む、方法。
【請求項３０】
　請求項１に記載の方法であって：
　電子財布のバリュートークンの少なくとも一部を電子財布に位置されてない第2のバリ
ュートークンの少なくとも一部に交換すること、
をさらに含む、方法。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の方法であって：
　第2のバリュートークンまたは電子財布に位置する資産に対して交換レートを適用する
こと、をさらに含む、方法。
【請求項３２】
　請求項３０に記載の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を交換すること
は：
　第2のバリュートークンディストリビュータに接触すること；および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供するように
要求すること、
を含む、方法。
【請求項３３】
　請求項１に記載の方法であって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ財布を含
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み、第1のサブ財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを置くこと、
をさらに含む、方法。
【請求項３４】
請求項１に記載の方法であって：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらに含む、方法。
【請求項３５】
　請求項３４に記載の方法であって、バリュートークンは、購入価格とは異なる量で供給
される、方法。
【請求項３６】
　請求項３４に記載の方法であって、電子財布を供給することは、クーポンコードでバリ
ュートークンをコード化することを含む、方法。
【請求項３７】
　請求項３４に記載の方法であって、電子財布を供給することは、電子財布にバリュート
ークンを付加することを含む、方法。
【請求項３８】
　請求項１に記載の方法であって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み、方法は
：
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらに含む、方法。
【請求項３９】
　コンピュータにより実行される方法であって：
　電子財布に対する支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求が有効な認証情報を含むことを決定すること；
　電子財布に関連したバリュートークンまたはバリュートークンの組み合わせが要求を満
たすことができることを決定すること；および、
　要求の少なくとも一部にバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
を含む、方法。
【請求項４０】
　請求項３９に記載の方法であって：
　認証トークンを許可して電子財布にアクセスすること、
をさらに含む、方法。
【請求項４１】
　請求項４０に記載の方法であって、認証情報は、認証トークンに基づいており、認証ト
ークンは、プロキシカード、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれらの
組み合わせを含む、方法。
【請求項４２】
　請求項３９に記載の方法であって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む、方法
。
【請求項４３】
　請求項４２に記載の方法であって：
　一次財布を経た要求の少なくとも一部を処理することさらに含む、方法。
【請求項４４】
　請求項４３に記載の方法であって：
　サブ財布を経た要求の少なくとももう一つの一部を処理すること、
をさらに含む、方法。
【請求項４５】
　請求項４２に記載の方法であって、一次財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；
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　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、一次財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用すること、
をさらに含む、方法。
【請求項４６】
　請求項４２に記載の方法であって、サブ財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブ財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用すること、
をさらに含む、方法。
【請求項４７】
　請求項４２に記載の方法であって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、
一次財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2つ以上
のバリュートークンの少なくとももう一方を含む、方法。
【請求項４８】
請求項４７に記載の方法であって：
　要求の一部が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらに含む、方法。
【請求項４９】
　請求項４８に記載の方法であって：
　一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること；および、
　サブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること、
をさらに含む、方法。
【請求項５０】
　請求項45または49に記載の方法であって、一次財布のバリュートークンは、一次財布ま
たは要求の規則下で要求に適用される、方法。
【請求項５１】
　請求項46または49に記載の方法であって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布ま
たは要求の規則下で要求に適用される、方法。
【請求項５２】
　請求項４２に記載の方法であって、
アグリゲーターシステムは、要求を受け、方法は：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらに含む、方法。
【請求項５３】
　電子財布システムにおけるサブ財布のための方法であって、
　一次財布のプロバイダからの電子財布に対する支払取引を処理するための要求を受信す
ること；
　バリュートークンが要求を満たすことができることを決定すること；および、
　要求の少なくとも一部にバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
を含む、方法。
【請求項５４】
　請求項５３に記載の方法であって：
　要求がサブ財布に関連があることを決定することをさらに含み；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブ財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用すること、
を含む、方法。
【請求項５５】



(7) JP 2014-519657 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

　請求項５３に記載の方法であって、サブ財布は、サブサブ財布を含む、方法。
【請求項５６】
　請求項５５に記載の方法であって：
　要求がサブサブ財布に関連があることを決定することをさらに含み；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブサブ財布のバリュートーク
ンを要求に適用すること、
を含む、方法。
【請求項５７】
　請求項５５に記載の方法であって：
　要求の一部がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらに含む、方法。
【請求項５８】
　請求項５５に記載の方法であって、サブ財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、
サブ財布は、2つ以上の少なくとも1つのバリュートークンを含み、サブサブ財布は、2つ
以上の少なくとももう一方のバリュートークンを含む、方法。
【請求項５９】
　請求項５８に記載の方法であって：
　要求に少なくともサブ財布のバリュートークンの一部を適用すること；および、
　要求に少なくともサブサブ財布のバリュートークンの一部を適用すること、
をさらに含む、方法。
【請求項６０】
　請求項54または59に記載の方法であって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布ま
たは要求の規則下で要求に適用される、方法。
【請求項６１】
　請求項56または59に記載の方法であって、サブサブ財布のバリュートークンは、サブサ
ブ財布または要求の規則下で要求に適用される、方法。
【請求項６２】
　電子財布の内容を管理するための方法であって：
　電子財布に関連した要求を受けることであって、要求は、電子財布要求、残高照会要求
、登録要求、アクティベーション要求、償還要求またはこれらの組み合わせを含む、受け
ること；および、
　要求にしたがって電子財布の内容を管理すること、
を含む、方法。
【請求項６３】
　請求項６２に記載の方法であって、内容を管理することは：
　電子財布の少バリュートークンのなくとも一部を電子財布に位置されていない第2のバ
リュートークンの少なくとも一部に交換すること、
を含む、方法。
【請求項６４】
　請求項６３に記載の方法であって：
　電子財布に位置された第2のバリュートークンまたは資産に対して交換レートを適用す
ること、
をさらに含む、方法。
【請求項６５】
　請求項６３に記載の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を交換すること
は：
　第2のバリュートークンの第2のバリュートークンディストリビュータに通信すること；
および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供することを
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要求すること、
を含む、方法。
【請求項６６】
　請求項６２に記載の方法であって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ財布を
含み、第1のサブ財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを配置すること、
をさらに含む、方法。
【請求項６７】
　請求項６２に記載の方法であって：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらに含む、方法。
【請求項６８】
　請求項６７に記載の方法であって、電子財布に供給することは、電子財布にバリュート
ークンを付加することを含む、方法。
【請求項６９】
　請求項６７に記載の方法であって、バリュートークンは、購入価格とは異なる量で供給
される、方法。
【請求項７０】
　請求項６７に記載の方法であって、電子財布を供給することは、クーポンコードでバリ
ュートークンをコード化することを含む、方法。
【請求項７１】
　請求項６２に記載の方法であって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み、前記
方法は、
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらに含む、方法。
【請求項７２】
　機械で読み取ることができる、実行可能命令を含む非一時的記憶媒体であって、前記命
令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求の認証情報を識別すること；
　電子財布におけるバリュートークンを識別する；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる命令を含む、記憶媒体。
【請求項７３】
　機械で読み取ることができる、実行可能命令を含む非一時的記憶媒体であって、前記命
令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求が有効な認証情報を含むことを決定すること；
　電子財布に関連付けられたバリュートークンまたはバリュートークンの組み合わせが要
求を満たすことができることを決定すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる命令を含む、記憶媒体。
【請求項７４】
機械で読み取ることができる、実行可能命令を含む非一時的記憶媒体であって、前記命令
が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　一次財布のプロバイダから電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信する
こと；
　バリュートークンが要求を満たすことができることを決定すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる命令を含む、記憶媒体。
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【請求項７５】
　機械で読み取ることができる、実行可能命令を含む非一時的記憶媒体であって、前記命
令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　電子財布に関連した要求を受けることであって、要求は、電子財布要求、残高照会要求
、登録要求、アクティベーション要求、償還要求またはこれらの組み合わせを含む、要求
を受信すること；および、
　要求にしたがって電子財布の内容を管理すること、
をさせる命令を含む、記憶媒体。
【請求項７６】
　1つまたは複数のプロセッサ；
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリを含むシステムであっ
て、
　前記メモリは、実行可能命令を含み、
　前記命令は、実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに、
　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求の認証情報を識別すること；
　電子財布におけるバリュートークンを識別すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる、システム。
【請求項７７】
　請求項７６に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、認証トークン
を受け入れて電子財布にアクセスさせられる、システム。
【請求項７８】
　請求項７７に記載のシステムであって、認証情報は、認証トークンに基づいており、認
証トークンは、プロキシカード、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれ
らの組み合わせを含む、システム。
【請求項７９】
　請求項７６に記載のシステムであって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む、
システム。
【請求項８０】
　請求項７９に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、さらに、一次
財布を経た要求の少なくとも一部を処理させられる、システム。
【請求項８１】
　請求項７９に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、さらに、サブ
財布を経た要求の少なくとも一部を処理させられる、システム。
【請求項８２】
　請求項７９に記載のシステムであって、一次財布はバリュートークンを含み、1つまた
は複数のプロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応じることができることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項８３】
　請求項８２に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用する
ことは、要求に一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用することを含む、シ
ステム。
【請求項８４】
　請求項７９に記載のシステムであって、サブ財布は、バリュートークンを含み、1つま
たは複数のプロセッサは：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応じることができることを決定すること、
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をさらにさせられる、システム。
【請求項８５】
　請求項８４に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用する
ことは、要求にサブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用することを含む、シ
ステム。
【請求項８６】
　請求項７９に記載のシステムであって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含
み、一次財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2つ
以上のバリュートークンの少なくとももう一方を含む、システム。
【請求項８７】
　請求項８６に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項８８】
　請求項８７に記載のシステムであって：
　要求に一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用すること；および、
　要求にサブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
をさらに含む、システム。
【請求項８９】
　請求項83または88に記載のシステムであって、一次財布のバリュートークンは、一次財
布または要求の規則下で要求に適用される、システム。
【請求項９０】
　請求項85または88に記載のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財
布または要求の規則下で要求に適用される、システム。
【請求項９１】
　請求項79に記載のシステムであって、アグリゲーターシステムは、要求を受け、1つま
たは複数のプロセッサは：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらに含む、システム。
【請求項９２】
　請求項76に記載のシステムであって、要求は、POS端末の識別；認証情報；購入の量；
バリュートークン発行者の識別；ベンダの識別；位置の識別；要求の時間；要求の日付；
一次財布、サブ財布またはこれらの組み合わせを識別する情報；取引データ；認証データ
；またはこれらの組み合わせを含む、システム。
【請求項９３】
　請求項76に記載のシステムであって、バリュートークンは、バリューの電子表現を含み
、バリューの電子表現は、クレジットカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイ
ドテレホンカード、愛顧者カード、メンバーシップカード、チケットまたはチケットカー
ド、娯楽カード、スポーツカード、プリペードカード、クーポン、入場許可パス、前払い
もしくは予め購入された商品またはサービス、現金、通貨、クレジットカード口座、デビ
ットカードアカウント、小売商アカウント、預金口座、小売商が発行したクレジット、小
売商が発行した位置、小売商が発行した販売促進のバリュー、小売商が許可したクレジッ
ト、小売商が許可した位置、小売商が許可した販売促進のバリューまたはこれらの組み合
わせを含む、システム。
【請求項９４】
　請求項９３に記載のシステムであって、バリュートークンは、少なくとも2つの異なる
タイプのバリューの電子的表現をさらに含む、システム。
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【請求項９５】
　請求項７６に記載のシステムであって、バリュートークンは、クローズドループアカウ
ント番号を含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、クローズドルー
プアカウント番号と関連付けられたクローズドループアカウントを貸方記入すること、ま
たは借方記入することを含む、システム。
【請求項９６】
　請求項７６に記載のシステムであって、バリュートークンは、オープンループアカウン
ト番号を含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、オープンループア
カウント番号と関連付けられたオープンループアカウントを貸方記入すること、または借
方記入することを含む、システム。
【請求項９７】
　請求項７６に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用する
ことは、バリュートークンの優先順位を特定する可変な規則のセットにしたがってバリュ
ートークンを使用することを含む、システム。
【請求項９８】
　請求項９７に記載のシステムであって、優先順位は、電子財布要求を生じる小売業者の
物理的な位置を含む取引情報変数；取引量；小売業者のタイプ；時刻；曜日；月の週；年
の月；電子財布要求を生じる小売業者の部門；電子財布要求を生じる小売業者のレーン；
チェッカの識別；電子財布要求を生じる小売業者の親会社；バリュートークンのバリュー
；電子財布要求のタイプ；またはこれらの組み合わせに基づいている、システム。
【請求項９９】
　請求項７６に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用する
ことは、バリュートークンが適用され得る電子財布要求のレートを特定する可変な規則の
セットにしたがってバリュートークンを使用することを含む、システム。
【請求項１００】
　請求項76に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　電子財布と関連付けられた規則を調べること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１０１】
　請求項100に記載のシステムであって、規則を調べることは：
　バリュートークンの優先順位を調べること
を含む、システム。
【請求項１０２】
　請求項100に記載のシステムであって、規則を調べることは：
　要求のレートを調べることを含み；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、レートにしたがってバリュート
ークンの少なくとも一部を要求に適用することを含む、システム。
【請求項１０３】
　請求項７６に記載のシステムであって、電子財布は、クローズドループ関連バリュート
ークンおよびオープンループ関連バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサ
は：
　クローズドループ関連バリュートークンを選択すること；および、
　次いでオープンループ関連バリュートークンを選択すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１０４】
請求項７６に記載のシステムであって、電子財布は、オープンループ関連バリュートーク
ンを含み、1つまたは複数のプロセッサは：
　オープンループ関連バリュートークンが要求に適用されることを保留すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１０５】
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　請求項７６に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　電子財布のバリュートークンの少なくとも一部を電子財布に位置していない第2のバリ
ュートークンの少なくとも一部に交換すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１０６】
請求項１０５に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のバリュートークンまたは電子財布に位置している資産に対して交換レートまたは
を適用すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１０７】
　請求項１０５に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を交換す
ることは：
　第2のバリュートークンディストリビュータに接触すること；および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供するように
要求すること、
を含む、システム。
【請求項１０８】
　請求項７６に記載のシステムであって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ財
布を含み、第1のサブ財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを置くこと、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１０９】
　請求項７６に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１１０】
　請求項１０９に記載のシステムであって、バリュートークンは、購入価格とは異なる総
額で供給される、システム。
【請求項１１１】
　請求項１０９に記載のシステムであって、電子財布を供給することは、クーポンコード
でバリュートークンをコード化することを含む、システム。
【請求項１１２】
　請求項１０９に記載のシステムであって、電子財布を供給することは、電子財布にバリ
ュートークンを付加することを含む、システム。
【請求項１１３】
　請求項７６に記載のシステムであって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み、
1つまたは複数のプロセッサは：
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１１４】
　1つまたは複数のプロセッサ；
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリを含むシステムであっ
て、メモリは実行可能命令を含み、
前記実行可能命令は実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに、
　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求が有効な認証情報を含むことを決定すること；
　要求を満たすことができることを決定すること；および、
　電子財布に関連したバリュートークンまたはバリュートークンの組み合わせが要求を満
たすことができることを決定すること；および、
　要求の少なくとも一部にバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
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をさせる、システム。
【請求項１１５】
　請求項１１４に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：認証トーク
ンを受け付けて電子財布にアクセスすること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１１６】
　請求項１１５に記載のシステムであって、
認証情報は、認証情報は、認証トークンに基づいており、認証トークンは、プロキシカー
ド、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれらの組み合わせを含む、シス
テム。
【請求項１１７】
　請求項１１４に記載のシステムであって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む
、システム。
【請求項１１８】
　請求項１１７に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　一次財布を経た要求の少なくとも一部を処理すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１１９】
　請求項１１８に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　サブ財布を経た要求の少なくとも一部を処理すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１２０】
　請求項１１７に記載のシステムであって、一次財布はバリュートークンを含み、1つま
たは複数のプロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；をさらにさせられ、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、一次財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用することを含む、
システム。
【請求項１２１】
請求項１１７に記載のシステムであって、サブ財布はバリュートークンを含み、1つまた
は複数のプロセッサは：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること、をさせられ、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブ財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用することを含む、システム。
【請求項１２２】
　請求項１１７に記載のシステムであって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを
含み、一次財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2
つ以上のバリュートークンの少なくとももう一方を含む、システム。
【請求項１２３】
　請求項１２２に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求の一部が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１２４】
　請求項１２３に記載のシステムであって、
　一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること、および、
　サブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること、
を含む、システム。
【請求項１２５】
　請求項120または124に記載のシステムであって、一次財布のバリュートークンは、一次
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財布または要求の規則下で要求に適用される、システム。
【請求項１２６】
　請求項121または124に記載のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、サブ
財布または要求の規則下で要求に適用される、システム。
【請求項１２７】
　請求項１１７に記載のシステムであって、アグリゲーターシステムは、要求を受信し、
1つまたは複数のプロセッサは：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１２８】
　1つまたは複数のプロセッサと
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリを含むシステムであっ
て、前記メモリは実行可能命令を含み、
　前記命令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　一次財布のプロバイダから電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信する
こと；
　バリュートークンが要求を満たすことができることを決定すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる、システム。
【請求項１２９】
　請求項１２８に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられ、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、要求にサブ財布のバリュートー
クンの少なくとも一部を適用することを含む、システム。
【請求項１３０】
　請求項１２８に記載のシステムであって、サブ財布は、サブサブ財布を含む、システム
。
【請求項１３１】
　請求項１３０に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求がサブサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられ；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、要求にサブサブ財布のバリュー
トークンの少なくとも一部を適用することを含む、システム。
【請求項１３２】
　請求項１３０に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求の一部がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１３３】
　請求項１３０に記載のシステムであって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを
含み、サブ財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブサブ財布は
、2つ以上のバリュートークンの少なくとももう一方を含む、システム。
【請求項１３４】
　請求項１３３に記載のシステムであって：
　要求に少なくともサブ財布のバリュートークンの一部を適用すること；および、
　要求に少なくともサブサブ財布のバリュートークンの一部を適用すること、
をさらに含む、システム。
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【請求項１３５】
　請求項129または134に記載のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、サブ
財布または要求の規則下で要求に適用される、システム。
【請求項１３６】
　請求項131または134に記載のシステムであって、サブサブ財布のバリュートークンは、
サブサブ財布または要求の規則下で要求に適用される、システム。
【請求項１３７】
　1つまたは複数のプロセッサと
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリを含むシステムであっ
て、
　メモリは実行可能命令を含み、前記命令は実行されたときに、1つまたは複数のプロセ
ッサに、
　電子財布に関連した要求を受信することであって、要求は、電子財布要求、残高照会要
求、登録要求、アクティベーション要求、償還要求またはこれらの組み合わせを含む、受
信すること；および、
　要求にしたがって電子財布の内容を管理すること、
をさせる、システム。
【請求項１３８】
　請求項１３７に記載のシステムであって、内容を管理することは：
　電子財布のバリュートークンの少なくとも一部を電子財布に位置されていない第2のバ
リュートークンの少なくとも一部に交換すること、
を含む、システム。
【請求項１３９】
　請求項１３８に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のバリュートークンまたは電子財布に位置する資産に対して交換レートを適用する
こと、をさらにさせられる、システム。
【請求項１４０】
　請求項１３８に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を交換す
ることは：
　第2のバリュートークンの第2のバリュートークンディストリビュータに通信すること；
および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供することを
要求すること、
を含む、システム。
【請求項１４１】
　請求項１３７に記載のシステムであって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ
財布を含み、第1のサブ財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは
：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを配置すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１４２】
　請求項１３７に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１４３】
　請求項１４２に記載のシステムであって、バリュートークンは、購入価格とは異なる総
額で供給される、システム。
【請求項１４４】
　請求項１４２に記載のシステムであって、電子財布を供給することは、クーポンコード
でバリュートークンをコード化することを含む、システム。
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【請求項１４５】
　請求項１４２に記載のシステムであって、電子財布を供給することは、電子財布にバリ
ュートークンを付加することを含む、システム。
【請求項１４６】
　請求項１３７に記載のシステムであって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み
、1つまたは複数のプロセッサは：
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１４７】
　1つまたは複数のプロセッサと、
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリ、を含むシステムであ
って、メモリは実行可能命令を含み、
　前記命令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　　要求の認証情報を識別すること；
　　電子財布におけるバリュートークンを識別すること；および、
　　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる、システム。
【請求項１４８】
　請求項１４７に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、認証トーク
ンを受け付けて電子財布にアクセスするようにさらにさせられる、システム。
【請求項１４９】
　請求項１４８に記載のシステムであって、認証情報は、認証トークンに基づいており、
認証トークンは、プロキシカード、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこ
れらの組み合わせを含む、システム。
【請求項１５０】
　請求項１４９に記載のシステムであって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む
、システム。
【請求項１５１】
　請求項１５０に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、一次財布を
経た要求の少なくとも一部を処理するようにさらにさせられる、システム。
【請求項１５２】
　請求項１５１に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、サブ財布を
経た要求の少なくとも一部を、処理するようにさらにさせられる、システム。
【請求項１５３】
　請求項１５２に記載のシステムであって、一次財布は、バリュートークンを含み、1つ
または複数のプロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応じることができることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１５４】
　請求項１５３に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用す
ることは、要求に一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用することを含む、
システム。
【請求項１５５】
　請求項１５４に記載のシステムであって、サブ財布は、バリュートークンを含み、1つ
または複数のプロセッサは：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応じることができることを決定すること、
をさらにさせらされる、システム。
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【請求項１５６】
　請求項１５５に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用す
ることは、要求にサブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用することを含む、
システム。
【請求項１５７】
　請求項１５６に記載のシステムであって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを
含み、一次財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2
つ以上のバリュートークンの少なくとももう一方を含む、システム。
【請求項１５８】
　請求項１５７に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１５９】
　請求項１５８に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求に一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用すること；および、
　要求にサブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１６０】
　請求項１５９に記載のシステムであって、一次財布のバリュートークンは、一次財布の
規則下で要求に適用される、システム。
【請求項１６１】
　請求項１５９に記載のシステムであって、一次財布のバリュートークンは、要求の規則
下で要求に適用される、システム。
【請求項１６２】
　請求項１５９に記載のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布の
規則下で要求に適用される、システム。
【請求項１６３】
　請求項１５９に記載のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、要求の規則
下で要求に適用される、システム。
【請求項１６４】
　請求項１５９に記載のシステムであって、アグリゲーターシステムは、要求を受け、1
つまたは複数のプロセッサは：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１６５】
　請求項１６４に記載のシステムであって、要求は、POS端末の識別；認証情報；購入の
量；バリュートークン発行者の識別；ベンダの識別；位置の識別；要求の時間；要求の日
付；一次財布、サブ財布またはこれらの組み合わせを識別する情報；取引データ；認証デ
ータ；またはこれらの組み合わせを含む、システム。
【請求項１６６】
　請求項１６５に記載のシステムであって、バリュートークンは、バリューの電子表現を
含み、バリューの電子表現は、クレジットカード、デビットカード、ギフトカード、プリ
ペイドテレホンカード、愛顧者カード、メンバーシップカード、チケットまたはチケット
カード、娯楽カード、スポーツカード、プリペードカード、クーポン、入場許可パス、前
払いもしくは予め購入された商品またはサービス、現金、通貨、クレジットカード口座、
デビットカードアカウント、小売商アカウント、預金口座、小売商が発行したクレジット
、小売商が発行した位置、小売商が発行した販売促進のバリュー、小売商が許可したクレ
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ジット、小売商が許可した位置、小売商が許可した販売促進のバリューまたはこれらの組
み合わせを含む、システム。
【請求項１６７】
　請求項１６６に記載のシステムであって、バリュートークンは、少なくとも2つの異な
るタイプのバリューの電子的表現をさらに含む、システム。
【請求項１６８】
　請求項１６７に記載のシステムであって、バリュートークンは、クローズドループアカ
ウント番号を含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、クローズドル
ープアカウント番号と関連付けられたクローズドループアカウントを貸方記入すること、
または借方記入することを含む、システム。
【請求項１６９】
　請求項１６８に記載のシステムであって、バリュートークンは、オープンループアカウ
ント番号を含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、オープンループ
アカウント番号と関連付けられたオープンループアカウントを貸方記入すること、または
借方記入することを含む、システム。
【請求項１７０】
　請求項１６９に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用す
ることは、バリュートークンの優先順位を特定する構成可能な規則のセットにしたがって
バリュートークンを使用することを含む、システム。
【請求項１７１】
　請求項１７０に記載のシステムであって、優先順位は、電子財布要求を生じる小売業者
の物理的な位置を含む取引情報変数；取引量；小売業者のタイプ；時刻；曜日；月の週；
年の月；電子財布要求を生じる小売業者の部門；電子財布要求を生じる小売業者のレーン
；チェッカの識別；電子財布要求を生じる小売業者の親会社；バリュートークンのバリュ
ー；電子財布要求のタイプ；またはこれらの組み合わせに基づいている、システム。
【請求項１７２】
　請求項１７１に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用す
ることは、バリュートークンが適用され得る電子財布要求の比率を特定する構成可能な規
則のセットにしたがってバリュートークンを使用することを含む、システム。
【請求項１７３】
　請求項１７２に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　電子財布と関連付けられた規則を調べること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１７４】
　請求項１７３に記載のシステムであって、規則を調べることは：
　バリュートークンの優先順位を調べること
を含む、システム。
【請求項１７５】
　請求項１７４に記載のシステムであって、規則を調べることは、要求の比率を調べるこ
とを含み、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、比率にしたがってバリュートー
クンの少なくとも一部を要求に適用することを含む、システム。
【請求項１７６】
　請求項１７５に記載のシステムであって、電子財布は、クローズドループ関連バリュー
トークンおよびオープンループ関連バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッ
サは：
　クローズドループ関連バリュートークンを選択すること；および、
　次いでオープンループ関連バリュートークンを選択すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１７７】
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　請求項１７６に記載のシステムであって、電子財布は、オープンループ関連バリュート
ークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは：
　オープンループ関連バリュートークンが要求に適用されることを保留すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１７８】
　請求項１７７に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　電子財布のバリュートークンの少なくとも一部を電子財布に位置していない第2のバリ
ュートークンの少なくとも一部に交換すること、
をさらにさせる、システム。
【請求項１７９】
　請求項１７８に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のバリュートークンまたは電子財布に位置する資産に対して交換レートを適用する
こと、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１８０】
　請求項１７９に記載のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を交換す
ることは：
　第2のバリュートークンディストリビュータに接触すること；および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供するように
要求すること、
を含む、システム。
【請求項１８１】
　請求項１８０に記載のシステムであって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ
財布を含み、第1のサブ財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは
：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを置くこと、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１８２】
　請求項１８１に記載のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらにさせられる、システム。
【請求項１８３】
　請求項１８２に記載のシステムであって、バリュートークンは、購入価格とは異なる総
額で供給される、システム。
【請求項１８４】
　請求項１８３に記載のシステムであって、電子財布を供給することは、クーポンコード
でバリュートークンをコード化することを含む、システム。
【請求項１８５】
　請求項１８４に記載のシステムであって、電子財布を供給することは、電子財布にバリ
ュートークンを付加することを含む、システム。
【請求項１８６】
　請求項１８５に記載のシステムであって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み
、1つまたは複数のプロセッサは：
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらにさせられる、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　この出願は、いずれも2011年5月31日に出願され、および「A System for Payment via 
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Electronic Wallet」の表題の米国仮特許出願番号61/491,791および61/491,813、いずれ
も2011年6月13日に出願され、および「System, Method, and Apparatus for Creating an
d Distributing a Transaction Credit」の表題の米国仮特許出願番号61/496,397および6
1/496,404に対する優先権を主張し、そのそれぞれは、参照によりその全体が本明細書に
援用される。
【０００２】
　また、この出願は、参照により以下の開示、主題および概念の全体が援用される：米国
2009年8月7日に出願され、および「Transaction Processing Platform for Facilitating
 Electronic Distribution of Plural Prepaid Services」の表題の特許出願番号第12/53
8,083号、これは2008年12月18日に出願された米国特許出願番号第12/338,854号の継続で
あり、これは2007年9月6日に出願された米国特許出願番号11/851,337号（現在米国特許第
7,477,731）の継続であり、これは2004年12月7日に出願された、米国特許出願番号11/007
662号（現在米国特許第7,280,644）の継続である；2011年3月3日に出願され、および「Sy
stem and Method for Electronic Prepaid Account Replenishment」の表題の米国特許出
願番号第13/040074号；2004年4月9日に出願され、および「System and Method for Distr
ibuting Person Identification Numbers Over a Computer Network」の表題の米国特許
出願番号10/821,815；2010年5月24日に出願され、および「System and Method for Distr
ibuting Person Identification Numbers Over a Computer Network」の表題の米国特許
出願番号第12/786,403号；2010年2月23日に出願され、および「System and Method for D
istributing Person Identification Numbers Over a Computer Network」の表題の米国
特許出願番号12/711,211号；並びに2010年3月8日に出願され、およびの「Systems and Me
thods for Personal Identification Number Distribution and Delivery」表題の米国特
許出願番号第12/719,741号。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　電子取引市場は、現在クレジットカード、デビットカード、ストアドバリューカードお
よび愛顧者カードの多くのタイプがあふれ、これらの全てが異なる発行者、ベンダおよび
プロバイダによって提供され得る。
【０００４】
　カードのいくつかは、小売業者から償還されるように作られており、一方でそれ以外は
、金融機関によって償還され得る。その他のカードは、たとえば愛顧者カードのように、
販売促進機能を有する。しかし、カードの量の増加および複雑さにより、組織および償還
がますます困難になり、したがって、潜在的に市場の成長を妨げている。たとえば、使用
者は、使用者があまりに多くのストアドバリューカード（stored value card）を有する
ので、使用者がその店での購入の間に特定の店のためにストアドバリューカードを有する
ということを知らず、または思い出さないかもしれない。
【０００５】
　また、使用者は、愛顧者カードと組み合わせてカードを使用して彼が利用できる種々の
タイプの販売促進活動を理解しないかもしれないし、したがって、使用者の購入に適用で
きる販売促進活動からの利益を得ないかもしれない。歴史的に、カードは、プラスチック
などの有形の媒体で実施されており、したがって、喪失、窃盗または単に必要であるとき
に家に置いてきたことにより影響を受ける。顧客に提供されるカードに基づいた処理の提
供の持続的成長のゆえに、多くの顧客は、小売商、ベンダおよびプロバイダが発行したカ
ードの彼らのクレジット、デビット、ストアドバリュー、愛顧者およびその他のタイプの
全てをとりまとめ、管理し、追跡し、運び、並びに保管するという重荷となる課題に直面
する。今日の顧客が必要とするものは、これらのカードに関連した資産を入手し、および
利用するより効率的な、安全な、および有効な方法である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　ある態様において、電子財布を実行するためのコンピュータ実行方法およびシステムを
含むコンピュータ実行方法、並びに装置が本明細書において開示され、および電子財布ま
たはその一部（たとえば、サブ財布）に/からのバリュートークンを付加し/償還すること
などの機能を含むことが記述される。一つの態様において、方法は、電子財布またはサブ
財布に対して支払取引の全てまたは一部を処理するための要求を受けることを含む。方法
は、共に使用されたときに、支払取引の全てまたは部分をカバーする財布またはサブ財布
において、1つまたは複数のバリュートークンを識別することをさらに含む。方法は、支
払取引の全てまたは一部に対して電子バリュートークンを適用することをさらに含む。
【０００７】
　もう一つの態様において、固定的で機械で読み取ることができる記憶装置は、実行され
たときに、1つまたは複数のプロセッサに要求を受信させ、電子サブ財布、支払取引の一
部、サブ財布を備えた電子財布、財布に対して処理された支払取引に対して処理するよう
な実行可能命令を含む。プロセッサは、さらにサブ財布の1つまたは複数のバリュートー
クンを識別して、共に使用されたときに支払取引の一部をカバーするであろう。プロセッ
サは、さらに支払取引の一部に電子バリュートークンを適用させる。
【０００８】
　もう一つの態様において、システムは、1つまたは複数のプロセッサおよび1つまたは複
数のプロセッサが接続されたメモリを含む。メモリは、実行されたときに、1つまたは複
数のプロセッサに要求を受信させ、電子サブ財布、支払取引の一部、サブ財布を備えた電
子財布、財布に対して処理された支払取引に対して処理するような実行可能命令を含む。
1つまたは複数のプロセッサは、さらにサブ財布の1つまたは複数のバリュートークンを識
別して、共に使用されたときに、支払取引の一部をそれはカバーするだろう。1つまたは
複数のプロセッサは、さらに支払取引の一部に電子バリュートークンを適用させる。
【０００９】
　ある態様において、電子バリュートークン取引コンピュータは、POS(point-of-sale、
店頭情報管理)インタフェースおよびソーティングユニットを含み、ストアドバリューカ
ード取引コンピュータに接続されたデータストアは、電子財布ユニットを含む。POSイン
タフェースは、要求を受けて、ソーティングユニットは、要求の1つを認証情報を含む電
子財布要求として識別する。電子バリュートークン取引コンピュータは、認証情報と関連
付けられた電子財布ユニットを介して、電子財布にアクセスする。電子バリュートークン
取引コンピュータは、電子財布と関連する規則を調べて、規則に基づいて、共に使用され
たときに、電子財布要求をカバーするであろう電子財布のバリュートークンを選択する。
電子バリュートークン取引コンピュータは、電子バリュートークンを電子財布要求に適用
する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】少なくとも一つの態様に従った電子バリュートークン取引処理システムの模式
図である。
【図１Ｂ】電子財布の例示的な態様を図示する。
【図２Ａ】少なくとも一つの態様に従った電子バリュートークン取引処理システムの模式
図である。
【図２Ｂ】少なくとも一つの態様に従った電子バリュートークン取引処理システムの模式
図である。
【図２Ｃ】少なくとも一つの態様に従った電子バリュートークン取引処理システムの模式
図である。
【図３Ａ】少なくとも一つの態様に従った代表的な個一プロキシカードの正面斜視図であ
る。
【図３Ｂ】少なくとも一つの態様に従った代表的な個一プロキシカードの正面斜視図であ
る。
【図３Ｃ】少なくとも一つの態様に従った代表的な個一プロキシカードの正面斜視図であ
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る。
【図３Ｄ】少なくとも一つの態様に従った代表的な個人デジタルの正面斜視図である。
【図４Ａ】少なくとも一つの態様に従った電子財布を作製する、または電子財布に/から
のバリュートークンを付加し/償還する電子バリュートークン取引コンピュータによって
利用される例示的なプロセスを示すフローチャートである。
【図４Ｂ】少なくとも一つの態様に従った電子財布を作製する、または電子サブ財布に/
からのバリュートークンを付加し/償還する電子バリュートークン取引コンピュータによ
って利用される例示的なプロセスを示すフローチャートである。
【図５】開示のいくつかの態様を実行するために適切な特定のマシンを図示する。
【図６Ａ】少なくとも一つの態様に従った一連のユーザーインタフェース画面およびプロ
ンプトを図示する。
【図６Ｂ】少なくとも一つの態様に従った一連のユーザーインタフェース画面およびプロ
ンプトを図示する。
【図６Ｃ】少なくとも一つの態様に従った一連のユーザーインタフェース画面およびプロ
ンプトを図示する。
【図６Ｄ】少なくとも一つの態様に従った一連のユーザーインタフェース画面およびプロ
ンプトを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　クレジット、デビット、ロイヤルティおよびストアドバリュータイプカードに関連した
資産の全ての様式をとりまとめ、管理し、輸送し、記憶し、および使用するための効率的
で、安全で、かつ有効な方法が本明細書に開示され、その開示された方法は、電子財布（
「電子財布（e-wallet）」）を組み込む。図1Bに示したように、電子財布は、認証情報、
使用のための規則、サブ財布（たとえば、クレジットカード関連情報、デビットカード関
連情報およびストアドバリューカード関連情報を別々に維持するため）および電子バリュ
ートークン（たとえば、電子財布/サブ財布に含まれるクレジットカード関連情報、デビ
ットカード-関連情報およびストアドバリューカード関連情報と関連する金融および／ま
たはその他のバリューの電子的表現）を含み得る電子的に維持されたデータファイルであ
る。一定の態様において、図6A-Dにおいて反映したように、使用者は、電子財布を作製し
、電子財布のための規則を確立し、電子財布を提供し、および電子財布にアクセスして電
子取引を促進し得る。
【００１２】
　また、本明細書に開示した、図1A、2A-Bおよび4A-Bに示したような、電子バリュートー
クン取引処理システムは、使用者、小売商、ベンダ、発行者、プロバイダおよびその他の
利害関係者に金融取引における上述した電子財布および電子バリュートークンのとりまと
め、管理、輸送、記憶および使用を促進するための効率的、安全かつ有効なシステムを提
供する。
【００１３】
　本明細書においてより完全に記述されるであろうとおり、電子財布および電子財布か使
用可能なシステムによって使用される一定の基本の概念および機能がある。これらの概念
は、電子財布の作製、電子財布に供給すること（たとえば、接触カードを電子バリュート
ークンに変換すること、および電子バリュートークンを電子財布に関連付けること、また
は電子バリュートークンを電子財布と関連付けることを要求すること）、電子財布にアク
セスすること、および電子財布の使用のために規則を確立することを含む。
【００１４】
　その上、本明細書により完全には詳述されであろうとおり、電子財布は、電子財布プロ
バイダが電子財布の内容（たとえば、主要な電子財布、任意のサブ財布または二次財布お
よびその中の関連する電子バリュートークン）の全体を管理するシステムにおいて使用し
てもよい。あるいは、電子財布は、電子財布プロバイダが電子財布の内容（たとえば、主
要な電子財布およびその中の電子バリュートークン）の一部だけを管理し、および1つま
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たは複数の（または全ての）サブ財布または二次財布の管理をサードパーティの電子バリ
ュートークン取引処理システムに委任するシステムにおいて使用してもよい。
【００１５】
　本明細書においてさらに詳述されであろうとおり、2つの記述された管理システムのど
ちらかは、システムの使用者が使用者の電子財布の機能性を完全に管理することができる
ように；発行者、ベンダおよび／またはその他の電子バリュートークンに関連付けられた
当事者によって提供される価値が付加された/ボーナスプログラムに参加するように；カ
ード交換機能に参加するように（たとえば、使用者は、電子財布においてではなく、電子
バリュートークンのためのその電子財布において維持した電子バリュートークンを交換す
る）；並びに発行者、ベンダおよび／またはその他の電子バリュートークンに関連付けら
れた当事者によって提供される節約プログラムに参加するように構成されていてもよい。
【００１６】
　図1Aは、例示的な電子バリュートークン取引処理システム100を図示する。具体的には
、図1Aは、電子バリュートークン取引コンピュータ150がPOS装置111、1つまたは複数の認
証システム160（たとえば、小売業者、銀行およびクレジットカード）およびデータスト
ア180との通信のために構成されたことを図示する。その上、図1Aは、POS装置111がプロ
キシカード200と通信していること（使用者が電子財布にアクセスするための手段の態様
を表すために以下に示されるだろう）およびデータストア180が電子財布ユニット199を含
み、次いでこれが電子財布10を含むことを図示する。
【００１７】
　図1Bは、一つの態様に従った電子財布10を図示し、および電子財布10の詳細を本明細書
に開示した種々の態様のいずれかに使用してもよいこと（たとえば、図1A、2Aおよび2Bの
電子財布10として）、および前記電子財布10の維持は、単一の電子財布システム（たとえ
ば、電子バリュートークン取引処理システム100）によって全体として行われてもよく、
または複数の電子財布システムにわたって分散されてもよい（たとえば、電子バリュート
ークン取引処理システム1100および1200および電子財布アグリゲーター（aggregator） 
システム1000）ことを理解すべきである。
【００１８】
　具体的には、図1Bは、認証情報801、規則802、電子バリュートークン804、クレジット
カード電子バリュートークンのためのサブ財布807、サブ財布（対応する規則817および電
子バリュートークン827と共に）、デビットカード電子バリュートークンのためのサブ財
布808（対応する規則818および電子バリュートークン828と共に）およびストアドバリュ
ーカード電子バリュートークンのためのサブ財布809（対応する規則819および電子バリュ
ートークン829と共に）を備えた電子財布10を図示する。図1Aおよび1Bは、下記考察から
さらに理解され得る。
【００１９】
　とりまとめ、輸送、セキュリティおよび償還における複雑さの増加を無くすために、取
引カードを電子財布におけるバリュートークン(value token)として電子的に記憶させる
。本明細書に使用される、バリュートークンとは、たとえば購入のための申し込みとして
、電子バリュートークンを受け入れる意思のある当事者と事業を行うために使用し得る電
子IDをいう。このようなバリュートークンの例は、ストアドバリューカード（プリペード
カードとも呼ばれる）の、またはそれに関連した電子的表現およびクレジットカード、デ
ビットカード、ギフトカード、前払いテレホンカード、愛顧者カード(loyalty card)、メ
ンバーシップカード、チケットまたはチケットカード、娯楽カード、スポーツカード、プ
リペードカード、クーポン、入場許可パス、前払いもしくは予め購入された商品またはサ
ービス等などの種々のタイプのバリューのその他の物理的な表現を含む。ある様において
、バリュートークンは、現金または通貨を含む。ある態様において、電子バリュートーク
ンは、クレジットまたはデビットカードまたはアカウントを含む。ある態様において、バ
リュートークンは、小売商アカウント、銀行アカウント等などの既存のアカウントを含む
。ある態様において、バリュートークンは、小売商が発行した、および／または許可した
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クレジット、ポイント、クーポンまたは販売促進のバリューを含む。ある態様において、
バリュートークンは、プリペードカードまたはアカウントと関連付けられ、および特に明
記しない限り、本明細書において記述される種々の態様は、プリペードカードまたは小売
商ギフトカードなどのアカウントと関連付けて実施してもよいことを理解すべきである。
【００２０】
　物理的なクレジットカード、デビットカード、ストアドバリューカードまたはバリュー
のその他の物理的な表現は、バリュートークンに変換して電子財布に付加させてもよい。
たとえば、物理的なギフトカードまたはバリューのその他の物理的な表現は、POS装置、
携帯電話、コンピュータ、ショートメッセージサービス（「SMS」）等を経て使用者の電
子財布のバリュートークンに変換してもよい。一旦そのように変換されたら、電子バリュ
ートークンは、認証後に、購入の間に使用者の電子財布にアクセスすることによってギフ
トカードなどの物理表現を所有することなく、使用者によって償還されてもよい。
【００２１】
　このように、本明細書における用語バリュートークンの使用は、電子的表現に変換する
ことができる電子的表現および物理的表現をいう。少なくとも一つの態様において、物理
的ギフトカードは、変換後には機能しない。代わりの態様において、物理的ギフトカード
は、電子財布または物理的ギフトカードを用いた電子バリュートークンの償還後には機能
しない。
【００２２】
　バリュートークンの顧客用途は、典型的にはベンダ、償還する小売商または小売業者お
よび発行者を含む。種々の態様において、ベンダ、償還する小売商および発行者は、同じ
、異なる、または関連した実体でもよい。バリュートークンが購入される、またはそうで
なければ電子財布の中身に利用できるようにしたPOSをベンダといってもよい。したがっ
て、ベンダは、彼ら自身が電子バリュートークンを販売するが、電子バリュートークンは
、別の営業所にて償還されてもよい。商取引のために、たとえば購入の申し込みとしてバ
リュートークンを受け取るだろう実体は、償還する小売商または小売業者といってもよい
。
【００２３】
　たとえば、グローサリーストアは、衣類ストアの電子バリュートークンを販売してもよ
い。グローサリーストアは、ベンダであり、および衣類ストアは、償還する小売商または
小売業者である。プリペードカードまたはアカウントなどの所与のバリュートークンのた
めの金融支援および／または支払いプロセシングを提供する実体は、発行者といってもよ
い。
【００２４】
発行者は、ストアブランドのバリュートークン（たとえば、小売商によって直接発行され
たストアブランドプリペードカードまたはトークン、時にクローズドループプリペードカ
ードといわれる）などのバリュートークンの直接的な発行者を含み、およびいくつかの態
様において、ベンダは、また発行者および／または償還する小売商であり得る（たとえば
、同じ小売商によって発行され、販売され、および償還されるプリペードカードまたはト
ークン）。また、発行者は、銀行、VISA、MasterCard、American Express、その他などの
金融機関を含み、およびこのような機関によって発行されるバリュートークンは、購入な
どの取引を行うことが多数の償還する小売商によって容易に受け入れられ得る（これらは
、多数の異なる小売商にて償還され得るので、時にオープンループプリペードカードまた
はトークンといわれる）。
【００２５】
　また、発行者は、Google、Facebook、Twitter等などのブランド電子財布のプロバイダ
でもよく、およびいくつかの態様において、このようなブランド財布は、発行者（たとえ
ば、Google「キャッシュ」またはクレジット、Pay Pal通貨、Facebook電子通貨、その他
）と関連付けられたバリュートークンを含み、およびギフトカード関連バリュートークン
、クレジットカード関連バリュートークンを含むサブ財布、デビットカード関連バリュー
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トークンを含むサブ財布またはこれらの組み合わせを含むサブ財布を含んでいても、また
は関連していてもよい。
【００２６】
　一般に、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子財布またはサブ財布内に
含まれる電子バリュートークンと関連付けられたアカウントに貸方記入し、または借方記
入する（または本明細書において記述したタイプのその他の措置を採る）。電子バリュー
トークン取引コンピュータ150は、認証システム160が電子バリュートークンと関連付けら
れたアカウントを貸方記入すること、または引借方記入すること（または本明細書におい
て記述したタイプのその他の措置を採ること）ができるように、メッセージを認証システ
ム160に生成しても、または送ってもよい。確認メッセージが電子バリュートークン取引
コンピュータ150およびPOS装置111に返って、電子財布10またはサブ財布は、必要に応じ
てアップデートされる。
【００２７】
　少なくとも一つの態様において、取引情報は、認証情報と分けられ。たとえば、購入品
目、購入価格、購入位置、その他に関する情報は、考慮される取引情報であり、および認
証トークン、PIN、アカウント番号等などの認証情報と分けられる。とりわけ、情報を別
々に維持することにより、別々のプロセシングおよびルーティングが可能になり、より優
れた効率およびプライバシーが可能になる。たとえば、変更可能な規則にしたがって電子
バリュートークンを適用する際に、優先順位は、電子財布要求を起こす小売業者の物理的
位置；取引量；小売業者のタイプ；時刻；曜日；月の週；年の月；電子財布要求を起こす
小売業者の部門；電子財布要求を起こす小売業者のレーン；チェッカの識別；電子財布要
求を起こす小売業者の親企業；バリュートークンの値；および種々の態様における電子財
布要求のタイプなどの取引情報変数に基づいていてもよい。このような取引または認証情
報は、規則に基づいた意思決定（たとえば、取引と関連する販売促進を確認し、および適
用するためにこのような取引データを調べること）等と組み合わせて、セキュリティ目的
の（たとえば、詐欺検出を支援するために予め定められたプロフィールに対してこのよう
な取引データを照合する）ために、本明細書において記述されたシステムによって使用し
てもよい。
【００２８】
　少なくとも一つの態様において、財布プロバイダは、購入者の代わりをして、電子バリ
ュートークンの償還は、購入後に生じる。しかし、この時間のずれは、小売業者の記録に
矛盾を生じる。具体的には、小売業者は、小売業者と財布プロバイダとの間の取引を記録
する。小売業者は、外観上無購入に対して、バリュートークンを介して後の償還を記録す
る。これらの例において、償還を取引と結びつけることができる第三者の管理者が必要と
される。
【００２９】
　バリュートークンを電子財布に供給する、または付加するために、多くの方法が存在す
る。たとえば、使用者は、バリュートークンをベンダに支払ってもよく、およびベンダは
、電子バリュートークンを使用者の財布に入れてもよい。あるいは、使用者は、ベンダか
ら電子バリュートークンの物理的表現（たとえば、カード、メモ、印刷された領収書、そ
の他）を得てもよく、およびその後バリューを電子財布に（たとえば、電話またはインタ
ーネットアクセスされる使用者インタフェースを介して）付加してもよい。使用者は、ベ
ンダと連携した多くの異なる小売業者の選択枝を有し得る。言い換えると、所与のベンダ
は、異なる小売業者に関連付けられた複数のトークンを提供してもよい。たとえば、小売
業者は、プリペイドアカウントなどのバリュートークンを購入するときに、使用者の事業
に対して競合するように販売促進を提供してもよい。
【００３０】
　各小売業者は、バリュートークンに対して特定の形式を規定してもよい。たとえば、1
つの小売業者は、16桁カード番号プラス4桁月/年失効日を要求としてもよい。その他の小
売業者は、ピン番号、アクセス番号、カード確認バリュー番号、カードセキュリティコー
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ド番号等を要求してもよい。異なる小売業者についてのそれぞれの1つの情報は、異なる
形式、並びに異なる名前を有してもよい。したがって、電子財布プロバイダまたはホスト
（たとえば、一次電子財布プロバイダ）は、ストアドバリューカード、クレジットカード
、デビットカード、ロイヤルティおよび販売促進カードをなどの種々の形式のバリュート
ークンの電子表現、並びに一次電子財布プロバイダによる管理がより高価であろうバリュ
ートークンのその他のサブセットについて第三者の管理を可能にすることによって利益を
得るだろう。
【００３１】
　ある態様において、プリペードカードまたはアカウントと関連付けられたバリュートー
クンは、電子財布内のサブ財布と関連付けられてもよく（たとえば、Google電子財布など
の一次、ブランド電子財布のサブ財布）、および第三者は、一次/主要な電子財布ホスト
またはプロバイダのためにサブ財布を管理してもよい。たとえば、プリペードカードまた
はアカウントと関連付けられたバリュートークンを含む取引（たとえば、電子または仮想
ストアドバリューカード）の間、電子財布のプロバイダは、このようなバリュートークン
と関連付けられたサブ財布に、時にサブ取引といわれる取引の一部の制御を受けさせるこ
とができる。ある態様において、サブ取引は、償還、バリュー付加（たとえば、補充）、
アクティベーション、閉鎖、詐欺検出等などの電子プリペードカードまたはアカウントと
関連付けられた取引を含む。　具体的には、第三者管理者は、サブ取引に対して適当なフ
ォーマッティングを決定すること、および／または提供することを含むがこれに限らず、
急速かつ安く取引を管理すること、並びにさらに一次電子財布ホストまたはプロバイダか
ら独立して、および／またはそれと協調してサブ取引を実行することができる。このよう
なフォーマッティングは、所与のバリュートークンに含まれる（たとえば、カード番号、
セキュリティコード、その他のタイプ）またはそれに関連した情報/データの詳細および
／または特定の取引に関連した情報またはデータ（たとえば、取引を処理すると共に、領
収書/送信のためのメッセージング欄またはその他のデータフォーマットへの、カードタ
イプ、取引タイプ、セキュリティコード、その他などのデータの特徴、とりまとめ、パッ
ケージング、その他）に関連し得る。たとえば、第三者機関は、一次財布プロバイダに適
当な取引フォーマッティングテンプレートを渡すことができる。少なくとも一つの態様に
おいて、第三者管理者は、要求から決定し、または取引に関連した小売業者の識別を使用
者に要求する。好ましくは、第三者管理者は、複数の小売業者に関連した複数の取引形式
のデータベースを維持する。取引に関連付した小売業者の識別を決定した後に、第三者管
理者は、形式データベースを使用して識別された小売業者に対する関連する取引形式を識
別し、および全てのその後のプロセシングは、小売業者に特異的な取引形式および語彙を
使用して行われる。
　ある態様において、使用者は、物理的ストアドバリューカードを使用して電子財布にバ
リュートークンを付加してもよい。使用者は、たとえばPOS（ある態様において、ウェブ
サイトを経たオンラインショッピングなどのパーソナルコンピュータに関連したPOSを含
む）で位置された使用者インタフェースを介して、ストアドバリューカードと関連付けら
れた小売業者を識別するよう求められる。もう一つの態様において、使用者は、ウェブに
基づいた、または個人的なディジタルアシスタントインタフェース（たとえば、携帯電話
アプリ）を介してストアドバリュートークンと関連付けられた情報を提供する。したがっ
て、使用者が提供したデータに基づいて、適切な形式をデータベースから参照してもよく
、および使用者は、絵画表現またはモックアップ上で強調される具体的入力情報と共に物
理的なストアドバリューカードのその他のモックアップ表現を示してもよい。したがって
、使用者は、どの入力が電子財布に電子バリュートークンを付加するために必要とされる
かが正確に分かる。モックアップから由来する使用者が入力した情報は、適当な形式のも
のであろうし、および／またはさらなるフォーマッティング要求を満たすように第三者管
理者によってさらに修正され、パッケージされ、その他でもよい。
　記述した例は、単純であるが、より複雑な取引も可能である。本明細書においてより完
全に後述されるであろうとおり、（i）取引の一部について一次および／またはサブ財布
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のバリュートークンを使用することに関する取引は、（ii）一次および／またはサブ財布
のバリュートークンをバリュートークンのその他のタイプまたはその他の小売業者と関連
付けられたバリュートークンに交換することと同じように扱われる。たとえば、使用者は
、使用者が頻繁にしない小売業者と関連付けられたバリュートークンを使用者が頻繁にす
る小売業者と関連付けられたバリュートークンに交換したいと望むかもしれない。その上
、第三者管理者は、取引またはサブ取引の財務勘定調整表（たとえば、プリペイドアカウ
ントに借方記入し、および貸方記入する）のために、識別された小売業者と関連付けられ
た取引形式を使用してもよい。この例において、適当な取引形式の使用は、便利であるだ
けでなく、たいてい必要とされもする。
【００３２】
　上記のように、電子サブ財布は、特定の電子財布（たとえば、一次または主要な財布）
に設置され、またはそれに関連した電子財布の特異的に定義された部分である。サブ財布
は、一次または主要な電子財布の管理者、プロセッサおよび／もしくはプロバイダによっ
て管理され/維持されてもよく、または別の当事者、システム、プロセッサ、サブルーチ
ンまたはサーバによって管理されてもよい。電子サブ財布の別々の管理により、一次電子
財布プロバイダおよび使用者が規模の経済の利点を得ることができる。たとえば、全ての
電子バリュートークンは、1つのサブ財布に記憶されていてもよく、一方でクレジットお
よびデビットカードは、一次電子財布または別々の電子サブ財布に記憶される。したがっ
て、一次電子財布のプロバイダは、一次電子財布の属するクレジットおよびデビットカー
ドと関連付けられたバリュートークンに関する取引を管理し/行ってもよく、一方で第三
者が電子サブ財布の属する電子バリュートークンと関連付けられたバリュートークンに関
する取引を管理し/行うことができ、第三者は費用のかかるバンキングおよびクレジット
制御から解放される。その上、第三者管理者は、規模の経済を使用して、交換裁定、手数
料、取引当たりの賃金または同様のものを経てそのサービス対する支払いを受け得る。
【００３３】
　サブ財布の別々の管理を介して、第三者管理者（たとえば、電子プリペイドアカウント
と関連付けられた電子サブ財布の管理者）は、使用者および一次電子財布プロバイダの両
者に便宜をもたらす。たいてい、第三者管理者は、財務勘定調整表または所与の発行者と
関連付けられた電子プリペイドアカウントと関連付けられたその他の取引を処理するため
の知識および専門知識（たとえば、必要とされる取引形式のデータベース）を持つ唯一の
実体である。たとえば、第三者管理者は、小売業者の帳簿上の特定の取引をバリュートー
クンまたは電子財布の特定の使用に対して照会することができる唯一の実体でもよい。本
明細書においてより詳細に考察したとおり、いくつかの態様において、第三者管理者は、
ブランド電子財布などの電子財布の一次ホストまたはプロバイダに対して、たとえば、1
つまたは複数の電子サブ財布（たとえば、1つまたは複数の小売商のために発行されたク
ローズドループアカウントなどの電子プリペイドアカウントと関連付けられた電子サブ財
布）を管理する状況において、電子バリュートークン取引コンピュータ150と組み合わせ
て記述された機能の全体または一部を実施し、実行し、および／または担う。
【００３４】
　電子財布に対するアクセスは、電子財布に確実にアクセスするために認証トークンまた
はその他の手段によってゲート制御され、または保護されていてもよく、その例には、プ
ロキシカードもしくはパーソナル・ディジタル・アシスタントまたはスマートフォンなど
のモバイル装置を含む。電子財布へのアクセスのためのその他の態様は、番号/パスワー
ドの組み合わせ、パスワードなしの番号および同様のものなどのカードレスのアクセスを
含む。また、生体情報を、認証およびアクセス目的、たとえばフィンガープリントまたは
虹彩プリントのために使用してもよい。また、近距離無線通信技術を、認証トークンを実
行するために使用してもよい。近距離無線通信技術は、物理的なPOSにて実行しても、ま
たはオンライン取引と組み合わせてもよい。いずれの状況においても、近距離無線通信技
術は、プロキシカード（たとえば、200、201または203）、個人コンピュータ、パーソナ
ル・ディジタル・アシスタント、スマートフォン204またはその他のオンライン取引関連
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装置を介して使用者が実行してもよい。したがって、認証トークンは、有形、無形物また
はその組み合わせでもよい。ある態様において、認証トークンは、一義的に電子取引を識
別するように、電子取引の開始時に生成されても、作製されても、および／または形成さ
れてもよい。ある態様において、一義的に生成される認証トークンは、電子財布ID、マー
チャント識別子、POSID、電子バリュートークンID、電子バリュートークン発行者ID、電
子バリュートークン取引プロセッサIDまたはこれらの組み合わせの要素を含んでいてもよ
い。もう一つの態様において、一義的に生成される認証トークンは、まったく特有でも、
および任意の以前のIDの任意の一部を含まなくてもよい。
【００３５】
　プロキシカードの例を図3A、3Bおよび3Cに示してある。図3Aは、光学式スキャナによっ
て読み込むことができるバーコードの手段によるカード200上に、認証情報211がコードさ
れるプロキシカード200を示す。図3Bは、カード201上に位置された磁気ストリップ上に認
証情報211がコードされるプロキシカード201を示す。図3Bは、認証情報211がカード201上
の近距離無線通信チップ上にコードされるプロキシカード203を示す。いくつかの態様に
おいて、（プロキシカードは、磁気ストリップおよびバーコード（または複数の磁気スト
リップまたはバーコード）を有してもよく、およびこのようなものの1つまたは複数が認
証情報211を含んでいてもよい。プロキシカード200、201および203は、プラスチック、紙
、プラスチックコート紙、ラミネートまたはこれらの組み合わせなどの適切な第1の材料
で製作される。プロキシカード200、201および203は、約0.005～約0.040インチの厚さの
範囲で典型的には作製される。プロキシカード200、201および203は、それぞれ、電子財
布に対応して、認証情報211、たとえばアカウント番号、番号値、認証コード、デジタル
サイン、電子重要なまたはキーコードおよびRFIDチップ/データなどを有する。プロキシ
カード認証情報211は、プロキシカードに特有であり、および電子財布にプロキシカード
を関連させ、およびある態様において、このような関連は、電子財布の管理者によってア
クセス可能なデータベースに記憶される。認証情報211は、プロキシカード200上に図3Aに
図示したようにバーコード、プロキシカード201上に図3Bに図示したように磁気ストリッ
プ、プロキシカード203上に図3Cに図示したように近距離無線通信チップ、一連の数字、
一連の文字またはこれらの組み合わせでコードされてもよい。また、プロキシカード200
、201および203は、取引中に入力されるように、個人識別番号またはPINで作られてもよ
く、これは認証情報211に対応し、および電子財布のアクセスおよび／または使用が可能
である。ある態様において、PINは、バーコード、磁気ストリップ、一連の数字、一連の
文字またはこれらの組み合わせでコードされてもよい。ある態様において、PINは、スク
ラッチカードストリップ上または剥離標識またはこれらの組み合わせなどの不明瞭にする
材料によるパッケージングによって見た目から不明瞭にしてもよい。いくつかの態様にお
いて、プロキシカードは、カードセキュリティコード（CSC）、カード確認バリュー（CVV
またはCV2）、カード確認バリューコード（CVVC）、カード確認コード（CVC）、検証コー
ド（V-コードまたはVコード）、カードコード検証（CCV）、クレジットカードID（CCID）
またはこれらの組み合わせを含んでいてもよく、このようなコード（本明細書において記
述した任意のその他の認証データまたはトークンと共に）は、たとえば購入取引のための
電子財布支払いに付随してPOSにて開始される、認証または認証取引に使用してもよい。
【００３６】
　図3Bは、カード201上に位置された磁気ストリップ上に認証情報211がコードされるプロ
キシカード201を示す。磁気ストリップは、カード201上に位置したスラリー（slurry）か
ら堆積したものなどの従来の構成から作製されてもよく、その結果、これは、Verifoneに
よって作製されたTranz端末などの磁気ストリップ読み込み設備で走査することができる
。さらなるセキュリティのために、認証情報211は、また磁気ストリップ上へのエンコー
ドの前に暗号化アルゴリズムに供してもよい。
【００３７】
　少なくとも一つの態様において、プロキシカード200は、プロキシカード201上に配置さ
れたUPCコード（たとえば、GS1-128またはUCC/EAN-128）などのバーコードを含み、その
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結果、これは、周知のバーコード読み込み設備によって走査することができる。認証情報
211の表現は、プロキシカード上のバーコードにコードされる。
【００３８】
　その他の態様において、一連の数字、一連の文字またはこれらの組み合わせは、ヒトま
たはパッケージ識別子に対応する一連の形状を解釈するように構成された装置、すなわち
光学文字認識装置によって読み込まれ、または解釈されるようにプロキシカード200およ
び201上に置かれてもよい。本明細書において記述した種々の態様において、仮想または
カードレス認証トークン、携帯電話、その他などの本明細書において記述した任意の適切
な認証トークンを使用してもよい。
【００３９】
　さらなる態様において、たとえば、プロキシカード203、近距離無線通信技術、無線自
動識別（RFID）タグ、マイクロプロセッサおよび／またはマイクロチップは、特異的に構
成された装置によって解釈されるようにプロキシカード上に置かれてもよい。RFIDタグ、
マイクロプロセッサおよび／またはマイクロチップは、プロキシカード200上のバーコー
ド255およびプロキシカード201上の磁気ストリップ256に加えて、または代わりに使用し
てもよく、またはこれらもしくはプロキシカード上の認証情報をコードするその他の手段
と組み合わせて使用してもよい。あるいは、このようなRFIDまたは近接場、Bluetooth（
登録商標）などのその他の手段を、使用者操作の装置（たとえば、スマートフォンなどの
パーソナル・ディジタル・アシスタント）によって使用して、電子財布アクセスおよび／
または認証機能を提供してもよい。ある態様において、認証トークンは、図3Dにて図示す
るように、スマートフォン204などのパーソナル・ディジタル・アシスタントと関連付け
られる。たとえば、電話において記憶され、および／またはそれを経てアクセスされる電
子財布は、認証トークンを含んでいてもよく、または電話それ自体が認証としてトークン
として役立つハードウェアおよび／または特有の電子的なデータ（たとえば、番号値など
の認証データ、MACアドレス、SIMカード、デジタルサイン、電子キー、利用者ID、電話番
号、パスコード、その他）を含んでいてもよい。このような電話は、認証および取引目的
のためにPOS装置と共に認証トークンと関連付けられたデータを伝達するために近距離無
線通信を使用してもよい。たとえば、電話は、POS装置の近くをパスしても、および近距
離無線通信プロトコルを使用して使用者および／または財布情報、並びに認証情報をPOS
装置へ転送してもよい。電話は、財布および／または認証情報の全体または一部を転送し
て、どの部分が現在の取引に適用できるかについて決定するためにPOS装置を残してもよ
く、または電話は、情報の現在適用できる部分だけ、すなわち現在の取引の間に使用され
る情報をPOS装置へ転送してもよい。すなわち、認証トークン（たとえば、電話）およびP
OS装置への/からの財布および／または認証情報の転送に関する論理は、認証装置に、POS
装置に、または両方に属してもよい。ある態様において、電話は、使用者を認証するため
のハードウェアおよび／またはソフトウェア、たとえば使用者と関連付けられた生物測定
（biometric）情報を確認するためのカメラまたはスキャナおよび関連するアプリケーシ
ョンを提供してもよく、および使用者を認証すると即座に、電話は、POS装置に良好な認
証を伝えるであろう。POS装置は、財布ホストまたはプロバイダ（たとえば、一次電子財
布ホスト）および任意のサブ財布がホストまたはプロバイダ、たとえば第三者管理者と通
信してもよいもう一つの例において、POS装置は、財布ホストだけまたはプロバイダ（た
とえば、一次電子財布ホスト）だけと通信してもよく、および財布ホストまたはプロバイ
ダは、第三者管理者、たとえばサブ財布ホストまたは管理者と通信してもよい。複数の構
成が通信を有効にするにもかかわらず、当事者は、スケーラブルアーキテクチャを使用す
るため、取引は、なおも顧客に遅延なくリアルタイムで行われ得る。
【００４０】
　ある態様において、認証装置は、プロキシカードである。プロキシカードは、物理的な
カードでないが、顧客は電子バリュートークンの使用方法を知っているので、プロキシカ
ードの外見がクレジットカード、デビットカードまたはストアドバリューカードに類似す
ることが電子財布の採択およびそれに対するアクセスを補助するであろう。したがって、
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顧客は、プロキシカードを1つにまとめられた複数のカードと考え、または物理表現であ
るにもかかわらず、単にプロキシカードそれ自体を電子財布と考えるようになり得る。認
証トークンは、モバイル装置、個人識別番号、電話番号プラス個人識別番号、パスワード
、ユーザー名プラスパスワード、生物測定IDおよび同様のものなどの有形または無形の態
様を採り、および／または関連していてもよい。認証トークンは、使用者を電子財布と関
連付ける認証情報（たとえば、電子認証データまたは情報）を含み、提供し、および／ま
たは関連する。したがって、電子財布（またはそのサブ財布）に含まれる複数のバリュー
トークンは、使用者と関連付けられる。
【００４１】
　図1Aに一旦戻って、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、データストア180か
ら電子財布10にアクセスする。プリペイドまたはストアドバリューカード電子バリュート
ークンは、ギフトカード、愛顧者カード、販売促進等の電子的表現を含んでいてもよい。
POS装置111は、スマートフォンまたはプロキシカード200などの認証トークンを介して電
子財布使用者から認証情報を得て、取引要求の一部として購入情報および／またはバリュ
ートークン情報と共に認証情報（およびいくつかの例、電子財布の内容を要求された取引
に割り当てるための規則である）を電子バリュートークン取引コンピュータ150に送信す
る。電子バリュートークン取引コンピュータ150は、認証情報を使用して正確な電子財布1
0またはサブ財布をデータストア180に設置して、電子バリュートークンに作用する（たと
えば、主要財布またはサブ財布にバリュートークンを付加する、バリュートークンをアク
ティベートする、バリュートークンを借方記入する、バリュートークンを通報する、バリ
ュートークンの残高を調べる、その他）、または要求の情報に照らして規則を調査する（
要求を受ける、電子バリュートークン取引処理システム100、1100、1200またはこれらの
組み合わせにより電子財布と関連付ける）。たとえば、購入取引については、電子バリュ
ートークン取引コンピュータ150は、規則、たとえば購入価格をカバーするためにバリュ
ートークンが適用され、もしくは償還される順位または優先順位と関連付けられた規則に
基づいて、購入をカバーする電子バリュートークンを選択する。
【００４２】
　図2Aおよび2Bに示したように、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、規則ユ
ニット159を含む。規則ユニット159は、電子財布使用者、電子財布プロバイダ、電子財布
の受け入れ小売商、電子バリュートークン発行者、電子財布取引システム管理者およびこ
れらの組み合わせによって提供され、選択され、および／または要求される電子財布（お
よびサブ財布）規則について、プロセシング、管理、関連付け、および実行する機能を提
供する。規則ユニット159は、提供され、選択され、および／または要求された規則をデ
ータベース180および／または電子財布ユニット199において維持される電子財布およびサ
ブ財布と関連づけるように機能し得る。規則ユニット159は、任意のその他の規則を割り
当てる実体によって提供され、または選択された任意の特定の規則の非存在下で（または
代わりに）取引に適用されるように規則を導出するための規則エンジンを含んでいてもよ
い。規則ユニット159は、（i）電子財布ユーザー入力（たとえば、キオスク、スマートフ
ォン、パーソナル・ディジタル・アシスタントおよびインターネットアクセス可能な使用
者インタフェースを経て）；電子財布プロバイダ入力；（iii）電子財布システム管理者
の入力；（iv）またはこれらの任意の組み合わせを経てデータが読み込まれるように電子
財布/サブ財布規則データを提供してもよい。たとえば、電子財布使用者は、キオスク189
接続を経て、電子バリュートークン取引コンピュータ150におよび電子財布に含まれる電
子バリュートークンが取引を満たす際に使用するために優先すべきである様式を詳述する
特異的なカスタマイズされた規則を提供してもよい。あるいは、同じ電子財布使用者が、
キオスクの189のディスプレイによって提供される選択肢の一覧から単に電子財布に適用
できる規則のタイプを選択することができる。加えて、たとえば、一定の法律、規制およ
び／または政策が、電子財布が期間当たりに示された選択された取引数に限られることを
要求する節約状況（たとえば、節約専用の電子財布からの転送）の場合があってもよい。
【００４３】
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　ある態様において、規則は、購入情報に基づいてバリュートークンの選択のためのフロ
ーチャートとして使用者によって作製することき、構成することができる。たとえば、規
則は、任意の量の店X購入のためのクローズドループ関連（店Xブランド化された）バリュ
ートークンの選択を、このような督促に資金を供給するためにオープンループ関連（クレ
ジットカードY）バリュートークンの選択を生じるための任意の残りの購入残高と共に、
含んでいてもよい。あるいは、使用者は、オープンループ関連電子バリュートークンがク
ローズドループ関連電子バリュートークン購入に対する残高を満たすように使用されるべ
きではなく、しかし、むしろ、電子財布に属するデビットカード関連電子バリュートーク
ンがその代わりに残高を満たすために利用されるべきであることを規定する規則を呼び出
してもよい。したがって、使用者は、1つの認証トークン（たとえば、1つのプロキシカー
ドまたはスマートフォン）の使用の効率により、複数のバリュートークンにアクセスし、
および適用してもよい。たとえば、使用者は、電子財布またはサブ財布全部から電子ギフ
トカード、電子クーポンおよび2枚の電子クレジットカードを使用してもよく、全てがプ
リペイド、デビットまたはクレジットカードなどの1つの物理的カードだけを使用する時
間で起こる。使用者、小売業者、発行者、ベンダ、小売商、広告主およびその他の当事者
は、時間の節約、バリューの複数の供与源に対する手早いアクセス（たとえば、種々のバ
リュートークンと関連付けられた複数のアカウント）、販売促進の機会、顧客購入行動に
関する取引トラッキングおよびデータマイニング、販売促進および広告有効性、製品選択
のリアルタイム/位置または購入販売促進の機会、その他の利益を得る。
【００４４】
　もう一つの態様において、規則は、電子財布システムプロバイダ（たとえば、一次およ
び／または二次電子財布プロバイダまたはホスト）によって確立されてもよい。電子財布
システムプロバイダは、利用可能な使用者が確立した規則がないときに（または、使用者
の電子財布管理協定の元で、システムの規則が指定された取引行為に先立つ場合）、電子
財布割付け関する規則を確立してもよい。たとえば、電子財布システムは、最初に使用者
の電子財布に属する電子財布システムプロバイダの自身のブランド電子バリュートークン
に適用して、取引が関係し、関連し、または電子財布システムプロバイダの系列会社およ
び／または契約上関連した実体を含むときに、要求された取引を満たすように、電子バリ
ュートークン取引コンピュータ150に仕向ける規則を導入してもよい。したがって、この
種の規則は、電子財布システムのためにプロバイダおよびその系列会社および／または契
約上関連した実体に対して電子財布システムの使用に基づいた収入またはその他の経営目
的およびその他の相乗効果を最大にさせることができる。
【００４５】
　さらなる態様において、電子財布の規則は、電子バリュートークン交換アクティビティ
ーを自動的にし向けるように作られてもよい（電子バリュートークン交換は、本明細書に
おいてより完全に詳細を議論してある）。たとえば、電子財布使用者は、使用者が電子財
布を示して小売商店、たとえば小売商Qにおける取引を満たす機会に、および電子財布は
、小売商Qブランドの電子バリュートークンを含まず、電子財布は、自動的に、およびリ
アルタイムで電子バリュートークン交換プロセスを開始し、電子財布は、電子バリュート
ークン取引コンピュータ150に電子バリュートークン交換を通信するように、電子財布を
管理してもよい（たとえば、図6A-6Dに関して、本明細書においてより詳細に記載してあ
るとおり）。加えて、またはあるいは、使用者は、リアルタイムで小売業者特異的なバリ
ュートークンを得るように販売促進を呈示してもよい（たとえば、売掛勘定などのストア
ブランドのバリュートークンに対するリアルタイム提供）。この例において、電子財布使
用者は、プリペイドサービスと関連付けられた全ての電子バリュートークン（ギフトカー
ド-タイプ電子バリュートークン）が指定したサブ財布に設置されるように電子財布を管
理してもよく、それぞれの前記電子バリュートークンは、優先的ランキングシステム、た
とえば最も好ましい電子バリュートークンまたはトークンタイプ（たとえば、#1）最も好
ましくない電子バリュートークンまたはトークンタイプ（たとえば、#22、サブ財布に22
タイプの電子バリュートークンがある場合）を経てサブ財布に配置し/命令し/指定しても



(32) JP 2014-519657 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

よい。たとえば、小売商Mブランドの電子バリュートークンを最も好ましいと指定しても
よく、小売商Lブランドの電子バリュートークンを最も好ましくないと指定してもよい。
さらに例において、電子財布は、また、電子財布が小売業者にて取引を促進するように提
示されてきた状況において、上で記述した小売商Qシナリオなど、電子財布は前記小売業
者の電子バリュートークンを含まず（電子財布は、本来の取引の始まりのときに電子財布
と小売業者の通信装置との間の情報交換に基づいて小売業者を認識するであろう）、電子
財布規則は、電子財布を電子バリュートークン交換要求を開始するように、および前記要
求において、電子財布に属する最も好ましくない交換電子バリュートークン、すなわち小
売商Lブランドの電子バリュートークン（#22）および必要に応じて本来の取引の量を満た
すために十分な量の小売商Q電子バリュートークンのための好ましい電子バリュートーク
ン#21、#20、その他を含むようにし向ける使用者による規則を提供してきた。電子バリュ
ートークン取引コンピュータ150は、電子バリュートークン交換要求を受けると、電子バ
リュートークン交換プログラム2000（全体の電子バリュートークン取引処理システム100
、1100または1200の一部である）と通信して要求された電子バリュートークン交換を実行
する。要求された電子バリュートークン交換が行われ、電子財布は、要求された小売商Q
ブランドの電子バリュートークンを受け、これは本来の取引を行う際に同時に使用され、
電子財布は、小売商Lブランドの電子バリュートークンを電子バリュートークン取引コン
ピュータ150に渡し（または、使用のために利用できず、かつ修正のためにのみ利用でき
るようにする）、この場合、要求された小売商Qブランドの電子バリュートークンを超え
る実際のバリューであった。したがって、電子バリュートークン取引コンピュータ150は
、小売商Lブランドの電子バリュートークンのバリューを修正して（内部に、または小売
商Lブランドの電子バリュートークンの発行システムとの通信を介してのいずれか）、提
供された小売商Q電子バリュートークンに基づいたバリュー減少を反映し、小売商Lブラン
ドの電子バリュートークンのための小売商Qブランドの電子バリュートークンの交換のた
めの交換率を抽出し（本明細書においてより完全に考察したとおり）、全ての利害関係の
ある当事者に取引情報を通信し、使用者の電子財布にバリューが修正された小売商Lブラ
ンドのバリュートークンを戻す（または再び利用できるようにする）。代わりの態様にお
いて、電子財布の電子バリュートークン交換規則は、電子財布が電子財布に属する電子バ
リュートークンのための最善の利用できる交換率に関して電子バリュートークン取引コン
ピュータ150に問い合わせて、電子バリュートークンのランキングよりもむしろ最善の交
換率に基づいて交換を行うことを提供することができた。
【００４６】
　図2Aは、一つの態様にしたがった例示的な電子バリュートークン取引処理システム100
を図示する。示したように、電子バリュートークン取引処理システムは、以下を含む：（
a）少なくとも1つのPOS装置111；（b）電子財布処理システム、たとえば、電子バリュー
トークン取引コンピュータ150；（c）アカウント番号、電子財布アカウント情報、バリュ
ー付加された賞（award）状態（「バリュー付加された賞」は、本明細書において「バリ
ュー付加されたボーナス」、「バリュー付加されたボーナス賞」、「バリュー付加された
賞ボーナス」および「バリュー区分」と同義である）、並びに電子バリュートークンを付
加すること、償還すること、および管理することに関連したその他の情報などの、電子バ
リュートークン、たとえば804、827、828、および829を記憶する電子財布ユニット199を
含むデータストア180；（d）少なくとも1つの個人発行者の認証システム160；および（e
）電子バリュートークン取引コンピュータ管理者151によってシステムに含まれる任意の
その他のユニット。一つの態様において、電子バリュートークン取引コンピュータ150は
、バリュー付加された決定ユニット153、POS（「POS」）インタフェース152、メッセージ
修正ユニット154、調整ユニット155、発行者システムインタフェース156、認証ユニット1
57、およびソーティングユニット198を含む。ある態様において、電子バリュートークン
取引コンピュータ150（またはソーティングユニット189などのそのユニット）は、電子バ
リュートークン交換プログラム2000と通信し得るトークン交換インタフェースをさらに含
む。POSインタフェース152は、電子バリュートークン取引コンピュータ150が、たとえば
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インターネット（公衆交換電話網・（「PSTN」）または独立した専用ネットワーク）を介
してPOS装置111と通信する手段を提供する。同様に、電子バリュートークン取引コンピュ
ータ150は、たとえばインターネット（公衆交換電話網・（PSTN）または独立した専用ネ
ットワーク）を介して発行者の認証システム160と発行者システムインタフェース156を介
して通信してもよい。POSインタフェース152とPOS装置111との間の通信106、107および発
行者システムインタフェース156と発行者の認証システム160との間の通信109、110は、付
加されたセキュリティのために暗号化されてもよく、および／または仮想私設通信網（「
VPN」）を利用してもよい。ソーティングユニット198は、種々の方法でルーティングのた
めに種々のタイプの通信をソートしてもよい。たとえば、ソーティングユニット198は、
電子財布および／またはサブ財布要求（たとえば、取引要求で権限情報を受けると、ソー
ティングユニット198は、要求された取引をシステムによって維持される特異的電子財布
に、および／または電子財布と関連付けられた特異的サブ財布またはサブ財布に送ること
ができる）、残高照会要求、登録要求、アクティベーション要求、償還要求および管理要
求を図2Aの種々のユニットへのルーティングについて識別し、およびソートしてもよい。
また、電子バリュートークン取引コンピュータ150またはソーティングユニット198は、類
似のルーティングのために要求に基づいてメッセージを生成してもよい。
【００４７】
　図2Aで分かるように、POS装置111（典型的には、ベンダおよび／または償還する小売商
もしくは小売業者に設置されるが、あるいは、たとえばオンラインでの取引の間キオスク
189にてまたはパーソナルコンピュータがPOSとして機能するように構成された使用者の家
またはオフィスにて設置される）にて、認証トークンは、POS解釈ユニット101（たとえば
、カードリーダ）によって解釈される。POS解釈ユニット101は、以下：ヒト、バーコード
スキャナ、磁気ストリップリーダ、光学文字認識装置、生物測定装置、数字キーボード（
たとえば、トークン識別番号を入力するため）または認証トークンにおいて、もしくはそ
れに対してコードされたデータを問い合わせ、解釈し、取り込み、または入力するように
構成されるその他の装置を含むことができる。
【００４８】
　認証トークンの解釈とほぼ同時に（またはあるいは、前に、またはその後に）、売時点
情報管理取引ユニット104による電子財布取引のための要求がなされる。POS取引ユニット
104は、ヒト、電子入力装置、レジスタまたは端末、コンピュータ処理ユニット（「CPU」
）、パーソナルコンピュータ、パーソナル・ディジタル・アシスタント（たとえば、スマ
ートフォン）またはPOS解釈ユニット101および／もしくはPOSプロセシングユニット105に
よって解釈される要求する、またはメッセージ送信するその他の手段を含むことができる
。いくつかの態様において、POS解釈ユニット101およびPOS取引ユニット104によって行わ
れる動作は、個人ユニット、たとえば、POSレジスタ/端末またはオンラインでのウェブに
基づいた取引の間のパーソナルコンピュータによって行われるだろう両方の動作を行うこ
とができる1つのユニットによって、行われてもよい。
【００４９】
　POS解釈ユニット101およびPOS取引ユニット104は、POSプロセシングユニット105と通信
する。POSプロセシングユニット105は、CPUまたは産業における使用のために許容される
プロセシング装置のその他のタイプを含むことができる。POS解釈ユニット101は、POSプ
ロセシングユニット105に認証情報102を伝える。POS取引ユニット104は、POSプロセシン
グユニット105に電子財布取引の要求103を伝える。POSプロセシングユニット105は、この
情報を結合して電子バリュートークン取引コンピュータ150（たとえば、関連する取引お
よび／または認証データと共に電子財布取引を要求するメッセージを伝達する）と通信し
てもよい。ある態様において、POSプロセシングユニット105は、電子バリュートークン取
引コンピュータ150（またはサブ管理者もしくはサブ財布管理者などのそれに関連したユ
ニット）からPOS小売業者と関連付けられた、並びに／または所与の取引型式および／も
しくはバリュートークンと関連付けられた取引形式を記憶し、および／または受け、およ
びこのような取引形式を使用して取引要求またはメッセージをフォーマットし、さらなる
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情報について、またはPOSにて特色を収集する、もしくは伝達する/受けるその他のデータ
について使用者を促す。たとえば、小売業者にて購入を行う使用者は、カードリーダを操
作する。カードリーダは、入力装置およびバーコードリーダーまたは磁気ストリップスキ
ャナと共に表示してもよい。カードリーダは、タッチセンスでもよく、および入力のため
に使用する種々のボタンを有してもよい。カードリーダプロンプトの後、使用者は、選択
肢「借方記入」、「貸方記入」および「電子財布」を見る。使用者は、「電子財布」を選
択する。次いで、使用者は、選択肢「購入」「トークンを付加する」および「トークンを
削除する」を見る。使用者は、「購入」を選択する。さらなるプロンプト（ある態様にお
いて、POSの特定の小売業者に特異的な取引フォーマットに関する）の後、使用者は、暗
証番号を入力する。いくつかの態様において、個人ユニットによって行われるだろう全て
の動作を行うことができる1つのユニット（たとえば、コンピュータ化されたレジスタな
どの統合されたPOS装置）によって、POS解釈ユニット101によって行われる動作、POS取引
ユニット104およびPOSプロセシングユニット105の全てが行われてもよい。
【００５０】
　POSプロセシングユニット105は、適切なネットワーク（たとえば、インターネット、一
般加入電話網（PSTN）または独立した専用ネットワーク）を介して電子バリュートークン
取引コンピュータ150に接続可能である。各POSプロセシングユニット105は、POSプロセシ
ングユニット105を電子バリュートークン取引コンピュータ150に接続する過程で電子バリ
ュートークン取引コンピュータ150に伝達し得る関連する識別子（たとえば、端末識別名
または番号ナンバー）を有する。各POSプロセシングユニット105は、それぞれそれ自体の
端末識別を伴う個人端末に対応する複数のPOS取引ユニットを含んでいてもよく、たとえ
ば所与の店舗位置内に存在する。
【００５１】
　図2Aにて図示したように、電子バリュートークン取引コンピュータ150は：（a）小売業
者/小売商および／またはベンダ（たとえば、POS装置111、顧客インターネット接続また
はキオスク189を経て）、発行者の認証システム160および電子バリュートークン取引コン
ピュータ管理者151によって電子バリュートークン取引コンピュータ150にアクセスする許
可を与えられた任意のその他の実体190との安全な接続を形成するように；（b）発行者の
認証システム160と通信して電子財布にバリュートークンの償還または付加を要求する、
および受けるように；（c）発行者の認証システム160と通信して電子財布と関連付けられ
た電子バリュートークンの全てまたは一部を償還するように；（d）行われた全てのアク
ティビティの取引ログ170を生成し、および維持するように；（e）失敗して完了した全て
のアクティビティおよびしたがって理由のエラーログ175を生成し、および維持するよう
に；（f）小売業者/小売商および／またはベンダに（たとえば、POSユニット111を介して
）電子財布へのバリュートークンの償還または付加および電子財布にバリュートークンの
償還または付加に付随する任意の情報を伝えるように；および（g）小売業者/小売商およ
び／またはベンダに（たとえば、POSユニット111を介して）取引をなぜ完了することがで
きなかったかのあらゆる理由を伝えるように構成される。
【００５２】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、付随した記憶能力をもつ、単一プロセ
シングユニット（たとえば、集中型サーバ）、複数のプロセシングユニット（たとえば、
互いに分散され、および通信する種々のユニットをもつ分散型計算システム）またはこれ
らの組み合わせを含んでいてもよく、それぞれ以下をすることができ、または以下につい
て指定される：データストア180にアクセスすること；取引ログ170を作成すること；エラ
ーログ175を作成し、および維持すること；オンラインでの取引のためにインターネット
を介するものを含む、たとえばPOSにて小売業者/小売商および／またはベンダと通信する
こと；個人発行者の認証システム160と通信すること；個人バリュートークンおよび電子
財布要求をプロセシングすること；償還要求をプロセシングすること；さらなる時価を付
加する、または特異的製品（単数または複数）もしくサービス（単数または複数）に対し
て電子償還クーポンを付加するために、バリュー付加される機能をプロセシングすること
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；特異的製品（単数または複数）および／またはサービス（単数または複数）についての
電子償還クーポンのための償還要求をプロセシングすること；および電子バリュートーク
ン取引コンピュータ150と通信することができる、および許可を与えられるその他のシス
テム190と通信すること。
【００５３】
　データストア180は、以下を示すそれぞれ電子財布と関連付けられたアカウントの記録
を維持する：（a）各個人バリュートークンが付加され、または償還されたかどうか、（b
）認証トークンが登録されたかどうか、（c）各個人償還要求の記録および詳細、（d）電
子バリュートークンに残っている量、（e）電子バリュートークンを償還するために要求
とされる規則、（f）電子バリュートークンの発行者の識別、（f）バリュー付加されたボ
ーナス賞与、（g）バリュー付加されたボーナス賞与を償還するための規則、および（h）
これらの任意の組み合わせ。また、データストアは、電子財布またはバリュートークンに
バリュー付加されたボーナス賞与を与えるために要求とされる規則の記録を維持してもよ
い。
【００５４】
　データストア180は、以下を示すそれぞれ電子財布および／またはサブ財布と関連付け
られた記録をまた維持する：（a）登録アクティビティのタイミング、および関連するそ
の他の情報；（b）管理アクティビティタイミング、および関連するその他の情報；（c）
取引アクティビティタイミング、および関連するその他の情報；（e）適用できる規則；
（f）その中の発行者電子バリュートークンの識別；（f）それと関連したサブ財布の識別
；（h）発行者、小売商、ベンダ、広告主、使用者またはその他の利害関係者によって要
求される任意のその他の記録；および（i）これらの任意の組み合わせ。単一のデータス
トア180を示してあるが、複数のデータストアを使用してもよいことを理解すべきであり
、本明細書において記述した種々のプロセスおよび目的に応ずる任意の適切な様式でデー
タストア間で関連データが分けられる。また、種々のデータは、電子バリュートークン取
引コンピュータ150と関連した1つまたは複数のサブユニット、サブプロセッサ、第三者プ
ロセッサおよび同様のものに接近して接続され、および／またはその近くに位置された1
つまたは複数のデータストアと関連していてもよく、このようなデータストアは、好まし
くはこのようなサブユニット、サブプロセッサおよび第三者プロセッサによって使用され
るデータを有する。
【００５５】
　また、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子バリュートークン取引コン
ピュータ150を含む全てのアクティビティの取引ログ170を生成し、および維持するように
構成される。取引ログは、以下などの取引タイプの詳細な概要を含んでいてもよい：（a
）要求されたバリュートークン付加；（b）要求されたバリュートークンセールス；（c）
要求されたバリュートークン償還；（d）要求されたバリュートークン交換；（e）バリュ
ートークン付加に帰する金融量；（f）バリュートークン償還に帰する金融量；（g）バリ
ュートークン交換に帰する金銭的価値；（h）バリュー付加された量、製品またはサービ
ス付加；（i）バリュー付加された量、製品またはサービス償還；（j）電子バリュートー
クンが付加された時；（k）電子バリュートークンが償還された時；（l）バリュートーク
ンを付加するための発行者と行われる取引または通信；（m）バリュートークンを償還す
るために発行者と行われる取引または通信；（n）使用のためにPINの入力を要求するバリ
ュートークンを付加するための要求に応答してベンダへ通信されるPIN；（o）電子財布登
録；（p）電子財布セットアップアクティビティ；（q）電子財布取引アクティビティ；（
r）電子財布節約アクティビティ；（s）電子財布管理アクティビティ；（t）電子バリュ
ートークン取引コンピュータ管理者151が電子バリュートークン取引コンピュータ150をロ
グエントリーとして維持するようにし向ける任意のその他の情報；および（u）これらの
任意の組み合わせ。
【００５６】
　取引ログ170に含まれる情報は、データマイニング目的のために、たとえば調整報告、
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継承報告、支払い報告、監査報告書、電子財布登録報告、電子財布管理報告、電子財布使
用報告、電子財布節約報告、電子バリュートークン購報告、電子バリュートークン償還報
告、電子バリュートークン交換報告、電子バリュートークン販売報告または電子バリュー
トークン取引管理者151、データストア管理者181、ベンダ、発行者、発行者の認証システ
ム160、償還する小売商、またはその他の利害関係者の利益のための、それらによる使用
、またはそれらに対する供給のためのその他の情報集約の形態を生成するために使用して
もよい。たとえば、取引ログ170は、電子バリュートークン取引コンピュータ150（および
その任意のサブコンポーネント）によって行われた各取引に関する情報を含み、および種
々のベンダ、小売商、発行者および電子バリュートークン取引処理システム管理者（達）
に属するアカウントを調整するときに、調整ユニット155によって利用されてもよい。利
害関係者（たとえば、ベンダ、小売商、発行者、広告主、その他）が記録され、解析され
、および／または提供され得るさらなるデータマイニング上の問題は、（i）電子財布使
用者の購入習慣；（ii）電子バリュートークン購入品、売上高、償還および交換；（iii
）特価提供および／またはバリュー付加されたアクティビティを；（iv）ロイヤルティ関
連のアクティビティ；および（v）節約関連のアクティビティについてのデータを含み、
これらの全てをマーケティング、目録およびその他の目的のために使用することができる
。
【００５７】
　電子バリュートークン取引コンピュータの管理および維持は、電子バリュートークン取
引コンピュータ管理者151によって行われる。必要とされないが、代わりの態様において
、電子バリュートークン取引コンピュータ管理者151は、またデータストア管理者181とし
て機能してもよい。したがって、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、完了さ
れなかった全ての取引およびその理由のエラーログを生成し、および維持するように構成
される。いくつかの態様において、エラーログは、電子バリュートークン取引コンピュー
タ管理者151によって管理される。
【００５８】
　また、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子バリュートークン取引処理
システムにアクセスする許可を与え、および電子バリュートークン取引コンピュータ150
にアクセスする許可を特異的に与えられるその他の実体190と通信するように構成される
。これらのその他の実体は、第三者支払い管理システム、第三者審査システム、発行者関
係事業体、ベンダ関係事業体、償還する小売商もしくは償還する小売商関係事業体、銀行
、クレジットカードエージェンシーまたはクレジット組合などの金融機関または電子バリ
ュートークン取引コンピュータ管理者151またはアクセスを認証する権限を有するその他
の実体によってアクセスが提供された任意のその他の実体を含み得る。
【００５９】
　電子財布に関連したPOS装置111またはその他のアクセスポイントからの取引要求は、1
つまたは複数の以下の情報の断片を含んでいてもよい：（a）認証情報、（b）POS端末識
別、（c）貸方記入または借方記入される量、（d）要求の時、（e）要求の日付、（f）発
行者の識別、（g）ベンダの識別、（h）ベンダの位置、（i）購入される製品（単数また
は複数）またはサービス（単数または複数）の識別、（j）アクティベーションまたはア
クティブ解除要求、（k）バリュートークンの付加、バリュートークンの削除、バリュー
トークンの交換、1つまたは複数のバリュートークンと関連付けられた変更管理またはプ
ロセシング規則、サブ財布への財布の分配またはその逆、その他などの財布管理機能、（
l）およびこれらの任意の組み合わせ。しかし、要求内に含まれる情報は、列挙した一覧
に限られず、列挙した項目に加えて、または上で列挙した項目の代わりにその他の項目を
含んでいてもよい。
【００６０】
　POSからの電子財布取引要求、並びにしたがって識別およびソーティングユニット198に
よるソーティングを受けると、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、データス
トア180の電子財布ユニットにアクセスする。電子バリュートークン取引コンピュータ150
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は、データストア180に含まれる情報を処理して、109、110を個人発行者の認証システム1
60と通信して、電子バリュートークンおよび対応するアカウントの管理を実行する。メッ
セージ修正ユニットは、複数のユニット、サブコンポーネント/プロセッサまたは第三者
管理者がメッセージを認識し、および正確に解釈することができるように、メッセージお
よび要求を調整し得る。たとえば、電子バリュートークン取引コンピュータ150が要求と
関連付けられた個人発行者の認証システム160を決定した後、メッセージ修正ユニット154
は、データベース180にアクセスして、個人発行者の認証システム160のための適切な取引
メッセージ送信形式を決定し、次いで個人発行者の認証システム160に特定され/好ましい
取引形式および語彙を使用して前記個人発行者の認証システム160に対するその後の通信
をフォーマットする。個人発行者の認証システム160と電子バリュートークン取引コンピ
ュータの150の通信は、同時にまたは独立して起きてもよい。電子バリュートークン取引
コンピュータ150は、適切なネットワーク（たとえば、PSTN、インターネットまたは独立
した専用ネットワーク）を介するように個人発行者の認証システムに接続可能である。電
子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子バリュートークンの状態に関して発行
者の認証システム160からの通信110を送り、および／または受けるように構成される。
【００６１】
　調整ユニット155は、種々の発行者、販売ベンダおよび／または償還する小売商のアカ
ウントを調整して、種々の取引のバリューをもつ適切な小売商、ベンダ、電子バリュート
ークン取引処理システム管理者および発行者を貸方記入し、および借方記入して、どの実
体がどのその他の実体からバリューを受けたかを反映する。たとえば、ベンダAが特定さ
れた量について発行者Bによって発行されたトークンをバリューに販売して、使用者の電
子財布に電子バリュートークンを付加する使用者から支払いを受ける場合、販売ベンダは
、購入量および／または予め定められた量の割合を受け（たとえば、割合を保持する）、
電子バリュートークンシステム管理者は、取引を処理するために購入量および／または予
め定められた量の割合を受けて、発行者は、残りを受ける。発行者Yによって発行された
バリュートークンが小売商Xにて償還されて品目を購入する場合、償還される量が発行者Y
に借方記入され、および小売商Xに貸方記入され、時に発行者によって収集された取引料
金および／または電子バリュートークン取引処理システム管理者によって収集された取引
またはプロセシング料金をマイナスする。
【００６２】
　認証ユニット157は、電子バリュートークン取引コンピュータ150がまた許可システムで
あるときに、電子バリュートークン取引コンピュータ150が、認証のために要求を発行者
の認証システム160に伝達するよりはむしろ電子財布要求を許可するように利用される。
認証ユニット157は、認証システム160について記述したのと同じおよび／または異なる機
能を実行し、および逆もまた同じ。
【００６３】
　認証ユニット157は、POSプロセッサ105（またはその他の取引を生じる装置/構成要素/
プロセッサ）から受けた電子財布取引要求（たとえば、一次またはサブ財布）のフォーマ
ッティングを確認するであろう。言い換えると、認証ユニット157は、要求のデータフィ
ールドを調べてフィールドがデータで占有されていること、およびデータが正確な形式（
たとえば、長さ、英数字形式）であることを確認するだろう。要求が不適切にフォーマッ
ト化されている場合、認証ユニット157は、要求を拒否し得るし、またはいくつかの態様
において、適切なフォーマットを検索して（たとえば、フォーマットデータベースから）
、および適切なフォーマットに従うように取引要求を修正し得る。認証ユニット157は、
また、要求に対して種々のバリデーションチェックを行う。認証ユニット157は、以下な
どのいくつかの基準の解析に基づいてカード関連の取引情報を検証する：1）電子バリュ
ートークン取引処理システム100について、製品のためのUPCコードがデータストア180（
または発行者のデータベースなどのその他のデータベース）に存在することを決定するこ
と；2）要求された取引のバリュー量が対象取引要求のための顧客の支払いに対応するこ
と、たとえばUPC情報が25.00ドルのカードとしてカードを識別するかどうか、および対応
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する取引要求が顧客による25.00ドルの支払いを含むことを決定すること；3）UPC情報が
、要求する小売商による処理のために利用できるカードのタイプであるものとしてカード
を識別することを決定すること；および4）カード発行者を識別するカードの銀行識別番
号（「BIN」）（すなわち、カードの識別番号の最初の6桁）は、カード発行者を識別する
UPC情報に対応することを決定すること。
【００６４】
　また、認証ユニット157は、取引流通速度（単位時間当たりの番号/量）などのその他の
基準に基づいて取引を検証してもよい。たとえば、カードプロセッサが、複数の無効取引
が不正行為を指し示すことを懸念する場合、カードプロセッサは、電子バリュートークン
取引処理システム100が、取引が要求された無効の番号をモニターし、および単位時間当
たりの無効取引の予め選択された量を超える端末からの取引を拒絶するように求めること
ができる。最後に、認証ユニット157は、認証ユニット157によって受けた情報が理解しが
たいイベントにおける取引要求を拒否するように構成されていてもよい。
【００６５】
　要求が適切にフォーマットされ、かつ上記の通りに確認される場合、電子バリュートー
クン取引コンピュータ150は、許可要求よりもむしろ発行者の認証システムに取引の詳細
を伝送してもよい。また、いくつかの態様において、発行者、許可システム（たとえば、
認証ユニット157）および取引コンピュータは、同じ実体の一部であり、およびこのよう
な態様において、発行者の認証システム160はないであろうし、または発行者の認証シス
テム160は、電子バリュートークン取引コンピュータ150（たとえば、一般に所有され、お
よび操作されるコンピューティングシステム、これは集中化されていても（たとえば、集
中化されたデータセンタの一部）および／または一般に所有され、もしくは制御されたシ
ステムまたはネットワーク内で分散されてもよい）のその他のユニットと共に共通の支配
下にあるだろう。さらにまた、電子バリュートークン取引コンピュータ150（たとえば、
ユニット152-157）と関連付けられたユニットは、例証および概念上の目的のために、単
一のデータ処理システム内の種々のユニットとして示してあるが、ユニット152-157の1つ
または複数は、分散処理環境において別々のコンピュータ、システムまたはサーバ上で実
行することができることに注意すべきである。
【００６６】
　一次電子財布取引プロセシング態様にしたがって電子財布を使用する購入を促進するた
めの電子バリュートークン取引コンピュータ150によって利用される例示的なプロセスを
図4Aに示してある。このような態様は、電子バリュートークン取引処理システム100によ
って最初に受け、およびその後に行われる電子財布取引プロセシング要求によって例証さ
れ得る。示した動作は、示した順位で、または異なる順位で行うことができ、2つ以上の
動作を平行して行うことができる。
【００６７】
　ブロック302において、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、POS端末からの
要求または複数の要求を受ける。少なくとも一つの態様において、要求は、電子財布取引
要求、残高照会要求、登録要求、アクティベーション要求または償還要求、財布管理要求
を含んでいてもよく、および以下の1つまたは複数を含む：（a）端末の識別、（b）認証
情報、（c）購入の量、（d）電子バリュートークン発行者の識別、（e）ベンダの識別、
（f）位置の識別、（g）要求の時間、（h）要求の日付、（i）電子財布取引要求として明
白に要求を識別する情報（たとえば、取引タイプデータ）；（j）一次電子財布、サブ財
布またはその組み合わせを識別する情報；（k）本明細書において記述した任意のその他
の取引および／または認証データ；および（l）これらの任意の組み合わせ。ブロック302
での要求は、上記の列挙した項目に加えて、またはその代わりに、たとえば本明細書にお
いて記述したタイプのその他の情報、要求または機能を含んでいてもよい。少なくとも一
つの態様において、認証情報は、プロキシカードおよび携帯電話からなる群より選択され
る認証トークンに基づいている。電子バリュートークン発行者の識別を使用して、取引は
、電子バリュートークン発行者との通信のために正確にフォーマットされ得る。
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【００６８】
　ブロック304において、POS装置111から、および／またはデータストア180から得られた
情報から受けた電子財布取引内に含まれる情報を使用して、電子バリュートークン取引コ
ンピュータ150は、要求が有効な認証情報を含む電子財布要求であるかどうか、および要
求がバリュートークン（単数または複数）の償還、バリュートークン（単数または複数）
の付加、バリュートークン（単数または複数）の削除、または電子財布の管理のためのも
のであるかどうかを決定する。電子財布要求は、認証情報の一部としてプロキシカードに
位置した銀行識別番号（「BIN」）を含んでいてもよい。ソーティングユニットは、BIN番
号をデコードし、または要求が電子財布要求であることを別途検証し得る。
【００６９】
　ブロック324において、POS装置111から、および／またはデータストア180から得られた
情報から受けた電子財布取引内に含まれる情報を使用して、電子バリュートークン取引コ
ンピュータ150は、示した/受けた電子財布取引要求を達成するために必要な、一次電子財
布、サブ財布（単数または複数）、および／または前記電子財布またはサブ財布（単数ま
たは複数）の位置を識別し/決定する。受けた権限情報は、要求された電子財布取引が電
子バリュートークン取引コンピュータ150によって維持された一次電子財布、サブ財布ま
たはこれらの組み合わせを含むことを示す場合、電子バリュートークン取引コンピュータ
150は、以下でもよい（i）それ自体の論理を要求に適用する；（ii）一次財布に記憶され
た規則（たとえば、電子バリュートークン取引処理システム管理者、一次電子財布使用者
またはこれらの組み合わせによって確立された規則）を適用する；（iii）サブ財布に記
憶された規則（たとえば、電子バリュートークン取引処理システム管理者によって確立さ
れた規則、サブ財布使用者またはこれらの組み合わせ）を適用する、（iv）POS111（たと
えば、一次電子財布/サブ財布の使用者によって要求で提出される同時性の規則）からの
要求と共に受けた規則を適用する；（v）またはこれらの任意の組み合わせ。
【００７０】
　たとえば、ある態様は、全ての要求が一次電子財布に含まれるバリュートークンに関連
することを決定する電子バリュートークン取引コンピュータ150を含んでいてもよい。要
求を受けると、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、その認証ユニット157（よ
り完全には本明細書において記述したとおり）、そのデータストア180、電子財布ユニッ
ト199および任意のその他の必要なユニットに問い合わせて一次電子財布が対象要求に応
ずることができるバリュートークンを含むかどうか（たとえば、一次電子財布がベンダ（
小売商）と関連付けられたバリュートークンを含むか、および／または要求された取引に
関連した発行者かどうか）を決定するだろう。このような決定は、電子バリュートークン
識別、使用者ID、要求された取引タイプを比較することによって行われてもよい。電子バ
リュートークン取引コンピュータ150は、その後、要求に対応する一次電子財布において
利用可能な電子バリュートークンが一次電子財布の規則または要求を受けた規則の下で適
用され、並びに要求された取引（単数または複数）を行い、または行うことを拒絶するよ
うに評価するであろう。
【００７１】
　もう一つの態様は、全ての要求がサブ財布に含まれるバリュートークンに関連があるこ
とを決定する電子バリュートークン取引コンピュータ150を含んでいてもよい。要求を受
けると、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、その認証ユニット157（より完全
には本明細書において記述したとおり）、そのデータストア180、電子財布ユニット199お
よび任意のその他の必要なユニットに問い合わせてサブ財布が対象要求に応ずることがで
きるバリュートークンを含むかどうか（たとえば、サブ財布がベンダ（小売商）と関連付
けられたバリュートークンを含むか、および／または要求された取引に関連した発行者か
どうか）を決定するだろう。このような決定は、電子バリュートークン識別、使用者ID、
要求された取引型を比較することによって行われてもよい。電子バリュートークン取引コ
ンピュータ150は、その後、要求に対応するサブ財布において利用可能な電子バリュート
ークンが一次電子財布の規則または要求を受けた規則の下で適用され、並びに要求された
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取引および／もしくは取引群を行い、または行うことを拒絶するであろう様式を評価する
であろう。
【００７２】
　もう一つの例において、ある態様は、全ての取引要求の一部が一次電子財布に属する電
子バリュートークンに関連があるが、一方、取引要求の一部がサブ財布（単数または複数
）に属する電子バリュートークンに関連があると決定する電子バリュートークン取引コン
ピュータ150を含んでいてもよい。このような決定は、要求された取引タイプ、電子バリ
ュートークン識別または取引配分を決定するための任意のその他の方法を評価することに
よって行ってもよい。電子バリュートークン取引コンピュータ150は、要求に対応する一
次電子財布において利用可能な電子バリュートークンが一次電子財布の規則下で適用され
るだろう様式を評価するであろうし（これらの規則は、一次電子財布に位置されたものに
利用される支払方法に影響を及ぼし得るので）、電子バリュートークン取引コンピュータ
150は、要求に対応して任意の適用できるサブ財布において利用可能なトークンがこのよ
うなサブ財布の規則および／または要求を受けた規則下でそうであるだろう電子バリュー
が適用され、並びに要求された取引および／もしくは取引群を行い、または行うことを拒
絶するであろう様式を評価するであろう。
【００７３】
　例示的な態様において、ブロック324にて、電子バリュートークン取引コンピュータ150
は、受けた取引要求に応答して、一緒に使用されたときに、要求された電子財布取引の全
体をカバーするであろう、一次電子財布の1つまたは複数のバリュートークンまたはサブ
財布の1つまたは複数の電子バリュートークンを識別し得る。その上、一次電子財布また
はサブ財布に位置された電子バリュートークンの1つは、愛顧者カードの電子的表現でも
よく、および同じまたは前記愛顧者カードバリュートークンの異なる位置のいずれかに位
置されたもう一つの電子バリュートークンは、小売業者のギフトカードの電子的表現でも
よい。このような例において、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、一次電子
財布および／またはサブ財布（単数または複数）におけるトークンの位置に関係なく、「
愛顧者カード」トークンおよび「小売業者のギフトカード」トークンの同時的な使用を実
行することができ、取引のために「小売業者のギフトカード」トークンおよび「愛顧者カ
ード」トークンのバリューを同時に適用しないこととは対照的に、使用者利益の増強、た
とえば、「小売業者のギフトカード」トークンのバリューまたは「小売業者のギフトカー
ド」トークンの使用について「愛顧者カード」トークンに適用されるロイヤルティポイン
トボーナスの5%の増大が可能である。
【００７４】
　バリュートークンは、クローズドループアカウントまたはオープンループアカウントと
対応付けられていてもよい。アカウントにおける資金が枯渇された後で、クローズドルー
プアカウントは、典型的には期限切れになる、たとえばギフトカードアカウント。オープ
ンループアカウントは、典型的には期限切れにならない。むしろ、アカウント、たとえば
VisaまたはMastercardなどのブランドクレジットカード口座またはデビットカードアカウ
ントを貸方記入し、および借方記入する種々の実体には、典型的には係属義務がある。ク
ローズドループアカウントは、たいてい小売業者に直接関連し、一方、オープンループア
カウントは、たいてい金融機関（たとえば、ChazeまたはCitiが発行したVisa）と関連す
る。少なくとも一つの態様において、電子バリュートークンは、クローズドループアカウ
ント番号およびオープンループアカウント番号を含む。クローズドループアカウント番号
は、クローズドループアカウント番号と関連付けられたクローズドループアカウントから
借方記入する、または貸方記入することができる小売業者と関連付けられる。オープンル
ープアカウント番号は、オープンループアカウント番号と関連付けられたオープンループ
アカウントから借方記入する、または貸方記入することができる金融機関と関連付けられ
る。電子バリュートークンは、任意のその他のバリュートークンと異なる使用の失効日ま
たは指定期日を有してもよい。さらにまた、電子バリュートークンは、電子バリュートー
クンが利用してもよい特定の小売商、位置および／または製品を識別し得る。
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【００７５】
　要求がバリュートークン付加についての場合、ブロック306にて、電子財布が作製され
（以前に作製されていない場合）、および電子バリュートークンが電子財布に付加される
。以下の表は、電子財布取引通信に含まれ、並びに電子財布取引を促進し、および達成す
るために電子バリュートークン取引処理システム100によって使用される要素、パラメー
ターおよび情報を含む。
【００７６】
　表1Aは、少なくとも一つの態様において財布を作製するために求められる要求パラメー
ターを図示する。表1Bは、少なくとも一つの態様にて財布を作製するよう求められる応答
パラメーターを図示する。
【表１Ａ】

【表１Ｂ】

【００７７】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、好ましくはメモリを電子財布およびバ
リュートークンに割り当て、およびデータストア180上のデータ構造における情報の断片
を記憶することによって電子財布ユニット199において電子財布および／または記憶され
た認証情報とアカウント番号を関連付ける。表2は、少なくとも一つの態様におけるギフ
トカードバリュートークンのためのパラメーターを図示する。
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【表２】

【００７８】
　表3は、関連する財布および／またはサブ財布の名称を含む代わりの態様におけるギフ
トカード電子バリュートークンのためにより詳細なパラメーターを図示する。
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【表３】

【００７９】
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　しかし、要求は、付加したトークン決定とは無関係なその他の理由のために修正され、
および調整プロセスの一部として発行者の認証システム160の適切な1つに送られてもよく
、たとえば、要求は、償還、削除、再充填バリュー、付加されるバリュー、残高照会また
はこれらの組み合わせに関することができ、これらのそれぞれは、調整のために発行者の
認証システム160に通信されるだろう。
【００８０】
　表4は、認証通信のためのフォーマッティングを図示する。
【表４】

【００８１】
　各要求は、サインを使用して認証され、使用者は、ユーザー名/パスワードまたはオー
プンidで認証され、セッションは、使用者トークンを使用して確認される。クライアント
は、client_ref_id、timestamp、nonce、encryption_type、channel、user_ip、signatur
e、任意にusertokenを送ってもよく、各要求は、それぞれメッセージを確認することがで
きる。
【００８２】
　表5は、使用者の財布を回収するために使用されるパラメーターを図示する。
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【表５】

【００８３】
　表6Aは、財布におけるトークンからバリューを償還するために使用される要求パラメー
ターを図示する。

【表６Ａ】

【００８４】
　表6Bは、財布におけるトークンからバリューを償還するために使用される応答パラメー
ターを図示する。
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【表６Ｂ】

【００８５】
　表7Aは、財布にバリュートークンを充填するために使用される要求パラメーターを図示
する。
【表７Ａ】

【００８６】
　表7Bは、財布にバリュートークンを充填するために使用される応答パラメーターを図示
する。
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【表７Ｂ】

【００８７】
　要求がバリュートークン償還のためである場合、ブロック308にて、電子バリュートー
クン取引コンピュータ150は、認証情報と関連付けられたことが以前に決定された電子財
布にアクセスし、および電子財布と関連付けられた規則を調べる。少なくとも一つの態様
において、規則を調べることは、使用者によって可変なバリュートークンの優先順位を調
べることを含む。たとえば、使用者は、購入要求を起こしている小売業者に対応する任意
のクローズドループバリュートークンを使用することを好み得る。何も見いだされない場
合、またはトークンが購入をカバーしないであろう場合、使用者は、残りについてオープ
ンループバリュートークンを使用することを好み得る。これらの優先度の結果、クローズ
ドループバリュートークンは、オープンループバリュートークンよりも高い優先順位をす
べて有し得る。オープンループバリュートークンの中で、一方は、もう一方を上回る優先
順位を有してもよい。たとえば、使用者は、デビットカードよりもむしろクレジットカー
ドで任意の残りについての支払いを好み得る。少なくとも一つの態様において、使用者は
、インターネットまたはモバイルアプリケーションを介してこれらの規則を構成しても、
およびデフォルトの優先度として優先順位を保存してもよい。代わりの態様において、使
用者は、POS装置にて、たとえば、チェックアウトレーン、顧客サービスカウンターまた
はキオスクなどのベンダまたは小売業者位置にて電子財布要求に適用されるように電子バ
リュートークンを選択する。したがって、電子バリュートークンを選択することは、共に
使用されたときに、購入量をカバーするであろう最優先でバリュートークンを選択するこ
とを含む。実施例で分かるように、1つの購入取引は、購入の効率を損なうことなく2つの
償還に分割されていた。同様に、1つまたは複数の電子財布取引は、効率を損なうことな
く2つ以上の取引に分割することができる。ある態様において、電子バリュートークンの
少なくとも1つは、クローズドループプリペイドアカウント（たとえば、電子プリペイド
ギフトまたはストアドバリューカード）に関連づけられ、および一次財布と関連付けられ
た規則が、サブ財布と関連付けられた第三者管理者によって処理されるサブ取引を引き起
こす。
【００８８】
　少なくとも一つの態様において、規則は、異なるバリュートークンが適用されるべきで
、および電子バリュートークンを適用することが割合にしたがって電子バリュートークン
を電子財布要求に適用することを含む電子財布要求の割合を調べることを含む。ブロック
310において、次いで電子バリュートークン取引コンピュータ150は、規則に基づいて、共
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に使用されたときに、電子財布要求をカバーするであろう電子財布におけるバリュートー
クンを選択する。たとえば、使用者は、それぞれの購入が2枚のクレジットカード間に均
一に分割されるように規則を構成してもよい。したがって、電子バリュートークンを選択
することは、購入量を分割する2つのオープンループトークンを選択することを含む。上
記の例に類似して、単一の認証トークン（たとえば、プロキシカードだけまたはモバイル
装置）がPOSにて使用された場合に、2枚のクレジットカードが電子バリュートークンに対
応しないので、効率は保存される。その他の規則を実行することができ、規則は、互いに
種々の組み合わせおよび順序で使用することができる。電子バリュートークン取引処理シ
ステムは、また電子財布要求において伝達される情報に基づいた、「もし-その場合」規
則を実行することができる。たとえば、ガスステーションでの購入は、ガスクレジットカ
ードバリュートークン選択等を生じ得る。このような態様において、電子バリュートーク
ンコンピュータ150は、対象電子財布10および／またはサブ財布807（たとえば、クレジッ
トカード-タイプ電子バリュートークンについて）、808（たとえば、デビットカード-タ
イプ電子バリュートークンについて）、並びに809（たとえば、記憶されたバリュー-タイ
プ電子バリュートークンについて）の規則802、817、818および819を問い合わせて、取引
タイプ、たとえばガスステーションでの購入を含む取引要求情報に基づいて、対象電子財
布10および／またはサブ財布807、808および809要求のための確立された規則（単数また
は複数）は、取引タイプ要求が最初に第1の電子バリューでトークンタイプ、たとえばガ
スカード関連電子バリュートークン829を満たしていることを決定してもよく、および対
象電子財布10またはサブ財布（単数または複数）807、808および809が全ての取引要求を
満たすために十分な量の第1のバリュートークンタイプを含まない場合に、電子バリュー
トークンコンピュータ150は、第2の電子バリュートークンタイプ、たとえばデビットカー
ド関連電子バリュートークン828で取引要求の残りを満たしてもよい。
【００８９】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、また電子バリュートークンを電子財布
要求に適用する。電子バリュートークンを要求に適用する際に、電子バリュートークン取
引コンピュータ150は、適切なアカウント番号を使用して小売業者および金融機関によっ
て管理されたアカウントで行われるように、貸方記入および借方記入メッセージを生成し
、および送信することができ、または電子バリュートークン取引コンピュータがこのよう
な行政権を有する場合、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、直接アカウント
を貸方記入し、もしくは借方記入することができる。
【００９０】
　少なくとも一つの態様において、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、要求
を修正し（たとえば、必要とされる形式を適用し）、および発行者の認証システム160の
適切な1つに修正された要求を送り、これが修正された要求を受けて、同じに動作し、た
とえば、電子バリュートークンを償還するための要求を認証し、および／または処理し、
およびそれに応じてデータストアをアップデートする。認証システム160は、電子財布要
求が少なくとも一つの態様において受けた場所と同じ位置になない。たとえば、電子財布
要求を小売店から受けた場合、認証システムは、小売業者によって所有および運営され得
るが、小売店ではないだろう。むしろ、認証システムは、たとえばデータセンタに位置し
てもよい。したがって、小売店も小売業者も、一般に財布のいくらかまたは全ての内容を
知る必要があるというわけではない。少なくとも一つの態様において、小売店は、いくつ
かの取引認証動作がそのPOS（たとえば、プロキシカードの攻撃、POS装置とのデジタル個
人補助インタラクション、POSでのキーパッドによるPINの入力、またはその他の認証アク
ティビティ）に伝えられたことを単に認識するだけであるので、電子財布の存在さえ知ら
ない。言い換えると、POSでの電子財布のアクセスおよび使用は、シームレスであり、お
よび従来の物理的な申し込みと比較して、取引を処理するために任意の特別な、または特
注の動作を必要としない。発行者の認証システム160は、電子バリュートークン取引コン
ピュータ150に応答メッセージを送信し戻す。電子バリュートークン取引コンピュータ150
が発行者の認証システム160の機能を行う代わりの態様において、方法は、ブロック306ま
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たは310～ブロック314に直接進めてもよい。
【００９１】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、ブロック312にて発行者の認証システム
160の適切な1つから確認メッセージを受ける。ブロック314にて、電子バリュートークン
取引コンピュータ150は、電子財布ユニット199およびデータストア180において電子財布
をアップデートして電子財布がアクティベーションされることを反映し、および電子バリ
ュートークン（複数）への/の任意の借方記入、貸方記入、付加または削除を反映する。
図6A-Dは、少なくとも一つの態様における一連のユーザーインタフェース画面およびプロ
ンプトを図示する。たとえば、使用者は、インターネットに接続されたコンピュータおよ
び／またはキオスク189を介して使用者の電子財布を管理するときに図示したプロンプト
を参照し得る。
【００９２】
　取引ログ170を、ブロック316において電子バリュートークン取引コンピュータ150によ
ってアップデートして取引についての詳細を記録してもよい。取引ログに記録される詳細
は、（a）取引のタイプ、時間および日付、（b）電子財布がアクティベーションされたか
どうか、（c）要求が拒まれた場合、電子財布がアクティベーションされなかった理由、
（d）電子バリュートークン（単数または複数）への/の貸方記入、借方記入、付加または
削除、（e）電子バリュートークンと関連付けられた規則の変化、（f）ベンダの識別、（
g）発行者の識別、（h）ベンダの位置、（i）電子バリュートークンを付加する端末の識
別、（j）電子バリューにトークンを与える実体の識別、および（k）これらの任意の組み
合わせを含みうる。取引ログは、上で列挙した項目に加えて、または代わりにその他の情
報（たとえば、取引および／または認証データ）を含み得る。
【００９３】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、ブロック318において、次いでPOS装置1
11に確認メッセージを送り届ける。電子バリュートークン取引コンピュータ150は、POS装
置111に確認メッセージを送り届ける前に、たとえば必要に応じて顧客に対して領収書に
印刷し、および／またはPOS装置111を操作する店舗従業員にディスプレイで提示し得る情
報を含むように、確認メッセージを修正してもよい。ブロック320にて、電子バリュート
ークン取引コンピュータ150は、種々のベンダ、小売商、発行者、電子バリュートークン
取引処理システム管理者、並びに電子バリュートークンを発行して、販売し、売り込み、
償還し、および販売することに関与するその他の実体のアカウントを調整して適切なアカ
ウントに貸借記入し、および借方記入して、いくつかの態様において、種々の実体に属す
る適切な預金口座の間の送金を開始する。あるいは、アカウントの調整は、各取引の後よ
りもむしろ周期的に（たとえば、毎日、週刊誌、毎月など）行われてもよい。このような
態様において、取引ログ170からの情報を利用して、種々のバリュートークンの販売また
は償還に関与する種々の実体を調整し得るし、したがって、少しの送金を開始することが
必要とされる。ある態様において、取引ログ170における情報は、取引等と一致するよう
に使用される。たとえば、所与の位置もしくは所与の小売商からの全ての取引のグループ
化または取引タイプのグループ化（たとえば、クレジット、デビット、その他）。種々の
態様において、示した事象の順序は、様々でもよく、したがって、任意の所望の順序で順
次または同時に実施してもよい。
【００９４】
　図2Bは、電子財布処理システムが電子バリュートークン取引コンピュータ150を含み、
電子財布集成システム1000によって示されたものなどの一次電子財布取引プロセッサと共
に統合された電子サブ財布取引プロセッサとして機能する態様にしたがった例示的な電子
バリュートークン取引処理システム1100を図示する。電子財布集成システム1000は、本明
細書において記述された電子バリュートークン取引コンピュータ150と同じ機能、能力、
データベースアクセス、ネットワーク化された通信および動作構成要素を有することがさ
らに理解され得るし、およびいくつかの態様において、電子バリュートークン取引コンピ
ュータ150およびその関連する構成要素（たとえば、電子バリュートークン取引処理シス
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テム100）は、電子財布集成システム1000としての役割を果たし、またはそれと置換され
てもよい。ある態様において、電子財布集成システム1000は、電子バリュートークン取引
コンピュータ150を制御し、維持し、操作し、所有しおよび／もしくはそうでなければ管
理する共通の実体または実体群によって制御され、維持され、操作され、所有され、およ
び／またはそうでなければ管理してもよく、すなわち、一次電子財布取引プロセッサおよ
び電子サブ財布取引プロセッサは、共通のコントローラ、メインテナー、オペレータ、所
有者および／またはマネージャを共有する。ある態様において、電子財布集成システム10
00は、電子バリュートークン取引コンピュータ150を制御し、維持し、操作し、所有しお
よび／もしくはそうでなければ管理する共通の実体または実体群とは別の、異なる、およ
び／または無関係である実体または実体群によって制御され、維持され、操作され、所有
され、および／またはそうでなければ管理してもよく、すなわち、一次電子取引プロセッ
サおよび電子サブ財布取引プロセッサは、共通のコントローラ、メインテナー、オペレー
タ、所有者および／またはマネージャを共有しない。示したように、電子サブ財布取引プ
ロセシング能力において機能するときに、電子バリュートークン取引処理システム1100は
、以下を含む：（a）電子バリュートークン取引コンピュータ150；（b）電子財布集成シ
ステムインタフェース1052；（c）本命最初において詳細に記述したとおりの、カウント
番号、電子財布アカウント情報、バリュー付加された賞状態（「バリュー付加された賞（
award）」は、本明細書において「バリュー付加されたボーナス」、「バリュー付加され
たボーナス賞」、「バリュー付加された賞ボーナス」および「バリュー区分(differentia
tion)」と同義である）、並びに電子バリュートークンを付加すること、償還すること、
および管理することに関連したその他の情報などの、電子バリュートークン、たとえば80
4、827、828、および829を記憶する電子財布ユニット199を含むデータストア180；（d）
少なくとも1つの個人発行者の認証システム160；および（e）電子バリュートークン取引
コンピュータ管理者151によってシステムに含まれる任意のその他のユニット。一つの態
様において、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、以下を含む：バリューは、
バリュー付加された決定ユニット153、電子財布集成システムインタフェース1052、メッ
セージ修正ユニット154、調整ユニット155、発行者システムインタフェース156、認証ユ
ニット157、およびソーティングユニット198を含む。電子財布集成システムインタフェー
ス1052は、電子バリュートークン取引コンピュータ150が、たとえばインターネット（公
衆交換電話網・（「PSTN」）または独立した専用ネットワーク）を介して電子財布集成シ
ステム1000と通信する手段を提供する。同様に、電子バリュートークン取引コンピュータ
150は、たとえばインターネット（公衆交換電話網・（PSTN）または独立した専用ネット
ワーク）を介して発行者の認証システム160と発行者システムインタフェース156を介して
通信してもよい。電子財布集成システムインタフェース1052と電子財布集成システム1000
との間の通信116、117および発行者システムインタフェース156と発行者の認証システム1
60との間の通信109、110は、付加されたセキュリティのために暗号化されてもよく、およ
び／または仮想私設通信網（「VPN」）を利用してもよい。ソーティングユニット198は、
種々の方法でルーティングのために種々のタイプの通信をソートしてもよい。たとえば、
ソーティングユニット198は、サブ財布要求（たとえば、取引要求で権限情報を受けると
、ソーティングユニット198は、要求された取引をシステムによって維持される特異的電
子サブ財布に、および／または電子サブ財布内に維持された特異的サブセクションまたは
サブセクションに送ることができる）、残高照会要求、登録要求、アクティベーション要
求、償還要求および管理要求を図2Bの種々のユニットへのルーティングについて識別し、
およびソートしてもよい。また、電子バリュートークン取引コンピュータ150またはソー
ティングユニット198は、類似のルーティングのために要求に基づいてメッセージを生成
してもよい。
【００９５】
　図2Bで分かるように、POS装置111（典型的には、ベンダおよび／または償還する小売商
もしくは小売業者に設置されるが、あるいは、たとえばオンラインでの取引の間キオスク
189にてまたはパーソナルコンピュータがPOSとして機能するように構成された使用者の家
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またはオフィスにて設置される）にて、認証トークンは、POS解釈ユニット101（たとえば
、カードリーダ）によって解釈される。POS解釈ユニット101は、以下：ヒト、バーコード
スキャナ、磁気ストリップリーダ、光学文字認識装置、生物測定装置、数字キーボード（
たとえば、トークン識別番号を入力するため）または認証トークンにおいて、もしくはそ
れに対してコードされたデータを問い合わせ、解釈し、取り込み、または入力するように
構成されるその他の装置を含むことができる。
【００９６】
　認証トークンの解釈とほぼ同時に（またはあるいは、前に、またはその後に）、POS取
引ユニット104による電子財布取引のための要求がなされる。POS取引ユニット104は、ヒ
ト、電子入力装置、レジスタまたは端末、コンピュータ処理ユニット（「CPU」）、パー
ソナルコンピュータ、パーソナル・ディジタル・アシスタント、たとえばスマートフォン
またはPOS解釈ユニット101および／もしくはPOSプロセシングユニット105によって解釈さ
れる要求する、またはメッセージ送信するその他の手段を含むことができる。いくつかの
態様において、POS解釈ユニット101およびPOS取引ユニット104によって行われる動作は、
個人ユニット、たとえば、POSレジスタ/端末またはオンラインでのウェブに基づいた取引
の間のパーソナルコンピュータによって行われるだろう両方の動作を行うことができる1
つのユニットによって、行われてもよい。
【００９７】
　POS解釈ユニット101およびPOS取引ユニット104は、POSプロセシングユニット105と通信
する。POSプロセシングユニット105は、CPUまたは産業における使用のために許容される
プロセシング装置のその他のタイプを含むことができる。POS解釈ユニット101は、POSプ
ロセシングユニット105に認証情報102を伝える。POS取引ユニット104は、POSプロセシン
グユニット105に電子財布取引の要求103を伝える。POSプロセシングユニット105は、この
情報を結合して電子財布集成システム1000（たとえば、関連する取引および／または認証
データと共に電子財布取引を要求するメッセージを伝達する）と通信してもよい。ある態
様において、POSプロセシングユニット105は、電子財布集成システム1000（またはサブ管
理者もしくはサブ財布管理者などのそれに関連したユニット、たとえば電子バリュートー
クン取引コンピュータ150）からPOS小売業者と関連付けられた、並びに／または所与の取
引型式および／もしくはバリュートークンと関連付けられた取引形式を記憶し、および／
または受け、およびこのような取引形式を使用して取引要求またはメッセージをフォーマ
ットし、さらなる情報について、またはPOSにて特色を収集する、もしくは伝達する/受け
るその他のデータについて使用者を促す。たとえば、小売業者にて購入を行う使用者は、
カードリーダを操作する。カードリーダは、入力装置およびバーコードリーダーまたは磁
気ストリップスキャナと共に表示してもよい。カードリーダは、タッチセンスでもよく、
および入力のために使用する種々のボタンを有してもよい。カードリーダプロンプトの後
、使用者は、選択肢「借方記入」、「貸方記入」および「電子財布」を見る。使用者は、
「電子財布」を選択する。次いで、使用者は、選択肢「購入」「トークンを付加する」お
よび「トークンを削除する」を見る。使用者は、「購入」を選択する。さらなるプロンプ
ト（ある態様において、POSの特定の小売業者に特異的な取引フォーマットに関する）の
後、使用者は、暗証番号を入力する。いくつかの態様において、個人ユニットによって行
われるだろう全ての動作を行うことができる1つのユニット（たとえば、コンピュータ化
されたレジスタなどの統合されたPOS装置）によって、POS解釈ユニット101によって行わ
れる動作、POS取引ユニット104およびPOSプロセシングユニット105の全てが行われてもよ
い。
【００９８】
　POSプロセシングユニット105は、適切なネットワーク（たとえばインターネット、一般
加入電話網（PSTN）または独立した専用ネットワーク）を介して電子財布集成システム10
00に接続可能である。各POSプロセシングユニット105は、POSプロセシングユニット105を
電子財布集成システム1000に接続する過程で、電子財布集成システム1000に伝達してもよ
い関連するID（たとえば、端末識別名または番号ナンバー）を有する。各POSプロセシン
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グユニット105は、それぞれそれ自体の端末識別を伴う個人端末に対応する複数のPOS取引
ユニットを含んでいてもよく、たとえば所与の店舗位置内に存在する。
【００９９】
　図2Bにて図示するように、電子財布集成システム1000は：（a）小売業者/小売商および
／またはベンダ（たとえば、POS装置111を経て）、電子バリュートークン取引コンピュー
タ150および発行者の認証システム160との安全な接続を形成するように；（b）発行者の
認証システム160と通信して電子財布にバリュートークンの償還または付加を要求する、
および受けるように；（c）発行者の認証システム160と通信して電子財布と関連付けられ
た電子バリュートークンの全てまたは一部を償還するように；（d）電子バリュートーク
ン取引処理システム1100によって維持される電子サブ財布に属するバリュートークンに関
して取引を促進するように電子バリュートークン取引コンピュータ150と通信するように
；（e）小売業者/小売商および／またはベンダに（たとえば、POSユニット111を介して）
電子財布へのバリュートークンの償還または付加および電子財布にバリュートークンの償
還または付加に付随する任意の情報を伝えるように；および（f）小売業者/小売商および
／またはベンダに（たとえば、POSユニット111を介して）取引をなぜ完了することができ
なかったかのあらゆる理由を伝えるように構成される。
【０１００】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、付随した記憶能をもつ、単一プロセシ
ングユニット（たとえば、集中型サーバ）、複数のプロセシングユニット（たとえば、互
いに分散され、および通信する種々のユニットをもつ分散型計算システム）またはこれら
の組み合わせを含んでいてもよく、それぞれ以下をすることができ、または以下について
指定される：データストア180にアクセスすること；取引ログ170を作成すること；エラー
ログ175を作成し、および維持すること；電子財布集成システム1000と通信すること；個
人発行者の認証システム160と通信すること；個人バリュートークンおよび電子財布要求
をプロセシングすること；償還要求をプロセシングすること；さらなる時価を付加する、
または特異的製品（単数または複数）もしくサービス（単数または複数）に対して電子償
還クーポンを付加するために、バリュー付加される機能をプロセシングすること、特異的
製品（単数または複数）および／またはサービス（単数または複数）についての電子償還
クーポンのための償還要求をプロセシングすること、および電子バリュートークン取引コ
ンピュータ150と通信することができる、および許可を与えられるその他のシステム190と
通信すること。
【０１０１】
　データストア180は、以下を示すそれぞれサブ電子財布と関連付けられたアカウントの
記録を維持する：（a）各個人バリュートークンが付加され、または償還されたかどうか
、（b）個人バリューのための認証トークンが登録されたかどうか、（c）各個人償還要求
の記録および詳細、（d）電子バリュートークンに残っている量、（e）電子バリュートー
クンを償還するために要求とされる規則、（f）電子バリュートークンの発行者の識別、
（g）バリュー付加されたボーナス賞与、（h）バリュー付加されたボーナス賞与を償還す
るための規則、および（意）これらの任意の組み合わせ。また、データストアは、電子財
布またはバリュートークンにバリュー付加されたボーナス賞与を与えるために要求とされ
る規則の記録を維持してもよい。
【０１０２】
　データストア180は、以下を示すそれぞれ電子財布および／またはサブ財布と関連付け
られた記録をまた維持する：（a）登録アクティビティのタイミング、および関連するそ
の他の情報；（b）管理アクティビティタイミング、および関連するその他の情報；（c）
取引アクティビティタイミング、および関連するその他の情報；（d）適用できる規則；
（e）その中の発行者電子バリュートークンの識別；（f）それと関連したサブ財布の識別
；（g）発行者、小売商、ベンダ、広告主、使用者またはその他の利害関係者によって要
求される任意のその他の記録；および（h）これらの任意の組み合わせ。単一のデータス
トア180を示してあるが、複数のデータストアを使用してもよいことを理解すべきであり
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、本明細書において記述した種々のプロセスおよび目的に応ずる任意の適切な様式により
、データストア間で関連データが分けられる。また、種々のデータは、電子バリュートー
クン取引コンピュータ150と関連した1つまたは複数のサブユニット、サブプロセッサ、第
三者プロセッサおよび同様のものに接近して接続され、および／またはその近くに位置さ
れた1つまたは複数のデータストアと関連していてもよく、このようなデータストアは、
好ましくはこのようなサブユニット、サブプロセッサおよび第三者プロセッサによって使
用されるデータを有する。
【０１０３】
　また、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子バリュートークン取引コン
ピュータ150を含む全てのアクティビティの取引ログ170を生成し、および維持するように
構成される。取引ログは、以下などの取引タイプの詳細な概要を含んでいてもよい：（a
）要求されたバリュートークン付加；（b）要求されたバリュートークンセールス；（c）
要求されたバリュートークン償還；（d）要求されたバリュートークン交換；（e）バリュ
ートークン付加に帰する金融量；（f）バリュートークン償還に帰する金融量；（g）バリ
ュートークン交換に帰する金銭的価値；（h）バリュー付加された量、製品またはサービ
ス付加；（i）バリュー付加された量、製品またはサービス償還；（j）電子バリュートー
クンが付加された時；（k）電子バリュートークンが償還された時；（l）バリュートーク
ンを付加するための発行者と行われる取引または通信；（m）バリュートークンを償還す
るために発行者と行われる取引または通信；（n）使用のためにPINの入力を要求するバリ
ュートークンを付加するための要求に応答してベンダへ通信されるPIN；（o）電子財布登
録；（p）電子財布セットアップアクティビティ；（q）電子財布取引アクティビティ；（
r）電子財布節約アクティビティ；（s）電子財布管理アクティビティ；（t）電子バリュ
ートークン取引コンピュータ管理者151が電子バリュートークン取引コンピュータ150をロ
グエントリーとして維持するようにし向ける任意のその他の情報；および（u）これらの
任意の組み合わせ。
【０１０４】
　取引ログ170に含まれる情報は、データマイニング目的のために、たとえば調整報告、
継承報告、支払い報告、監査報告書、電子財布登録報告、電子財布管理報告、電子財布使
用報告、電子財布節約報告、電子バリュートークン購報告、電子バリュートークン償還報
告、電子バリュートークン交換報告、電子バリュートークン販売報告または電子バリュー
トークン取引管理者151、データストア管理者181、電子財布集成システム1000（たとえば
、ベンダまたはその他の目的に通信のため）、ベンダ、発行者、発行者の認証システム16
0、償還する小売商、またはその他の利害関係者の利益のための、による使用、またはに
対する供給のためのその他の情報集約の形態を生成するために使用してもよい。たとえば
、取引ログ170は、電子バリュートークン取引コンピュータ150（およびその任意のサブコ
ンポーネント）によって行われた各取引に関する情報を含み、および種々の電子財布集成
システム1000に関連したベンダ、小売商、発行者、並びに電子財布集成システム1000と関
連していないベンダ、小売商および発行者、およびまた電子バリュートークン取引処理シ
ステム管理者151に属するアカウントを調整するときに、調整ユニット155によって利用さ
れてもよい。利害関係者（たとえば、ベンダ、小売商、発行者、広告主、その他）が記録
され、解析され、および／または提供され得るさらなるデータマイニング上の問題は、（
i）電子財布使用者の購入習慣；（ii）電子バリュートークン購入品、売上高、償還およ
び交換；（iii）特価提供および／またはバリュー付加されたアクティビティを；（iv）
ロイヤルティ関連のアクティビティ；および（v）節約関連のアクティビティについての
データを含み、これらの全てをマーケティング、目録およびその他の目的のために使用す
ることができる。
【０１０５】
　電子バリュートークン取引コンピュータの管理および維持は、電子バリュートークン取
引コンピュータ管理者151によって行われる。必要とされないが、代わりの態様において
、電子バリュートークン取引コンピュータ管理者151は、またデータストア管理者181とし
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て機能してもよい。したがって、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、完了さ
れなかった全ての取引およびその理由のエラーログを生成し、および維持するように構成
される。いくつかの態様において、エラーログは、電子バリュートークン取引コンピュー
タ管理者151によって管理される。
【０１０６】
　また、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子バリュートークン取引処理
システムにアクセスする許可を与え、および電子バリュートークン取引コンピュータ150
にアクセスする許可を特異的に与えられるその他の実体190と通信するように構成される
。これらのその他の実体は、電子財布集成システム1000、第三者支払い管理システム、第
三者審査システム、発行者関係事業体、ベンダ関係事業体、償還する小売商もしくは償還
する小売商関係事業体、銀行、クレジットカードエージェンシーまたはクレジット組合な
どの金融機関または電子バリュートークン取引コンピュータ管理者151またはアクセスを
認証する権限を有するその他の実体によってアクセスが提供された任意のその他の実体を
含み得る。
【０１０７】
　ある態様において、電子財布集成システム1000からの取引要求は、1つまたは複数の以
下の情報の断片を含んでいてもよい：（a）認証情報、（b）POS端末識別、（c）貸方記入
または借方記入される量、（d）要求の時、（e）要求の日付、（f）発行者の識別、（g）
ベンダの識別、（h）ベンダの位置、（i）購入される製品（単数または複数）またはサー
ビス（単数または複数）の識別、（j）アクティベーションまたはアクティブ解除要求、
（k）バリュートークンの付加、バリュートークンの削除、バリュートークンの交換、1つ
または複数のバリュートークンと関連付けられた変更管理またはプロセシング規則、サブ
財布への財布の分配またはその逆、その他などの財布管理機能、（l）およびこれらの任
意の組み合わせ。しかし、要求内に含まれる情報は、列挙した一覧に限られず、列挙した
項目に加えて、または上で列挙した項目の代わりにその他の項目を含んでいてもよい。
【０１０８】
　電子財布集成システム1000からの電子財布取引要求、並びにしたがって識別およびソー
ティングユニット198によるソーティングを受けると、電子バリュートークン取引コンピ
ュータ150は、データストア180の電子財布ユニットにアクセスする。電子バリュートーク
ン取引コンピュータ150は、データストア180に含まれる情報を処理して、109、110を個人
発行者の認証システム160と通信して、電子バリュートークンおよび対応するアカウント
の管理を実行する。メッセージ修正ユニットは、複数のユニット、サブコンポーネント/
プロセッサまたは第三者管理者がメッセージを認識し、および正確に解釈することができ
るように、メッセージおよび要求を調整し得る。たとえば、電子バリュートークン取引コ
ンピュータ150が要求と関連付けられた個人発行者の認証システム160を決定した後、メッ
セージ修正ユニット154は、データベース180にアクセスして、個人発行者の認証システム
160のための適切な取引メッセージ送信形式を決定し、次いで個人発行者の認証システム1
60に特定され/好ましい取引形式および語彙を使用して前記個人発行者の認証システム160
に対するその後の通信をフォーマットする。また、電子バリュートークン取引コンピュー
タ150は、要求に関連したそのシステムの情報の処理を促進するために電子財布集成シス
テム1000へのフォーマッティング情報、たとえばテンプレートの適切なメッセージ送信を
提供することができる。個人発行者の認証システム160と電子バリュートークン取引コン
ピュータの150の通信は、同時にまたは独立して起きてもよい。電子バリュートークン取
引コンピュータ150は、適切なネットワーク（たとえば、PSTN、インターネットまたは独
立した専用ネットワーク）を介するように個人発行者の認証システムに接続可能である。
電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子バリュートークンの状態に関して発
行者の認証システム160からの通信110を送り、および／または受けるように構成される。
【０１０９】
　調整ユニット155は、種々の発行者、販売ベンダおよび／または償還する小売商のアカ
ウントを調整して、種々の取引のバリューをもつ適切な小売商、ベンダ、電子バリュート
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ークン取引処理システム管理者および発行者を貸方記入し、および借方記入して、どの実
体がどのその他の実体からバリューを受けたかを反映する。たとえば、ベンダAが特定さ
れた量について発行者Bによって発行されたトークンをバリューに販売して、使用者の電
子財布に電子バリュートークンを付加する使用者から支払いを受ける場合、販売ベンダは
、購入量および／または予め定められた量の割合を受け（たとえば、割合を保持する）、
電子財布集成システム1000および／または電子バリュートークンシステム管理者は、取引
を処理するために購入量および／または予め定められた量の割合を受けて、発行者は、残
りを受ける。発行者Yによって発行されたバリュートークンが小売商Xにて償還されて品目
を購入する場合、償還される量が発行者Yに借方記入され、および小売商Xに貸方記入され
、時に発行者によって収集された取引料金および／または電子バリュートークン取引処理
システム管理者によって収集された取引またはプロセシング料金をマイナスする。
【０１１０】
　認証ユニット157は、電子バリュートークン取引コンピュータ150がまた許可システムで
あるときに、電子バリュートークン取引コンピュータ150が、認証のために要求を発行者
の認証システム160に伝達するよりはむしろ電子財布要求を許可するように利用される。
認証ユニット157は、認証システム160について記述したのと同じおよび／または異なる機
能を実行し、および逆もまた同じである。
【０１１１】
　認証ユニット157は、電子財布集成システム1000から受けた財布（たとえば、一次また
はサブ財布）取引要求のフォーマッティングを確認するであろう。言い換えると、認証ユ
ニット157は、要求のデータフィールドを調べてフィールドがデータで占有されているこ
と、およびデータが正確な形式（たとえば、長さ、英数字形式）であることを確認するだ
ろう。要求が不適切にフォーマット化されている場合、認証ユニット157は、要求を拒否
し得るし、またはいくつかの態様において、適切なフォーマットを検索して（たとえば、
フォーマットデータベースから）、および適切なフォーマットに従うように取引要求を修
正し得る。認証ユニット157は、また、取引要求に対して種々のバリデーションチェック
を行う。認証ユニット157は、以下などのいくつかの基準の解析に基づいてカード関連の
取引情報を検証する：1）電子バリュートークン取引処理システム1100について、製品の
ためのUPCコードがデータストア180（または発行者のデータベースなどのその他のデータ
ベース）に存在することを決定すること；2）要求された取引のバリュー量が対象取引要
求のための顧客の支払いに対応すること、たとえばUPC情報が25.00ドルのカードとしてカ
ードを識別するかどうか、および対応する取引要求が顧客による25.00ドルの支払いを含
むことを決定すること；3）UPC情報が、要求する小売商による処理のために利用できるカ
ードのタイプであるものとしてカードを識別することを決定すること；および4）カード
発行者を識別するカードの銀行識別番号（「BIN」）（すなわち、カードの識別番号の最
初の6桁）は、カード発行者を識別するUPC情報に対応することを決定すること。
【０１１２】
　また、認証ユニット157は、取引流通速度（単位時間当たりの番号/量）などのその他の
基準に基づいて取引を検証してもよい。たとえば、カードプロセッサが、複数の無効取引
が不正行為を指し示すことを懸念する場合、カードプロセッサは、電子バリュートークン
取引処理システム1100が、取引が要求された無効の番号をモニターし、および単位時間当
たりの無効取引の予め選択された量を超える端末からの取引を拒絶するように求めること
ができる。最後に、認証ユニット157は、認証ユニット157によって受けた情報が理解しが
たいイベントにおける取引要求を拒否するように構成されていてもよい。
【０１１３】
　要求が適切にフォーマットされ、かつ上記の通りに確認される場合、電子バリュートー
クン取引コンピュータ150は、許可要求よりもむしろ発行者の認証システムに取引の詳細
を伝送してもよい。また、いくつかの態様において、発行者、許可システム（たとえば、
認証ユニット157）および取引コンピュータは、同じ実体の一部であり、およびこのよう
な態様において、発行者の認証システム160はないであろうし、または発行者の認証シス
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テム160は、電子バリュートークン取引コンピュータ150（たとえば、一般に所有され、お
よび操作されるコンピューティングシステム、これは集中化されていても（たとえば、集
中化されたデータセンタの一部）および／または一般に所有され、もしくは制御されたシ
ステムまたはネットワーク内で分散されてもよい）のその他のユニットと共に共通の支配
下にあるだろう。さらにまた、電子バリュートークン取引コンピュータ150（たとえば、
ユニット152-157）と関連付けられたユニットは、例証および概念上の目的のために、単
一のデータ処理システム内の種々のユニットとして示してあるが、ユニット152-157の1つ
または複数は、分散処理環境において別々のコンピュータ、システムまたはサーバ上で実
行することができることに注意すべきである。
【０１１４】
　一次電子財布取引システムプロバイダとの関係の一部としてサブ財布を維持する第三者
電子バリュートークン取引コンピュータによって維持される電子サブ財布を備えた電子財
布取引にしたがって電子財布を使用する購入を促進するための電子バリュートークン取引
コンピュータ150によって利用される例示的なプロセスを図4Bに示してある。このような
態様は、電子財布集成システム1000によって最初に受け、および電子バリュートークンコ
ンピュータ150によって部分的に行われる電子財布取引プロセシング要求によって例証さ
れ得る。示した動作は、示した順位で、または異なる順位で行うことができ、2つ以上の
動作を平行して行うことができる。
【０１１５】
　ブロック301において、電子財布集成システム1000は、POS111からの要求または複数の
要求を受ける。少なくとも一つの態様において、要求は、電子財布取引要求、残高照会要
求、登録要求、アクティベーション要求または償還要求、財布管理要求を含んでいてもよ
く、および以下の1つまたは複数を含む：（a）端末の識別、（b）認証情報、（c）購入の
量、（d）電子バリュートークン発行者の識別、（e）ベンダの識別、（f）位置の識別、
（g）要求の時間、（h）要求の日付、（i）電子財布取引要求として明白に要求を識別す
る情報（たとえば、取引タイプデータ）；（j）一次電子財布、サブ財布またはその組み
合わせを識別する情報；（k）本明細書において記述した任意のその他の取引および／ま
たは認証データ；および（l）これらの任意の組み合わせ。ブロック301での要求は、上記
の列挙した項目に加えて、またはその代わりに、たとえば本明細書において記述したタイ
プのその他の情報、要求または機能を含んでいてもよい。少なくとも一つの態様において
、認証情報は、プロキシカードおよび携帯電話からなるグループより選択される認証トー
クンに基づいている。
【０１１６】
　ブロック301の処理に続いて、電子財布集成システム1000は、電子財布取引の一部を、
電子財布集成システム1000を介して処理してもよいが、一方要求された電子財布取引のも
う一つの一部を第三者管理者によって維持されるサブ財布、たとえば電子バリュートーク
ン取引コンピュータ150に関係づけられることを決定し得る。電子財布集成システム1000
によって受けた電子財布取引要求情報が、取引要求が取引要求に応答を完全に実行するた
めに第三者管理者のシステムによって維持されるサブ財布を必要とし/含むだろうことを
示し、および電子財布集成システム1000によって維持される関連する一次電子財布に適用
できる規則がこのように指示する場合、電子財布集成システム 1000は、元の要求を処理
し、新たな要求を生成し、サブ要求を生成し、または元の要求を修正して、一次電子財布
と関連づけて維持されたサブ財布に送り、たとえば、一次電子財布は、元の要求、新たな
要求、サブ要求または修正された元の要求を、示されたサブ財布を維持する電子バリュー
トークン取引コンピュータ150に送信する。元の要求を処理し、新たな要求を生成し、サ
ブ要求を生成し、またはサブ財布に送信するように元の要求を修正する際に、電子財布集
成システム1000は、（i）それ自体の論理を電子財布取引要求に適用しても；（ii）一次
財布に記憶された規則（たとえば、一次電子財布プロバイダ、一次電子財布使用者または
これらの組み合わせによって表現される規則）を適用しても；（iii）POS111からの取引
要求を受けられる規則（たとえば、一次電子財布および／または電子サブ財布の使用者に
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よる要求を実行依頼した同時性規則）を適用しても；（iv）またはこれらの任意の組み合
わせでもよい。
【０１１７】
　ブロック303において、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子財布集成シ
ステム1000からの要求または複数の要求を受ける。少なくとも一つの態様において、要求
は、電子サブ財布要求、残高照会要求、登録要求、アクティベーション要求、または償還
要求、サブ財布管理要求を含んでいてもよく、および以下の1つまたは複数を含む：（a）
端末の識別、（b）認証情報、（c）購入の量、（d）電子バリュートークン発行者の識別
、（e）ベンダの識別、（f）位置の識別、（g）要求の時間、（h）要求の日付、（i）電
子財布取引要求として明確に要求を識別する情報（たとえば、取引タイプデータ）；（j
）一次電子財布、サブ財布またはこれらの組み合わせを識別する情報；（k）本明細書に
おいて記述した任意のその他の取引および／または認証データ；並びに（l）これらの任
意の組み合わせ。ブロック303での要求は、上記の列挙した項目に加えて、またはその代
わりに、たとえば本明細書において記述したタイプのその他の情報、要求または機能を含
んでいてもよい。少なくとも一つの態様において、認証情報は、プロキシカードおよび携
帯電話からなるグループより選択される認証トークンに基づいている。プロキシカードお
よび／または携帯電話の識別を使用することにより、埋め込まれた取引を、対象取引要求
の妥当な電子バリュートークン発行者との通信のために正確にフォーマットし得る。
【０１１８】
　取引要求に基づく電子財布集成システム1000から、およびデータストア180から得られ
た情報から受けた情報を使用して、ブロック304において、電子バリュートークン取引コ
ンピュータ150は、要求が有効な認証情報を含む電子サブ財布要求であるかどうか、およ
び要求がバリュートークン（単数または複数）の償還、バリュートークン（単数または複
数）の付加、バリュートークン（単数または複数）の削除、または電子財布の管理のため
のものであるかどうかを決定する。電子財布要求は、認証情報の一部としてプロキシカー
ドに位置した銀行識別番号（「BIN」）を含んでいてもよい。ソーティングユニットは、B
IN番号をデコードし、または要求が電子財布要求であることを別途検証し得る。
【０１１９】
　ブロック324において、電子財布集成システム1000から、および／またはデータストア1
80から得られた情報から受けた電子財布取引内に含まれる情報を使用して、電子バリュー
トークン取引コンピュータ150は、示した/受けた電子財布取引要求を達成するために必要
な、サブ財布（単数または複数）、および／または前記電子財布またはサブ財布（単数ま
たは複数）の位置を識別し/決定する。受けた権限情報は、要求された電子財布取引が電
子バリュートークン取引コンピュータ150によって維持されたサブ財布を含むことを示す
場合、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、以下でもよい（i）それ自体の論理
を要求に適用する；（ii）サブ財布に記憶された規則（たとえば、電子バリュートークン
取引処理システム管理者、サブ電子財布使用者またはこれらの組み合わせによって確立さ
れた規則）を適用する；（iii）サブ-サブ財布に記憶された規則（たとえば、電子バリュ
ートークン取引処理システム管理者によって確立された規則、サブ-サブ財布使用者また
はこれらの組み合わせ）を適用する、（iv）POS111（たとえば、一次電子財布/サブ財布
の使用者によって要求で提出される同時性の規則）からの要求と共に受けた規則を適用す
る；（v）またはこれらの任意の組み合わせ。
【０１２０】
　たとえば、ある態様は、電子財布集成システム1000から受けた全ての要求が単一のサブ
財布に含まれるバリュートークンに関連することを決定する電子バリュートークン取引コ
ンピュータ150を含んでいてもよい。要求を受けると、電子バリュートークン取引コンピ
ュータ150は、その認証ユニット157（より完全には本明細書において記述したとおり）、
そのデータストア180、電子財布ユニット199および任意のその他の必要なユニットに問い
合わせてサブ電子財布が対象要求に応ずることができるバリュートークンを含むかどうか
（たとえば、サブ電子財布がベンダ（小売商）と関連付けられたバリュートークンを含む
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か、および／または要求された取引に関連した発行者かどうか）を決定するだろう。この
ような決定は、電子バリュートークン識別、使用者ID、要求された取引タイプを比較する
ことによって行われてもよい。電子バリュートークン取引コンピュータ150は、その後、
要求に対応するサブ電子財布において、利用可能な電子バリュートークンがサブ電子財布
の規則または要求を受けた規則の下で適用され、並びに要求された取引（単数および／も
しくは複数）を行い、または行うことを拒絶するように評価するであろう。
【０１２１】
　もう一つの態様は、電子財布集成システム1000から受けた全ての要求がサブサブ財布に
含まれるバリュートークンに関連があることを決定する電子バリュートークン取引コンピ
ュータ150を含んでいてもよい。要求を受けると、電子バリュートークン取引コンピュー
タ150は、その認証ユニット157（より完全には本明細書において記述したとおり）、その
データストア180、電子財布ユニット199および任意のその他の必要なユニットに問い合わ
せてサブサブ財布が対象要求に応ずることができるバリュートークンを含むかどうか（た
とえば、サブサブ財布がベンダ（小売商）と関連付けられたバリュートークンを含むか、
および／または要求された取引に関連した発行者かどうか）を決定するだろう。このよう
な決定は、電子バリュートークン識別、使用者ID、要求された取引型を比較することによ
って行われてもよい。電子バリュートークン取引コンピュータ150は、その後、要求に対
応するサブサブ財布において利用可能な電子バリュートークンがサブサブ電子財布の規則
または要求を受けた規則の下で適用され、並びに要求された取引（単数および／もしくは
複数）を行い、または行うことを拒絶するように評価するであろう。
【０１２２】
　もう一つの例において、ある態様は、電子財布集成システム1000から受けた要求の一部
がサブ電子財布に属する電子バリュートークンに関連があるが、一方、要求のもう一つの
一部がサブサブ財布に属する電子バリュートークンに関連があると決定する電子バリュー
トークン取引コンピュータ150を含んでいてもよい。このような決定は、要求された取引
タイプ、電子バリュートークン識別または取引配分を決定するための任意のその他の方法
を評価することによって行ってもよい。電子バリュートークン取引コンピュータ150は、
要求に対応するサブ電子財布において利用可能な電子バリュートークンがサブ電子財布の
規則下で適用されるだろう様式を評価するであろうし（これらの規則は、サブ電子財布に
位置されたものに利用される支払方法に影響を及ぼし得るので）、電子バリュートークン
取引コンピュータ150は、要求に対応して任意の適用できるサブサブ財布において利用可
能なトークンがこのようなサブサブ財布の規則および／または要求を受けた規則下でそう
であるだろう電子バリューが適用され、並びに要求された取引（単数および／もしくは複
数）を行い、または行うことを拒絶するように評価するであろう。
【０１２３】
　例示的な態様において、ブロック324にて、電子バリュートークン取引コンピュータ150
は、受けた取引要求に応答して、一緒に使用されたときに、要求された電子財布取引の全
体をカバーするであろう、サブ電子財布の1つまたは複数のバリュートークンまたはサブ
サブ財布の1つまたは複数の電子バリュートークンを識別し得る。その上、サブ電子財布
またはサブ財布に位置された電子バリュートークンの1つは、愛顧者カードの電子的表現
でもよく、および同じまたは前記愛顧者カードバリュートークンの異なる位置のいずれか
に位置されたもう一つの電子バリュートークンは、小売業者のギフトカードの電子的表現
でもよい。このような例において、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、サブ
電子財布および／またはサブサブ財布（単数または複数）におけるトークンの位置に関係
なく、「愛顧者カード」トークンおよび「小売業者のギフトカード」トークンの同時的な
使用を実行することができ、取引のために「小売業者のギフトカード」トークンおよび「
愛顧者カード」トークンのバリューを同時に適用しないこととは対照的に、使用者利益の
増強、たとえば、「小売業者のギフトカード」トークンのバリューまたは「小売業者のギ
フトカード」トークンの使用について「愛顧者カード」トークンに適用されるロイヤルテ
ィポイントボーナスの5%の増大が可能である。
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【０１２４】
　電子バリュートークンは、クローズドループアカウントまたはオープンループアカウン
トと対応付けられていてもよい。アカウントにおける資金が枯渇された後で、クローズド
ループアカウントは、典型的には期限切れになる、たとえばギフトカードアカウント。オ
ープンループアカウントは、典型的には期限切れにならない。むしろ、アカウント、たと
えばVisaまたはMastercardなどのブランドクレジットカード口座またはデビットカードア
カウントを貸方記入し、および借方記入する種々の実体には、係属する義務（ongoing ob
ligation）があり得る。クローズドループアカウントは、たいてい小売業者に直接関連し
、一方、オープンループアカウントは、たいてい金融機関（たとえば、ChazeまたはCiti
が発行したVisa）と関連する。少なくとも一つの態様において、電子バリュートークンは
、クローズドループアカウント番号およびオープンループアカウント番号を含む。クロー
ズドループアカウント番号は、クローズドループアカウント番号と関連付けられたクロー
ズドループアカウントから借方記入する、または貸方記入することができる小売業者と関
連付けられる。オープンループアカウント番号は、オープンループアカウント番号と関連
付けられたオープンループアカウントから借方記入する、または貸方記入することができ
る金融機関と関連付けられる。電子バリュートークンは、任意のその他のバリュートーク
ンと異なる使用の失効日または指定期日を有してもよい。さらにまた、電子バリュートー
クンは、電子バリュートークンが利用してもよい特定の小売商、位置および／または製品
を識別し得る。
【０１２５】
　要求が電子バリュートークン付加についての場合、ブロック306にて、電子サブ財布が
作製され（以前に作製されていない場合）、および電子バリュートークンが電子サブ財布
に付加される。以下の表は、たとえば電子財布集成システム1000によって処理される同時
的な一次電子財布取引の一部として、電子財布取引通信に含まれ、並びに電子サブ財布取
引を促進し、および達成するために電子バリュートークン取引コンピュータ150によって
使用される要素、パラメーターおよび情報を含む。
【０１２６】
　表8Aは、少なくとも一つの態様においてサブ財布を作製するために求められる要求パラ
メーターを図示する。表8Bは、少なくとも一つの態様にてサブ財布を作製するよう求めら
れる応答パラメーターを図示する。
【表８Ａ】
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【表８Ｂ】

【０１２７】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、好ましくはメモリを電子サブ財布およ
びバリュートークン（単数または複数）に割り当て、およびデータストア180上のデータ
構造における情報の断片を記憶することによって電子財布ユニット199において電子サブ
財布および／または記憶された認証情報とアカウント番号を関連付ける。表9は、少なく
とも一つの態様におけるギフトカードバリュートークンのためのパラメーターを図示する
。
【表９】

【０１２８】
　表10は、関連するサブ財布（単数または複数）および／またはサブサブ財布（単数また
は複数）の名称を含む代わりの態様におけるギフトカード電子バリュートークンのために
より詳細なパラメーターを図示する。



(61) JP 2014-519657 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

【表１０】

【０１２９】
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　しかし、要求は、付加したトークン決定とは無関係なその他の理由のために修正され、
および調整プロセスの一部として発行者の認証システム160の適切な1つに送られてもよく
、たとえば、要求は、償還、削除、再充填バリュー、付加されるバリュー、残高照会また
はこれらの組み合わせに関することができ、これらのそれぞれは、調整のために発行者の
認証システム160に通信されるだろう。
【０１３０】
　表11は、認証通信のためにフォーマッティングを図示する。
【表１１】

【０１３１】
　各要求は、サインを使用して認証され、使用者は、ユーザー名/パスワードまたはオー
プンidで認証され、セッションは、使用者トークンを使用して確認される。クライアント
は、client_ref_id、timestamp、nonce、encryption_type、channel、user_ip、signatur
e、任意にusertokenを送ってもよく、各要求は、それぞれメッセージを確認することがで
きる。
【０１３２】
　表12は、使用者の財布を回収するために使用されるパラメーターを図示する。
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【表１２】

【０１３３】
　表13Aは、サブ財布におけるトークンからバリューを償還するために使用される要求パ
ラメーターを図示する。

【表１３Ａ】

【０１３４】
　表13Bは、サブ財布におけるトークンからバリューを償還するために使用される応答パ
ラメーターを図示する。
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【表１３Ｂ】

【０１３５】
　表14Aは、財布にバリュートークンを充填するために使用される要求パラメーターを図
示する。
【表１４Ａ】

【０１３６】
　表14Bは、サブ財布にバリュートークンを充填するために使用される応答パラメーター
を図示する。
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【表１４Ｂ】

【０１３７】
　要求が電子バリュートークン償還のためである場合、ブロック308にて、電子バリュー
トークン取引コンピュータ150は、認証情報と以前に関連付けられたサブ電子財布にアク
セスし、およびサブ電子財布と関連付けられた規則を調べる。少なくとも一つの態様にお
いて、規則を調べることは、使用者によって可変なバリュートークンの優先順位を調べる
ことを含む。たとえば、使用者は、購入要求を起こしている小売業者に対応する任意のク
ローズドループバリュートークンを使用することを好み得る。何も見いだされない場合、
またはトークンが購入をカバーしないであろう場合、使用者は、残りについてオープンル
ープバリュートークンを使用することを好み得る。これらの優先度の結果、クローズドル
ープバリュートークンは、オープンループバリュートークンよりも高い優先順位をすべて
有し得る。オープンループバリュートークンの中で、一方は、もう一方を上回る優先順位
を有してもよい。たとえば、使用者は、デビットカードよりもむしろクレジットカードで
任意の残りについての支払いを好み得る。少なくとも一つの態様において、使用者は、イ
ンターネットまたはモバイルアプリケーションを介してこれらの規則を構成しても、およ
びデフォルトの優先度として優先順位を保存してもよい。代わりの態様において、使用者
は、POS装置にて、たとえば、チェックアウトレーン、顧客サービスカウンターまたはキ
オスクなどのベンダまたは小売業者位置にて電子財布要求に適用されるように電子バリュ
ートークンを選択する。したがって、電子バリュートークンを選択することは、共に使用
されたときに、購入量をカバーするであろう最優先でバリュートークンを選択することを
含む。実施例で分かるように、1つの購入取引は、購入の効率を損なうことなく2つの償還
に分割されていた。同様に、1つまたは複数の電子財布取引は、効率を損なうことなく2つ
以上の取引に分割することができる。
【０１３８】
　少なくとも一つの態様において、規則は、異なる電子バリュートークンが適用されるべ
きで、および電子バリュートークンを適用することが割合にしたがって電子バリュートー
クンをサブ電子財布要求に適用することを含むサブ電子財布要求の割合を調べることを含
む。ブロック310において、次いで電子バリュートークン取引コンピュータ150は、規則に
基づいて、共に使用されたときに、サブ電子財布要求をカバーするであろう電子財布にお
けるバリュートークンを選択する。たとえば、使用者は、それぞれの購入が2枚のクレジ
ットカード間に均一に分割されるように規則を構成してもよい。したがって、電子バリュ
ートークンを選択することは、購入量を分割する2つのオープンループトークンを選択す
ることを含む。上記の例に類似して、単一の認証トークン（たとえば、プロキシカードだ
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けまたはモバイル装置）がPOSにて使用された場合に、2枚のクレジットカードが電子バリ
ュートークンに対応しないので、能力(efficiency)は保存される。その他の規則を実行す
ることができ、規則は、互いに種々の組み合わせおよび順序で使用することができる。電
子バリュートークンコンピュータ150は、またサブ電子財布要求において伝達される情報
に基づいた、「もし-その場合(if-then)」規則を実行することができる。たとえば、ガス
ステーションでの購入は、ガスクレジットカードバリュートークン選択等を生じ得る。こ
のような態様において、電子バリュートークンコンピュータ150は、対象電子財布10およ
び／またはサブ財布807（たとえば、クレジットカード-タイプ電子バリュートークンにつ
いて）、808（たとえば、デビットカード-タイプ電子バリュートークンについて）、並び
に809（たとえば、記憶されたバリュー-タイプ電子バリュートークンについて）の規則80
2、817、818および819を問い合わせて、取引タイプ、たとえばガスステーションでの購入
を含む取引要求情報に基づいて、対象電子財布10および／またはサブ財布807、808および
809要求のための確立された規則（単数または複数）は、取引タイプ要求が最初に第1の電
子バリューでトークンタイプ、たとえばガスカード関連電子バリュートークン829を満た
していることを決定してもよく、および対象電子財布10またはサブ財布807、808および80
9（単数または複数）が全ての取引要求を満たすために十分な量の第1のバリュートークン
タイプを含まない場合に、電子バリュートークンコンピュータ150は、第2の電子バリュー
トークンタイプ、たとえばデビットカード関連電子バリュートークン828で取引要求の残
りを満たしてもよい。
【０１３９】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、また電子バリュートークンをサブ電子
財布要求に適用する。電子バリュートークンを要求に適用する際に、電子バリュートーク
ン取引コンピュータ150は、適切なアカウント番号を使用して小売業者および金融機関に
よって管理されたアカウントで行われるように、貸方記入および借方記入メッセージを生
成し、および送信することができ、または電子バリュートークン取引コンピュータがこの
ような行政権を有する場合、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、直接アカウ
ントを貸方記入し、もしくは借方記入することができる。
【０１４０】
　少なくとも一つの態様において、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、要求
を修正し、および発行者の認証システム160の適切な1つに修正された要求を送り、これが
修正された要求を受けて、同じに動作し、たとえば、電子バリュートークンを償還するた
めの要求を認証し、および／または処理し、およびそれに応じてデータストアをアップデ
ートする。認証システム160は、電子サブ財布要求が少なくとも一つの態様において受け
た場所と同じ位置になない。たとえば、電子サブ財布要求を小売店から受けた場合、認証
システムは、小売業者によって所有および運営され得るが、小売店ではないだろう。むし
ろ、認証システムは、たとえばデータセンタに位置してもよい。したがって、小売店も小
売業者も、一般にサブ財布のいくらかまたは全ての内容を知る必要があるというわけでは
ない。少なくとも一つの態様において、小売店は、いくつかの取引認証動作がそのPOS（
たとえば、プロキシカードの攻撃、POS装置とのデジタル個人補助インタラクション、POS
でのキーパッドでのPINの入旅行またはその他の認証アクティビティ）に伝えられたこと
を単に認識するだけであるので、電子財布の存在さえ知らない。発行者の認証システム16
0は、電子バリュートークン取引コンピュータ150に応答メッセージを送信し戻す。電子バ
リュートークン取引コンピュータ150が発行者の認証システム160の機能を行う代わりの態
様において、方法は、ブロック306または310～ブロック314に直接進めてもよい。
【０１４１】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、ブロック312にて発行者の認証システム
160の適切な1つから確認メッセージを受ける。ブロック314にて、電子バリュートークン
取引コンピュータ150は、電子財布ユニット199およびデータストア180において電子サブ
財布をアップデートして電子サブ財布がアクティベーションされることを反映し、および
電子バリュートークン（単数または複数）への/の任意の借方記入、貸方記入、付加また
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は削除を反映する。図6A-Dは、少なくとも一つの態様における一連のユーザーインタフェ
ース画面およびプロンプトを図示する。たとえば、使用者は、インターネットに接続され
たコンピュータおよび／またはキオスク189を介して使用者の電子財布を管理するときに
図示したプロンプトを参照し得る。
【０１４２】
　取引ログ170を、ブロック316において電子バリュートークン取引コンピュータ150によ
ってアップデートして取引についての詳細を記録してもよい。取引ログに記録される詳細
は、（a）取引の時間および日付、（b）電子サブ財布がアクティベーションされたかどう
か、（c）要求が拒まれた場合、電子サブ財布がアクティベーションされなかった理由、
（d）電子バリュートークン（単数または複数）への/の貸方記入、借方記入、付加または
削除、（e）電子バリュートークンと関連付けられた規則の変化、（f）ベンダの識別、（
g）発行者の識別、（h）ベンダの位置、（i）電子バリュートークンを付加する端末の識
別、（j）電子バリューにトークンを与える実体の識別、（k）サブ財布要求が受けた電子
財布集成システム1000の識別、（l）電子バリュートークン取引コンピュータ150と電子財
布集成システム1000との間の通信、および（m）これらの任意の組み合わせを含みうる。
取引ログは、上で列挙した項目に加えて、または代わりにその他の情報を含み得る。
【０１４３】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、ブロック319において、次いで電子財布
集成システム1000に確認メッセージの形態のサブ財布取引結果および関連する情報を送り
届ける。電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子財布集成システム1000に確
認メッセージを送り届ける前に、必要に応じて顧客に対して領収書に印刷し、および／ま
たはPOS装置111を操作する店舗従業員にディスプレイで提示し得る情報を含むように、確
認メッセージを修正してもよい。ブロック320にて、電子バリュートークン取引コンピュ
ータ150は、種々のベンダ、小売商、発行者、電子バリュートークン取引処理システム管
理者、並びにサブ財布要求に含まれる電子バリュートークンを発行して、販売し、および
販売することに関与するその他の実体のアカウントを調整して適切なアカウントに貸借記
入し、および借方記入して、いくつかの態様において、種々の実体に属する適切な預金口
座の間の送金を開始する。あるいは、アカウントの調整は、各取引の後よりもむしろ周期
的に（たとえば、毎日、週刊誌、毎月など）行われてもよい。このような態様において、
取引ログ170からの情報を利用して、種々のバリュートークンの販売または償還に関与す
る種々の実体を調整し得るし、したがって、少しの送金を開始することが必要とされる。
種々の態様において、示した事象の順序は、様々でもよく、したがって、任意の所望の順
序で順次または同時に実施してもよい。
【０１４４】
　図2Cは、電子バリュートークン取引コンピュータ150がPOS111および電子財布集成シス
テム1000と通信する電子バリュートークン取引処理システム1200の態様を図示する。した
がって、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、図2Aおよび2Bに関して上で詳細
に記載したように、一次電子財布取引プロセッサおよび電子サブ財布取引プロセッサとし
て機能し得る。
【０１４５】
　電子財布管理は、キオスクなどの店またはその他の位置にて、スマートフォンアプリケ
ーション、個人コンピュータアプリケーション、ウェブサイトに基づいたアプリケーショ
ン、POS端末、専用端末などの多様な使用者インタフェースを介して実施してもよい。
【０１４６】
　少なくとも一つの態様において、使用者は、電子財布管理機能（たとえば、残高照会、
ロイヤルティの管理および／またはその他のボーナス-タイププログラム）；以下などの
バリュートークンの交換（i）電子財布におけるバリュートークンを電子財布において現
在存在しないバリュートークンと置換する、（ii）異なる財布の間での交換（償還アクテ
ィビティが制限された節約行動のために構成されたサブ財布への償還アクティビティが可
能なように構成されたサブ財布からの電子バリュートークンを配置することなど）、およ



(68) JP 2014-519657 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

び（iii）別の使用者との交換；電子財布に配置されるように電子バリュートークンを購
入する；加わる、またはターゲットにした販売促進の申し込みおよび材料を受けることを
決めるまたはやめる；などのコンピュータまたは携帯電話からのワールドワイドウェブを
介した多数の機能；並びに電子財布において利用できる電子バリュートークン間の支払い
の申し込みを分割することなどの支払い機能を行うことができる。
【０１４７】
　可能性がある交換可能性に関して、使用者は、使用者が、あまり頻度がなさそうな小売
業者と関連付けられたバリュートークンを使用者が高頻度である可能性が高い小売業者と
関連付けられたバリュートークンと交換してもよい。同様に、使用者は、互いにバリュー
トークンまたはバリュートークンの束を交換し、販売し、贈る、または再び贈ってもよい
。
【０１４８】
　電子財布管理機能性を介して、使用者は：（i）報酬ポイント、ドル量、その他などの
それぞれのバリュートークンと関連付けられたバリューの量を決定する；（ii）バリュー
トークン上の失効日を点検する、ギフトとして他人のためにバリュートークンを購入する
、および特定の小売業者からの通知を受ける；（iii）彼らの電子財布におけるまたは彼
らの電子財布における特定のバリュートークンを作成し、登録し、および削除する；（iv
）電子財布が使用者の電子財布における電子バリュートークンの物理的な表現を提供する
、または利用可能にすることを要求する（たとえば、ある態様において、使用者がキオス
ク189またはその他のアクセス可能な印刷業者にて電子バリュートークンのメモ、クーポ
ン、小切手またはその他の物理表現を印刷することができるようにオンデマンド印刷サー
ビスを提供する）；および（v）使用者の携帯電話のGPSサービスを使用することにより、
または使用者のSMSサービスとの統合を経て、電子財布を使用者特異的バリュートークン
に送信させることができる。
【０１４９】
　少なくとも一つの態様において、使用者の電子財布は、FacebookおよびTwitterなどの
使用者の社会的なネットワークサービスに組み込まれる。したがって、使用者は、社会的
ネットワークプラットホームを経て管理機能を行うこと、または社会的ネットワークプラ
ットホームを経てバリュートークンを受けることができる。使用者の電子財布に関する完
全な、または部分的な情報は、同様に使用者の社会的ネットワーク接触を利用できるよう
にすることができる。
【０１５０】
　図6Aにて図示したように、使用者は、このようなシステムの対話型表示ページ/スクリ
ーンを介して、電子財布システム、たとえば電子バリュートークン取引処理システム100
または電子財布集成システム1000にアクセスして得る（対話型表示ページ/スクリーンは
、使用者のコンピュータ、使用者のパーソナル・ディジタル・アシスタントまたはスマー
トフォン、POS端末、キオスク189またはその他の装置を介してアクセスされる。図6Aが示
すとおり、使用者は、一定の要求された情報を提供すること、および一定の期間および状
態に同意することによって電子財布またはサブ財布を作成し、および／または登録しても
よい。
【０１５１】
　図6Bにて図示したように、使用者は、電子財布システム対話型表示ページ/スクリーン
に一定のカード特定情報を入力することによってその電子財布を管理してもよい。ある態
様において、使用者は、ギフトカードのブランド、カード番号、失効日、CVV2コードおよ
びカード愛称を入力すること、並びに「スクリーン上のギフトカードを自分の財布に付加
する」ボタンを選択することによってギフトカードを登録してもよい。
【０１５２】
　図6Cに示したように、使用者は、電子財布およびその内容を管理するための多くの選択
肢を提供される。たとえば、示したように、使用者は、電子財布および／またはサブ財布
に存在する電子バリュートークン（図6Cにおいてギフトカードとして示してある）と関連
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付けられた具体的な詳細をレビューしてもよい。その上、使用者は、電子バリュートーク
ンが（i）「最後に付加された」として（図6Cに示したように）；（ii）種々の「サブ財
布」に含まれるように（サブ財布は、「食事」、「ホーム改善」、「デビット」、「クレ
ジット」、「ロイヤルティ」、その他など、分類すること、または愛称を付けることがで
きる）；（iii）最も高いから最も低い残りのバリューのように；または（iv）使用のた
めの優先度に関してランク付けるように示されることを要求することができる。
【０１５３】
　また、図6Cにおいて示したように、使用者は、「ギフトカードを付加する」、「バリュ
ーを付加する」、「カードを償還する」および「カードを販売する」能力を有する。
【０１５４】
　「ギフトカードを付加する」機能性により、使用者は電子財布に電子バリュートークン
を置くことができる。「ギフトカードを付加する」選択は、電子財布に電子バリュートー
クンを付加するために、使用者に対して少なくとも2つの異なる方法を提供する。第1に、
使用者によって所有される物理的カードを表す電子バリュートークンを電子財布に付加し
てもよい。図6Bに関して記載したるように、「ギフトカードを付加する」およびこのよう
な付加の引き続く様式を選択することによって、図6Bの画面表示が使用者に呈示され得る
。したがって、使用者は、ギフトカードのブランド、カード番号、失効日、CVV2コードお
よびカード愛称を入力すること、並びに「スクリーン上のギフトカードを自分の財布に付
加する」ボタンを選択することによって電子財布にギフトカードを付加し得る。あるいは
、使用者は、電子バリュートークンへの変換のために電子財布システムにカードの情報を
入力するために、使用者のコンピュータ、パーソナル・ディジタル・アシスタントまたは
スマートフォンに取り付けられた装置などの、カードリーダ（たとえば、磁気ストライプ
リーダおよび／またはバーコードリーダー）へのアクセスを有しても、および使用者のコ
ンピュータ、パーソナル・ディジタル・アシスタントまたはスマートフォンと組み合わせ
て物理的カードから情報を読み込むためにこのような装置を利用してもよい。第2に、使
用者によってすでに所有されていない物理的カードを表す電子バリュートークンを電子財
布に付加してもよい。このような態様において、使用者がこの選択肢を選択するときに、
使用者は、購入のために利用できる電子的なバリュートークンの全ての異なるタイプおよ
びバリュー量を使用者に知らせる表示画面を示してもよい。購入のための電子バリュート
ークンの有効性は、更に詳細に後述するであろうとおり、電子財布システムの（たとえば
、電子バリュートークン取引処理システムの100）カード発行者、小売商、ベンダおよび
／またはプロセッサとの関係基づくことができ（たとえば、BlackHawk Networkによって
提供されるようなGiftCard Mallウェブ基盤のアプリケーション、これは、使用者に種々
の異なるタイプのギフトカード（および様々の通貨）から選択し、およびいずれかの有形
の形態で使用者に（または使用者の識別された受取人に）送達される（メールまたはその
他のメッセンジャーを経て）または電子的に送達される（たとえば、電子バリュートーク
ン取引処理システムを介して）選択されたカードを有する能力を提供する）、または電子
財布システムの（たとえば、電子バリュートークン取引処理システムの100）電子バリュ
ートークン交換プログラム2000にアクセスする能力に基づき得る。
【０１５５】
「バリューを付加する（Add Value）」機能性は、使用者が電子バリュートークンを選択
すること、および前記トークンのバリューを増加させることができる。電子バリュートー
クンのこのような「再充填」、「いっぱいにする」または「再チャージ」は、その全体が
参照により国際出願番号PCT/US11/40055に記載されているように行われてもよい。たとえ
ば、電子財布使用者が電子財布に属する遠距離通信関連電子バリュートークンを再充填/
再チャージ/いっぱいにすることを望むときに、使用者は、表示画面上の「バリューを付
加する」を選択することができ、これによりシステムが電子バリュートークンコンピュー
タ150に対して再充填/再チャージ/いっぱいにする要求を伝達するように促進する。
【０１５６】
　再充填/再チャージ/いっぱいにするシナリオの第一の態様において、電子バリュートー
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クンコンピュータ150は、遠距離通信関連電子バリュートークンがアクティベートされ、
かつ電話番号と関連付けられた場合、要求を承認する。電子バリュートークンコンピュー
タ150は、電話番号と関連付けられた遠距離通信アカウントを決定し、および要求された
再充填/再チャージ/いっぱいにする量をアカウントに付加する。電子バリュートークンコ
ンピュータ150は、要求に対する応答を送る（たとえば、再充填/再チャージ/いっぱいに
する量が関連するアカウントに付加されたことを示すこと）。電子バリュートークンコン
ピュータ150は、電話番号の関連付けられた遠距離通信キャリアに再充填/再チャージ/い
っぱいにする取引要求を伝送する。遠距離通信キャリアから再充填/再チャージ/いっぱい
にする取引要求の承認を受けると、電子バリュートークンコンピュータ150は、再充填/再
チャージ/いっぱいにする量を反映するように遠距離通信関連の電子バリュートークンの
バリューを修正する。電子バリュートークンコンピュータ150は、使用者によってアクセ
スされるディスプレイを電子バリュートークンのバリューの修正を反映するようにさせる
であろうし、または再充填/再チャージ/いっぱいにする取引要求が承認されなかった場合
、電子バリュートークンコンピュータ150は、ディスプレイを、その結果に関して使用者
に知らせるようにさせるであろう。「バリューを付加する」機能性は、遠距離通信関連の
電子バリュートークンに関して記述してきたが、「バリューを付加する」機能性は、「バ
リューを付加する」機能性は、機能デビットカード、プリペイドサービスカード、ギフト
カードなどと関連付けられた電子バリュートークンを再充填/再チャージ/いっぱいにする
ために同様に適用でき、および機能的である。
【０１５７】
　「カードを償還する」機能性は、使用者が電子バリュートークンを選択すること、およ
びそのトークンを使用して購入またはその他の取引を果たすことができる。「カードを償
還する」シナリオにおいて、電子バリュートークンの全部のバリューが償還取引において
使用されない場合、システムは、トークンの残りのバリューを修正し/減少させ、および
ディスプレイに、トークンの「新たな」バリューの減少を使用者に知らせるようにさせる
であろうし、一方でまた償還取引に関する全ての利害関係のある当事者に知らせ、並びに
それに応じてあらゆる関連するログを記録し、および調整する。あるいは、電子財布が上
述した電子財布管理状況よりもむしろPOS-タイプの取引状況において使用されるときに、
「カードを償還する」機能性は、POSから伝えられた取引情報を経て自動的呼び出され得
るし、およびしたがって、予め定められた規則に基づくことができる。
【０１５８】
　「カードを販売する(Sell Card)」機能性は、使用者が電子バリュートークンを選択し
て、（i）別の電子財布使用者、（ii）電子財布（またはサブ財布）システムプロバイダ
、または（iii）電子バリュートークンプログラム交換2000（より完全には本明細書にお
いて記述したとおり）に対する販売のためのカードを提供することを経て貨幣化すること
ができる。「カードを販売する」シナリオにおいて、使用者は、電子バリュートークンに
関して電子財布システムにそれが販売することを望むことを知らせ、利用できるフォーラ
ムの一覧からこのような販売のためのフォーラムを選択し、ことを販売による利益をどの
ように電子財布に送るべきかに関してシステムを指示し（たとえば、電子財布システムブ
ランドの電子バリュートークン、その他の選択した電子バリュートークン（単数または複
数）に付加されたバリューおよび／または使用者が申し込みのために呈示し得る受領書の
硬い/有形の形態での納品（たとえば、メモ、クーポン、チェックまたはその組み合わせ
）の形態で）、および適用できる場合、使用者が下げる用意がない、たとえば最低競売価
格を設定する電子バリュートークンの販売のための閾値バリューに関してシステムを指示
するであろう。システムは、所望の販売取引を実行し、およびディスプレイに電子バリュ
ートークンの販売の結果を使用者に知らせるようにさせるであろうし、また共に販売取引
に関して全ての利害関係のある当事者に知らせ、並びにそれに応じてあらゆる関連するロ
グを記録し、および調整する。
【０１５９】
　さらに図6Cにおいて示したように、使用者は、「私の報酬(My Rewards)」を管理するほ
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うを選択し得るし、これによりロイヤルティまたは電子財布および／もしくは電子バリュ
ートークンを使用するためのその他のタイプの報酬の使用者の受領につき利用可能な使用
者選択肢を示す画面に引き出し得る。また、使用者は、「特別な提案」を選択し得るし、
これにより電子財布を経て使用者が利用できる任意の販売促進タイプの提案を使用者に示
す画面に引き出し得る。また、使用者は、「交換(Exchange)」を選択し得るし、これによ
り電子財布を経て使用者が交換する電子バリュートークンについて利用できる選択肢を示
す画面に引き出し得る。
【０１６０】
　上記の利用できる電子財布管理機能および機能性に関して記載したのと同様の様式にお
いて、キオスク189は、使用者が電子財布管理機能性にアクセスすることができる電子財
布取引システムとの使用者のインタフェースとして、少なくとも一つの態様および機能に
おいて電子バリュートークン取引コンピュータ150に接続してもよい。
【０１６１】
　キオスク189は、ショッピングセンターなどの人通りの多い場所に置かれて得るし、お
よび任意の電子財布管理機能を行ってもよい。たとえば、使用者は、これらの電子財布ま
たはサブ財布を作成しても、削除しても、および変化させてもよい。また、使用者は、電
子財布に属する電子バリュートークンの残高を調べて、これらの電子財布またはサブ財布
におけるバリュートークンを付加し、削除し、再充填し、再チャージして、印刷し、およ
び交換してもよい。キオスク189は、少なくとも一つの態様において電子財布管理ウェブ
サイトを介して利用可能な取引、またはパーソナル・ディジタル・アシスタントおよび／
もしくはスマートフォンで可能にした電子財布の機能性を反映させてもよい。使用者は、
特定の小売業者が電子財布取引を受け付けない場合、これらのバリュートークンでオンデ
マンド印刷機能を使用してもよい。たとえば、使用者は、印刷するためのバリュートーク
ンを選択し得るし、およびキオスク189に接続されたプリンターは、選択されたバリュー
トークンの物理的表現、たとえば電子バリュートークンに連結されたスキャン可能なバー
コードを有する領収書を印刷するであろう。物理表現は、磁気ストライプをもつギフトカ
ード、紙領収書またはバーコードもしくはマトリックスコード（たとえば、QRコード（登
録商標））をもつクーポン等でもよい。ある態様において、キオスク189は、たとえばさ
らなる印刷料金についての物理的なカードを印刷し得る。また、使用者は、キオスク189
を使用して電子財布を供給しても、および／または分割しても（たとえば、サブ財布を作
成しても）よい。たとえば、使用者の認証および使用者と関連付けられた電子財布の識別
の後、使用者は、キオスク189、たとえば適切なカードリーダ等を有する自動入出金機ま
たはあるいは有人キオスクに類似の機械で操作されるキオスクに使用者の物理的なストア
ドバリューカードを挿入し得てもよい。キオスク189は、物理的なストアドバリューカー
ドを使用者の電子財布における電子バリュートークンに変換し得る。その後、物理的なス
トアドバリューカードを保持しても、またはキオスク189によって破壊しても、または使
用者に返送してもよい。一つの態様において、物理的なストアドバリューカードは、変換
後は使用者によって使用可能でない。もう一つの態様において、使用者は、電子バリュー
トークンまたは物理的に記憶されたバリューカードを有してもよい。言い換えると、両方
とも、「アクティブ」であり、および使用のために利用できるだろう。また、使用者は、
バリュートークンを購入してキオスク189から直接財布に供給してもよい。
【０１６２】
　少なくとも一つの態様において、使用者は、複数の電子財布と関連付けられる。使用者
と関連付けられた複数の財布のうちの1つの財布を識別するために、複数の財布のそれぞ
れを特有の財布識別（ID）と関連付ける。データベースまたはルックアップテーブルを、
たとえば、財布識別にアクセスするために使用してもよい。少なくとも一つの態様におい
て、財布IDは、使用者によってカスタマイズ可能である。
【０１６３】
　上で記述した一次電子財布およびサブ財布態様の両方に関して参照したように、開示し
た電子財布およびサブ財布方法およびシステムは、使用者が電子財布および／またはサブ
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財布に属する電子バリュートークンにバリューを付加する能力を提供する。ある態様にお
いて、すぐに記述した電子バリュートークン取引処理システム100の類似の付加価値能力
および機能性は、国際出願番号PCT/US11/20570に詳述され、および記述され、これはその
全体が参照により援用され、このような類似の付加価値能力および機能性は、本電子財布
/電子回路バリュートークン状況において適用されるように国際出願番号PCT/US11/20570
において記述した状況から適応してもよい。
【０１６４】
　顧客は、前記バリュートークン（単数または複数）の購入と償還バリューとの間のバリ
ュー差分を介してバリュートークン（単数または複数）を購入し、および／または償還す
ることへの動機をもたらし得る。
【０１６５】
　ある態様において、25ドルの表面バリューをもつバリュートークンは、25ドルで顧客に
よって購入され得るが、しかし、電子バリュートークンは、30ドルの量で電子財布に付加
されてもよく－電子バリュートークンを購入する動機として25ドルの購入価格プラスさら
なる5ドルが付加される。あるいは、電子バリュートークンに現金価値を付加するよりは
むしろ、電子バリュートークンは、徳地の製品またはサービスのための償還クーポンコー
ドでコードしてもよい。たとえば、喫茶店に対する15ドルのバリュートークンは、喫茶店
にて購入された任意のコーヒーに付加される顧客の選択のシロップのフリーショットのた
めの電子償還クーポンコードを有してもよい。シロップのフリーショットは、電子バリュ
ートークン量の一部または全てを償還すると共に償還されてもよく、またはシロップのフ
リーショットは、別々に償還されてもよい。
【０１６６】
　もう一つの態様において、バリュートークンベンダは、顧客が電子バリュートークンを
償還する時に電子バリュートークンのバリューに加えてバリューを付加することによって
バリュートークンを償還する動機を顧客に提供することができる。たとえば、小売商は、
顧客が特定された期間の間に小売商の小売店の1つにて購入のためにバリュートークンを
使用するときに、顧客にさらなる5ドルのクレジットを提供する販売促進を実行すること
ができる。
【０１６７】
　上記の如く、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、データストア180および／
または発行者の認証システム160と通信する。電子バリュートークン取引コンピュータ150
は、付加され/償還される電子バリュートークンが賞を付加されたバリューに適切である
かどうかを決定するためにデータストア180に含まれるデータに対する取引要求内に含ま
れるアクティベーション要求のカード識別、端末識別、ベンダ識別および日時の1つまた
は複数を比較し得る。たとえば、ベンダは、顧客がバリュートークンを購入するのを奨励
するための販売促進を実行してもよく、特定された期間内に購入されたバリュートークン
は、電子バリュートークン記述またはメタデータによって指定されたバリュー未満の価格
に対して購入され得る。したがって、顧客は、25ドル未満、たとえば20ドルのいくらかの
量に対して25ドルのバリュートークンを購入することができる。上記の例のどちらかにお
いて、バリュー差分、たとえばバリュートークンの償還バリューに付加されるボーナスお
よびバリュートークンの指定されたバリューに対する購入価格の減少を、同程度にまたは
不均等のいずれかで、電子バリュートークン全体および／または超えて分散された抱き合
わせたバリュートークンパッケージおよびバリュー差分に適用できるであろう。同様に、
小売業者は、全体で、一部で、もしくは具体的製品についてその他の小売業者のバリュー
トークンを守ることによって、または販売促進のために、クロス-販売促進のための協力
することができる。POSにて電子財布を使用することを選択することによって、使用者は
、使用者が知らなかった販売促進の利益さえも受け得る。さらにまた、規則を構成するこ
とによって、使用者は、同業店偵察することなく種々の小売業者にて最善の販売促進を確
実に用意することができる。したがって、小売業者は、迅速なペースにて販売促進を実行
すること、および変えることができ、使用者が販売促進に気づくようになるように使用者
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をさせる必要なく、およびクーポンを切断すること、種々の販売促進のコード等を入力す
ることなどの従来の償還モデルに含まれる実際的管理を行う必要なく、1日ごとまたはさ
らに１時間ごとの単位でその他の小売業者と広告資源をクロス販売促進することができる
。その上、小売業者は、セグメントの特定の需要を提供することによって関係を強化する
ために、販売促進を種々の市場区分に微細に調整させることができる。
【０１６８】
　メッセージ修正ユニット154は、メッセージにバリュー付加情報を付加するようにメッ
セージ106および110を修正する。たとえば、付加されたバリュートークンがバリュー付加
されたボーナスに適切であることがバリュー付加された決定ユニット153によってそれが
決定された場合、POS装置111から受けたメッセージ106は、メッセージ修正ユニット154に
より、決定されたバリュー付加されたボーナスを含むように、および次いでアクティベー
ション要求で指定され多金プラスバリュー付加されたボーナスについての要求を許可する
ために、メッセージ109として適切な発行者の認証システム160に送るように修正される。
もう一つの例として、電子バリュートークンが割引で購入されるのに適切であることが決
定された場合、POS装置111から受けたメッセージ106は、適切な発行者の認証システム160
に電子バリュートークンが1つの量について電子財布に付加されるだろうことを、しかし
顧客が電子バリュートークンと関連付けられた割引を反映してより少ない量を請求される
だろうことを示すようにメッセージ修正ユニット154によって修正される（およびメッセ
ージ109として送り届けられる）。
【０１６９】
　ある態様において、メッセージ修正ユニット154は、また、POS装置111が顧客に対して
生成された領収書に印刷され得る電子バリュートークンに付加されたバリューに関する任
意の情報、並びにキャッシャーが顧客に通信して得る端末101または104上のキャッシャー
に示され得る情報を含むように指定された発行者の認証システム160からのメッセージ110
を修正し、このような修正されたメッセージはPOS装置111に対するメッセージ107として
送られる。
【０１７０】
　上で記述した一次電子財布およびサブ財布の両方の態様に関して参照されるように、開
示した電子財布およびサブ財布方法およびシステムは、使用者の電子財布またはサブ財布
に属する電子バリュートークンを現在使用者の電子財布またはサブ財布に属さないが、電
子財布の、またはサブ財布の取引システムを介して利用できる電子バリュートークンに交
換する能力を使用者に提供する。
【０１７１】
　電子バリュートークンコンピュータ150の所有者および／またはオペレータは、交換裁
定タイプのアクティビティを介して収入をかせいでもよい。すなわち、電子バリュートー
クンコンピュータ150の所有者および／またはオペレータは、2つの電子バリュートークン
、たとえば売買され/交換された第1の電子バリュートークンと所望の/得られた第2の電子
バリュートークンとの間の現行レートの相違を保持し得る。少なくとも一つの態様におい
て、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、交換の代わりに使用者取引料金をそ
の代わりにチャージしてもよい。取引料金は、フラット、または交換のサイズに基づいて
いてもよい。
【０１７２】
　電子バリュートークン取引コンピュータ150は、また、交換と関連付けられた発行者も
しくは小売業者のいずれかまたは両方にフラットな取引料金または交換の量に基づいてチ
ャージしてもよい。これらの料金は、最小限だが、多数生成され得る。全ての当事者は、
使用者が、使用者が使用しないであろうバリュートークンに交換する際に使用するであろ
うバリュートークンを使用者が受けるため、利益を得るであろう。 その上、1つの発行者
または小売業者は、交換されたバリュートークンと関連付けられた負債または棚卸負債を
解消して、このしてその他の使用のための資本を解放する。また、顧客が電子バリュート
ークンの量より多くを費やす場合、その他の発行者および／または小売業者は、顧客を得
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ていても、ロイヤル顧客を保持しても、または収入を増加させてもよい。
【０１７３】
　上で記述した一次電子財布およびサブ財布の両方の態様に関して参照されるように、開
示した電子財布およびサブ財布方法およびシステムは、前記電子財布またはサブ財布に位
置されないその他の電子バリュートークンのために電子財布および／またはサブ財布に位
置された電子バリュートークンを交換する能力を使用者に提供する。このようなバリュー
トークン交換は、（1）（i）POSにて、（ii）キオスクにて、（iii）使用者のパーソナル
・ディジタル・アシスタントまたはスマートフォンを介して、（iv）使用者の電子財布に
対するウェブ接続を経て、（v）もしくは使用者の電子財布にアクセスする任意のその他
の方法で電子財布使用者によって；または（2）規則が（i）電子財布使用者、（ii）電子
財布プロバイダ、（iii）もしくはこれらの組み合わせによって確立される電子財布処理
システムによる電子財布規則の適用によって開始されてもよい。
【０１７４】
　少なくとも一つの態様において、電子財布に位置した第1の小売業者と関連付けられた
第1のバリュートークンを電子財布に位置しない第2の小売業者と関連付けられた第2のバ
リュートークンに交換するには、交換レートが適用されることを必要とする。この交換レ
ートは、交換が求められる第2のバリュートークンのバリューに対して適用され得るし、
したがって、第2のバリュートークンの額面を減少させることは、それが交換される第1の
バリュートークンのバリューとの比較であり、または交換レートは、電子財布に位置した
いくつかのその他の評価される資産に対して適用され得る（任意の妥当な規則または指令
によって規定されるとおり）。交換レートは、電子財布処理システムによって現実化され
ても、および／または指定されたベンダ、小売商および発行者で共有されてもよい。
【０１７５】
　交換レートは、電子バリュートークン、ギフトカード（またはその他の類似の機器）、
このような電子バリュートークンの獲得、その他の電子財布使用者またはその他の供与源
からのギフトカード（またはその他の類似の機器）、並びに全てのこのような電子バリュ
ートークンのための動的に変化するバリューの確立および電子バリュートークン交換プロ
グラムに組み込むための電子財布処理システムに利用できるギフトカード-タイプ機器の
使用およびその利子のトラッキングを含む電子財布処理システムによって操作される進行
中の評価プログラムまたは関係事業体によって確立され得る。
【０１７６】
　上記の電子バリュートークン交換プログラムは、以下の考察によって例証され得る。電
子財布使用者は、小売商A商店にてキオスク189に関連付けられた電子財布を導入すること
ができる。電子財布使用者は、キオスク189に接続して機能して、電子財布に識別情報（
たとえば、本明細書において表1に記述したaccountid）をキオスクに提供する。識別情報
の供給は、キオスクの使用者による手動入力を経て行われてもよく、または電子財布使用
者のパーソナル・ディジタル・アシスタント（またはプロキシカード200）とキオスク189
との間の通信を介して自動的に行われてもよい。次いで、電子財布使用者は、キオスク18
9を使用して電子財布の電子バリュートークン交換プログラムにアクセスしてもよく、お
よびキオスク189をさらに使用して任意の要求された電子バリュートークン交換を促進し
、および完了する。ある態様において、電子財布使用者は、使用者の電子財布（またはそ
のサブ財布）に含まれる小売商Bによって発行され、および／または承認された電子バリ
ュートークンを、小売商Aによって発行され、および／または承認された電子バリュート
ークンに交換してもよい。キオスク189と接続して機能する電子財布使用者は、電子財布
使用者に図6Cに示されたような画面表示で提示させることができる。電子財布の内容を概
説する能力をもつ電子財布使用者を提供する他に、ディスプレイでは、電子財布使用者が
利用できる機能性から「交換」タブを選択することができる。次いで、「交換」タブは、
電子バリュートークン交換のために利用できる選択肢を電子財布使用者に提示するであろ
う。図6Dにて図示したように、このような選択肢は、以下を含むことができる：（1）獲
得が利用できる電子バリュートークンの選択を見る；（2）現在電子財布に属する電子バ
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リュートークンの選択を見る；（3）電子財布から除去する（交換する）ように選択され
た電子バリュートークンを考慮して算出された獲得についての識別された電子バリュート
ークン（単数または複数）のための種々の交換レートを見る（交換レートは、交換のため
に選択される電子バリュートークンのタイプ/小売業者に基づいて異なってもよい）；（4
）交換レートに適合するための選択肢を見る（たとえば、（i）交換レートを満たすよう
な獲得のために選択された電子バリュートークンのバリューの減少または（ii）クレジッ
トカードバリュートークンまたはデビットカードバリュートークンなどの電子財布に属す
るいくつかのその他の資産への交換レートの量の適用）；（5）（i）電子財布（またはサ
ブ財布）への送付、（ii）パーソナル・ディジタル・アシスタントまたはコンピュータに
対する電子メール、SMS、ソーシャルメディアまたはその他の電子的方法を経た送付、（i
ii）キオスクまたはその他の使用者の選択したプリントデバイスでの電子バリュートーク
ンの有形のバージョンのプリントアウト（たとえば、その全体が参照により援用される米
国特許出願番号12/719,741に記載されているような領収書-タイプ機能での印刷を経る）
などの獲得のための電子バリュートークンの送付のための選択肢の選択を見る。記述され
た画面ビュー選択肢のそれぞれは、示された選択肢の選択を可能にする機能性を含むので
、使用者は、上記のスクリーンのそれぞれに提供される情報に応答してその所望の選択を
行い得る。この例において、使用者は、電子財布に属する小売商B25.00ドル電子バリュー
トークンが小売商A電子バリュートークンに交換されることを選択する。結果として、電
子バリュートークン交換プログラムは、交換レートが小売商A電子バリュートークンのバ
リューに対して適用されることを使用者が選択する場合、要求された交換により24.75ド
ルの量の小売商A電子バリュートークンを獲得する使用者を生じるだろうことを示すよう
にキオスク189を促す（交換レートは、取引毎に変化するであろうし、交換レートは、任
意のバリュー、たとえば0.001ドル～10.00ドルまたはこの範囲を下回る、範囲内の、もし
くは上回る任意のバリューであることができる）。使用者は、このような選択を行う。電
子バリュートークン交換プログラムは、利用できる送付方法および使用者が電子財布への
送付を選択することを示すようにキオスク189を促す。電子バリュートークン交換プログ
ラムは、図6Cに類似したもう一つのスクリーンを示し、しかし電子財布が現在24.75ドル
の量の小売商A電子バリュートークンを含むことを示すようにキオスク189を促す。
【０１７７】
　上記の「交換」取引の結果として、電子財布使用者は、その所望の小売商A電子バリュ
ートークンを受けたし、および電子バリュートークン交換プログラムは、小売商B25.00ド
ル電子バリュートークンを受けた。上記の取引の一部として、電子バリュートークン交換
プログラムは、の実体を発行する小売商A電子バリュートークン電子バリュートークンに
接触したし（たとえば、ある態様において、小売商A電子バリュートークンの発行する実
体は、電子バリュートークン交換プログラム2000であり得る）、および小売商A24.75ドル
電子バリュートークンが電子財布使用者の要求を満たすように提供されることを要求した
か；あるいは、電子バリュートークン交換プログラムは、それがすでに制御された小売商
A電子バリュートークンを修正した、たとえば、小売商A25.00ドル電子バリュートークン
を24.75ドルの価値のみに修正したし、およびそれが0.25ドルだけ前記カードに関連付け
られたその債務を減少させ得ることを小売商A電子バリュートークンの発行実体に知らせ
た。さらに、電子バリュートークン交換プログラム2000は、小売商B電子バリュートーク
ン発行者に通信して、および発行者に適切な小売商B25.00ドル電子バリュートークン識別
を提供し、その結果、発行者は、その債務の一覧から小売商B25.00ドル電子バリュートー
クンを削除することができる。したがって、最終結果として、電子バリュートークン交換
プログラムのアクティビティは、設定した契約義務にしたがって利害関係のある当事者に
割り当てられ得る0.25ドルのバリュー（交換レート、すなわち、要求する使用者によって
取得される電子バリュートークンと交換の一部として要求する使用者によって引き渡され
る電子バリュートークンのバリューの相違）を生じ得る。
【０１７８】
　代わりのシナリオにおいて、電子財布要求使用者がクレジットカード電子バリュートー
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クンまたはデビットカード電子バリュートークンなどの電子財布またはサブ財布に属する
もう一つの資産によって満たされる交換レートを選択する場合、電子財布使用者は、取引
において引き渡された25.00ドルの小売商A電子バリュートークンと一致する25.00ドルの
小売商A電子バリュートークンを提供するであろうし、0.25ドルの交換レートは、クレジ
ットカード電子バリュートークンに対するチャージに、またはデビットカードに対して電
子バリュートークンに対する借方記入によりが現実化されるだろう。このような動作は、
0.25ドルの交換レートバリューが電子バリュートークン交換プログラムに払われることを
要求する電子バリュートークン交換プログラムとクレジットカード電子バリュートークン
またはデビットカード電子バリュートークンとの間の通信で処理されるだろう。したがっ
て、再び最終結果として、電子バリュートークン交換プログラムのアクティビティは、設
定した契約義務にしたがって利害関係のある当事者に割り当てられ得る0.25ドルのバリュ
ー（交換レート）を生じたであろう。
【０１７９】
　上記の電子バリュートークン交換取引（またはその任意の記述されたバリエーション）
は、キオスク189における状況を記述したが、また、POSにて電子財布機能性をもつパーソ
ナル・ディジタル・アシスタントを介して、行うことができる、またはアクセスでコンピ
ュータを介して、使用者は電子財布である。
【０１８０】
　代わりの電子バリュートークン交換態様において、以前に考察したとおり、電子財布は
、電子バリュートークン交換アクティビティを自動的に指示し得る。たとえば、電子財布
使用者は、小売確立、たとえば小売商Qでの取引を満たすために使用者が電子財布を示し
、および電子財布が小売商Qブランドの電子バリュートークンを含まないときに、電子財
布は自動的に、およびリアルタイムで電子バリュートークン交換プロセスを開始し、電子
財布が電子バリュートークン交換のための要求を電子バリュートークン取引コンピュータ
150に通信するように電子財布管理し得る。この例において、電子財布使用者は、プリペ
イドサービスと関連付けられた全ての電子バリュートークン（ギフトカード-タイプ電子
バリュートークン）が指定されたサブ財布に位置されて、および前記電子バリュートーク
ンのそれぞれが優先的システムランキング、たとえば最も好ましい電子バリュートークン
またはトークンタイプ（たとえば、#1）から最も好ましくない電子バリュートークンまた
はトークンタイプ（たとえば、サブ財布における電子バリュートークンに22タイプがある
場合、#22を経てサブ財布に位置され/要求され/指定されるように電子財布を管理してき
た。たとえば、小売商Mブランドの電子バリュートークンは、最も好ましいと指定され得
るし、および小売商Lブランドの電子バリュートークンは、最も好ましくないとして指定
され得る。さらなる例において、電子財布は、また、上で記述した小売商Qシナリオなど
の、電子財布が小売業者の電子バリュートークンのいずれも含まない前記小売業者での取
引を電子財布が促進し（電子財布は、元の取引の開始時に電子財布と小売業者の通信装置
との間で交換される情報に基づいて小売業者を認識するであろう）、電子財布規則が電子
財布に電子バリュートークン交換要求を開始するように、および前記要求において電子財
布に属する最も好ましくない電子バリュートークン、すなわち小売商Lブランドの電子バ
リューをトークン（#22）および必要に応じて元の取引の量を満たすために十分な量の小
売商Q電子バリュートークンについての好ましい電子バリュートークン#21、#20、その他
、の交換を含むように指示する環境において電子財布を指示する使用者による規則を提供
してきた。電子バリュートークン取引コンピュータ150は、電子バリュートークン交換要
求を受けると、電子バリュートークン交換プログラム2000、たとえば電子バリュートーク
ンディストリビュータ（これは、全体の電子バリュートークン取引処理システム100の一
部である）と通信して要求された電子バリュートークン交換を達成する。要求された電子
バリュートークン交換が行われ、電子財布は、要求された小売商Qブランドの電子バリュ
ートークンを受け、これが元の取引を行う際に同時的に使用され、および電子財布は、小
売商Lブランドの電子バリュートークンを電子バリュートークン取引コンピュータ150に譲
り渡し（または使用のために利用できず、および修正のためにのみ利用できるようにし）
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、この場合これが実際に過剰の要求された小売商Qブランドの電子バリュートークンにお
いて評価された。したがって、電子バリュートークン取引コンピュータ150は、小売商Lブ
ランドの電子バリュートークンを修正して（内部的に、または小売商Lブランドのバリュ
ートークンの発行登録制度との通信を介してのいずれか）、提供された小売商Qブランド
の電子バリュートークンに基づいたバリュー減少を反映し、小売商Qブランドの電子バリ
ュートークンの小売商Lブランドのバリューを電子バリュートークンへの交換のための交
換レートを抜き出して（より完全には本明細書において考察されるだろう）、全ての利害
関係のある当事者に取引情報を伝え、およびバリュー修正された小売商Lブランドの電子
バリュートークンを使用者の電子財布に戻す（または再び利用できるようにする）。
【０１８１】
　代わりの態様において、電子財布の電子バリュートークン交換規則は、電子財布が電子
財布に属する電子バリュートークンのための最善の利用できる交換レートに関して、電子
バリュートークン取引コンピュータ150に問合せ、および電子バリュートークンのランキ
ングよりもむしろ最善の交換レートに基ついて交換がなされるように提供し得る。さらに
、電子財布使用者は、どの電子トークン（単数または複数）が取引を満たすために交換さ
れるべきかについて主観的に決定し得る。
【０１８２】
　ある態様において、電子トークン交換プログラム2000は、電子バリュートークン取引コ
ンピュータ150によって維持される使用者の電子財布およびサブ財布を調査しても、およ
び電子財布使用者（単数または複数）を電子バリュートークン交換（単数または複数）に
ついての提案をしてもよい。たとえば、電子トークン交換プログラム2000は、調査の一部
として（i）電子財布の使用の履歴；（ii）使っていない電子バリュートークンが電子財
布に属していた延べ時間；（iii）市場における一定の電子バリュートークンに対する要
求；（iv）電子バリュートークンの損傷の日付；（v）電子バリュートークンを取得する
ための販売促進の申し込み；および（vi）これらの組み合わせに基づいて決定して、電子
財布使用者に現在使用者の電子財布/サブ財布に属する電子バリュートークン（単数また
は複数）を現在使用者の電子財布/サブ財布に属していない電子バリュートークン（単数
または複数）に交換にすることを提案してもよい。ある態様において、電子トークン交換
プログラム2000は、以前に本明細書に記述し多様にバリュー付加された/ボーナス奨励と
の交換のための提案を追加し得る。もう一つの態様において、提案は、より完全には下に
あるだろうとおり、使用者が節約財布に交換バリュー量の一部を置くための選択肢を含み
得る。
【０１８３】
　上で記述した一次電子財布およびサブ財布態様の両方に関して参照されるように、開示
した電子財布およびサブ財布方法およびシステムは、使用者に電子財布またはサブ財布に
属するバリュートークンの位置、並びに前記電子財布および／またはサブ財布の使用およ
び／または有効性を規定する規則を指定する能力を提供する。また本明細書において記述
したように、電子バリュートークン（単数または複数）は、償還アクティビティが可能に
なるように構成されたサブ財布（以下「完全に償還できる」指定された電子財布またはサ
ブ財布）から移されても、および限られた償還可能性である節約アクティビティのために
構成されたサブ財布（以下、「節約」指定された電子財布またはサブ財布を）に置かれて
もよい。実際に、本システムは、電子バリュートークンが電子財布またはサブ財布に利用
できるようになるときに、「節約」指定された電子財布またはサブ財布に置かれる電子バ
リュートークン（単数または複数）を提供する。
【０１８４】
　ある態様において、電子バリュートークンは、電子財布またはサブ財布が節約アクティ
ビティのために使用されるべきであり、およびしたがって、一般的なアクセスのために、
または償還/交換アクティビティのために容易に利用できないものを提供する規則を有す
る一定の電子財布および／またはサブ財布のために指定されても、および／またはそれに
おいて置かれてもよい。ある態様において、ここで記述した電子バリュートークン取引処
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理システム100の類似の節約能力、機能性、要求および制限は、国際出願番号PCT/US11/49
338において詳述し、および記述してあり、その全体が参照により援用され、このような
類似の節約能力、機能性、要求および制限は、本電子財布/電子バリュートークン状況に
適用される国際出願番号PCT/US11/49338において記述した状況から適応され得る。
【０１８５】
　少なくともいくつかの態様は、使用者が「完全に償還できる」指定された電子財布また
はサブ財布から「節約」指定された電子財布またはサブ財布容易に、および逆に電子バリ
ュートークン（たとえば、デビットカード関連電子バリュートークン）を再分配すること
ができる。使用者は、規則によって暦月当たり所与の数、たとえば6回の「節約」指定さ
れた電子財布またはサブ財布から「完全に償還できる」指定された電子財布またはサブ財
布への転送に制限され得る。使用者は、電子財布システムのウェブサイト、IVR、パーソ
ナル・ディジタル・アシスタントまたはスマートフォンにより、または顧客サービス担当
者により、1回限りの転送を指定し得る。使用者は、また、「完全に償還できる」指定さ
れた電子財布またはサブ財布と「節約」指定された電子財布またはサブ財布との間の転送
を確立してもよく、および自動化した。節約を促すために、使用者は、「完全に償還でき
る」指定された電子財布またはサブ財布から自動的に「節約」指定された電子財布または
サブ財布に資金を供給する選択肢を示されてもよく、これは以下を含む種々の取引イベン
トによってトリガーされ得る：（a）直接の預け入れを受ける際、（b）再充填/再チャー
ジ/いっぱいにする取引が生じるとき、および／または（c）指定された時間間隔にて（た
とえば、毎週または毎月繰り返される）。使用者は、利用可能な選択肢の全て、少しまた
はなしを選ぶことができる。その上、上記のイベントは、「完全に償還できる」指定され
た、または「節約」指定された電子財布またはサブ財布の現在の残高に関係なく処理され
得る。使用者は、「完全に償還できる」指定された電子財布またはサブ財布に充填された
電子バリュートークンの量またはパーセントを選択する能力を有し得る。使用者が自動転
送のための時間間隔を選択する場合、使用者は、好ましい日付を選択することができるで
あろう。使用者は、任意の時に、自動資金提供選択肢をアップデートし、編集し、または
別途変更する柔軟性を有するであろう。任意の否定的な「完全に償還できる」指定された
電子財布またはサブ財布は、任意の自動の、または1回限りの移動を開始する前に、「節
約」指定された電子財布またはサブ財布を保存することを必要とし得る。自動転送により
完全に資金供給することができないか、または全く資金供給することができない場合、利
用可能な任意の量を「完全に償還できる」指定された電子財布またはサブ財布から「節約
」指定された電子財布またはサブ財布に受取るであろうし、通知が取引を記述する電子財
布使用者に提供されるであろう。その後、指定された転送選択肢および量について自動転
送が続けられるであろう。
【０１８６】
　上の電子バリュートークン取引コンピュータ150は、それに置かれた必要な作業負荷を
扱うために十分な処理パワー、メモリ資源およびネットワークスループット能をもつ任意
の特定のマシンで実行し得る。
【０１８７】
　上で記述したシステムの全部または一部は、コンピュータまたはコンピュータ群に置か
れた必要な作業負荷を扱うために十分な処理パワー、メモリ資源およびスループット能を
もつ任意の特定のマシンまたはマシン群で実行し得る。図5は、1つまたは複数の本明細書
に開示した態様の全てまたは一部を実行するために適したコンピュータシステム580を図
示する。コンピュータシステム580は、二次記憶584、読取り専用メモリ（ROM）586、ラン
ダムアクセスメモリー（RAM）588を含むメモリ装置、入出力（I/O）装置590およびネット
ワーク接続性装置592に接続されているプロセッサ582（中央プロセッサユニットまたはCP
Uといわれ得る）を含む。プロセッサ582は、1つまたは複数のCPUチップとして実行されて
もよい。
【０１８８】
　コンピュータシステム580上に実行可能な指令をプログラムすること、および／または
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ロードすることにより、CPU582、RAM 588およびROM 586の少なくとも1つが変更され、一
部において本開示によって教示される新規の機能性を有する特定のマシンまたは装置へコ
ンピュータシステム580を変換することが理解される。実行可能なソフトウェアをコンピ
ュータにロードすることによって実行することができる機能性は、周知の設計則によるハ
ードウェアインプリメンテーションに変換することができることは、電気的な工学および
ソフトウェアエンジニアリング技術の基本となる。ソフトウェア対ハードウェアにおける
概念を実行する間の決定は、典型的にはソフトウェアドメインからハードウェアドメイン
への変換に関する任意の問題よりもむしろ設計の安定性および生産されるユニットの数の
考慮事項に基づいて決定される。一般に、ソフトウェア設計を再回転させるより、ハード
ウェアインプリメンテーションを再回転させるほうが高価であるため、引き続いた頻繁な
変更に供される設計は、ソフトウェアにおいて実行されることが好ましいであろう。
　一般に、大規模製造運転については、ハードウェアインプリメンテーションは、ソフト
ウェアインプリメンテーションよりも高価ではないであろうため、大容積で製造されるで
あろう安定である設計には、ハードウェアにおいてたとえば特定用途向け集積回路（ASIC
）において実行されることが好ましいであろう。たいてい、設計は、周知の設計則によっ
て、ソフトウェア形態で開発しても、および試験しても、並びに後でソフトウェアの指令
をハードワイヤードする特定用途向け集積回路における同等のハードウェアインプリメン
テーションに変換してもよい。特定のマシンまたは装置である新たなASICによって制御さ
れるマシンと同様の様式で、同様に、実行可能命令がプログラムされ、および／またはロ
ードされたコンピュータは、特定のマシンまたは装置として見られ得る。
【０１８９】
　二次記憶584は、典型的には1つまたは複数のディスクドライブまたはテープ装置を備え
、およびデータの不揮発性記憶装置のために、およびRAM 588が全ての作業データを保持
するほど十分大きくない場合にオーバーフローデータ記憶装置として使用される。二次記
憶584は、このようなプログラムが実行のために選択されるときに、RAM 588にロードされ
たプログラムを記憶するために使用し得る。ROM 586は、プログラムの実行中に読み込ま
れる指示およびおそらくデータを記憶するために使用される。ROM 586は、典型的にはよ
り大きな二次記憶584のメモリ能力に比較して小さなメモリ能力を有する不揮発性メモリ
装置である。RAM 588は、揮発性のデータを記憶するために、およびおそらく指示を記憶
するために使用される。ROM 586およびRAM 588の両方に対するアクセスは、典型的には二
次記憶584に対するよりも速い。二次記憶584、RAM 588および／またはROM 586は、いくつ
かの状況においてコンピュータ読み取り可能な記憶媒体および／または非一時的コンピュ
ータ読み取り可能な媒体として適用され得る。
【０１９０】
　入出力デバイス590は、プリンター、ビデオモニター、液晶ディスプレイ（LCD）、タッ
チスクリーンディスプレイ、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイヤル、マウス、ト
ラックボール、音声認識器、カードリーダ、紙テープ読取装置またはその他の周知の入力
装置を含み得る。
【０１９１】
　ネットワーク接続性装置592は、モデム、モデムバンク、イーサーネットカード、ユニ
バーサルシリアルバス（USB）インタフェースカード、シリアルインタフェース、トーク
ンリングカード、ファイバーデータ分配インタフェース（FDDI）カード、無線LAN（WLAN
）カード、符号分割多元接続（CDMA）、モバイル通信のためのグローバルシステム（GSM
（登録商標））、ロングタームエボリューション（LTE）、マイクロ波を利用した世界標
準の通信方式（WiMAX）および／またはその他の無線インターフェースプロトコルラジオ
トランシーバカードなどのラジオトランシーバカード、並びにその他の周知のネットワー
ク装置の形態を採り得る。これらのネットワーク接続性装置592により、プロセッサ582が
インターネットまたは1つまたは複数のイントラネットを通信することができ得る。この
ようなネットワーク通信では、プロセッサ582がネットワークから情報を受けるかもしれ
ないし、または上記の方法工程を行う過程においてネットワークに情報を出力するかもし
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れないことが考えられる。このような情報は、たいていプロセッサ582を使用して実行さ
れる指令の順序として表され、たとえば搬送波に組み込まれたコンピューターデータシグ
ナルの形態でネットワークから受けても、およびそれに出力してもよい。
【０１９２】
　このような情報は、たとえばプロセッサ582を使用して実行されるデータまたは指令を
含み得るし、たとえばコンピュータデータベースバンドシグナルまたは搬送波に組み込ま
れたシグナルの形態でネットワークから受けても、およびそれに出力してもよい。キャリ
アにおいてベースバンドシグナルまたは搬送波に埋め込まれたシグナルまたは現在使用さ
れるもしくは今後開発されるシグナルのその他のタイプを当業者に周知のいくつかの方法
にしたがって生成してもよい。ベースバンドシグナルまたは搬送波に埋め込まれたシグナ
ルは、いくつかの状況において一時的シグナルといわれ得る。
【０１９３】
　プロセッサ582は、指令、コード、コンピュータプログラム、それがハードディスク、
フロッピー（登録商標）ディスク、光ディスクからアクセスするスクリプト（これらの種
々のディスクに基づいたシステムは、すべて二次記憶584が考慮され得る）、ROM 586、RA
M 588またはネットワーク接続性装置592を実行する。1つのプロセッサ582だけを示してあ
るが、マルチプロセッサーが示されてもよい。したがって、指令は、プロセッサによって
実行されるように検討されうるが、指令は、連続的に、同時に実行されてもよく、または
そうでなければ1つもしくは複数のプロセッサによって実行してもよい。二次記憶584、た
とえばハードドライブ、フロッピーディスク、光ディスクおよび／またはその他の装置、
ROM 586および／またはRAM 588からアクセスされ得る指令、コード、コンピュータプログ
ラム、スクリプトおよび／またはデータは、いくつかの状況において、非一時的（non-tr
ansitory）指令および／または非一時的情報といわれ得る。
【０１９４】
　ある態様において、コンピュータシステム580は、互いとの通信に2つ以上のコンピュー
タを含む、課題を行うために共同してもよい。たとえば、限定によるのではなく、アプリ
ケーションは、同時的および／または平行したアプリケーションの指令のプロセシングが
可能なような方法で分散させてもよい。あるいは、アプリケーションによって処理される
データは、同時的および／または平行した2つ以上のコンピュータによるデータセットの
異なる部分のプロセシングが可能なような方法で分散させてもよい。ある態様において、
コンピュータシステム580におけるコンピュータの番号に直接結合されない多数のサーバ
の機能性を提供するために、仮想化ソフトウェアをコンピュータシステム580によって使
用してもよい。たとえば、仮想化ソフトウェアは、4台の物理的なコンピュータ上に20台
の仮想サーバを提供する。ある態様において、クラウドコンピューティング環境において
アプリケーションおよび／またはアプリケーション群を実行することによって、上で開示
した機能性を提供してもよい。クラウドコンピューティングは、動的に計測可能な計算リ
ソースを使用してネットワーク通信を介して計算サービスを提供することを含み得る。ク
ラウドコンピューティングは、仮想化ソフトウェアによって、少なくとも一部がサポート
され得る。クラウドコンピューティング環境は、企業によって確立され得るし、および／
または第三者プロバイダから必要に応じて借りてもよい。いくつかのクラウドコンピュー
ティング環境は、企業によって所有および運営されるクラウド計算リソース、並びに第三
者プロバイダから借りた、および／または賃借したクラウド計算リソースを含み得る。
【０１９５】
　ある態様において、上で開示した機能性の一部または全部は、コンピュータプログラム
製品として提供してもよい。コンピュータプログラム製品は、計算機が使用可能なプログ
ラムコードを有する媒体が上で開示した機能性を実行するためにその中に埋め込まれた1
つまたは複数のコンピュータ読み取り可能な記憶を含み得る。コンピュータプログラム製
品は、データ構造、実行可能命令およびその他の計算機が使用可能なプログラムコードを
含み得る。コンピュータプログラム製品は、除去可能なコンピュータ記憶媒体および／ま
たは取り外し不可能なコンピュータ記憶媒体で実施され得る。除去可能なコンピュータ読
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み取り可能な記憶媒体は、限定されないが、紙テープ、磁気テープ、磁気ディスク、光デ
ィスク、固体状態メモリチップ、たとえばアナログ磁気テープ、CD-ROM（CD-ROM）ディス
ク、フロッピーディスク、ジャンプ(jump)ドライブ、デジタルカード、マルチメディアカ
ードおよびその他を含み得る。コンピュータプログラム製品は、コンピュータシステム58
0によって、二次記憶584に、ROM 586に、RAM 588に、および／またはコンピュータシステ
ム580のその他の不揮発性メモリおよび揮発性メモリに、コンピュータプログラム製品の
内容の少なくとも一部をロードするために適していてもよい。プロセッサ582は、一部に
おいて、コンピュータプログラム製品に直接アクセスすることによって、たとえばコンピ
ュータシステム580の周辺ディスクドライブに装入されたCD-ROMディスクからの読みによ
って、実行可能命令および／またはデータ構造を処理し得る。あるいは、プロセッサ582
は、コンピュータプログラム製品に遠隔でアクセスすることによって、たとえばネットワ
ーク接続性装置592を介してリモートサーバから実行可能命令および／またはデータ構造
をダウンロードすることによって、実行可能命令および／またはデータ構造を処理し得る
。コンピュータプログラム製品は、二次記憶584に、ROM 586に、RAM 588に、および／ま
たはコンピュータシステム580のその他の不揮発性メモリおよび揮発性メモリにデータ、
データ構造、ファイルおよび／または実行可能命令のロードおよび／またはコピーを促進
する指令を含み得る。
【０１９６】
　いくつかの状況において、二次記憶584、ROM 586およびRAM 588は、非一時的コンピュ
ータ読み取り可能な媒体またはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体といわれ得る。RAM 
588のダイナミックRAM態様は、同様に、ダイナミックRAMが電力を受け、かつその設計で
従って、たとえばコンピュータ580がオンにされて操作可能である期間の間に作動される
が、ダイナミックRAMがそれに書き込まれた情報を記憶する点で非一時的コンピュータ読
み取り可能な媒体といわれ得る。同様に、プロセッサ582は、いくつかの状況において非
一時的コンピュータ読み取り可能な媒体またはコンピュータ読み取り可能な記憶媒体とい
われ得る内蔵RAM、内蔵ROM、キャッシュメモリおよび／またはその他の内蔵非一時的記憶
ブロック、セクションまたは構成要素を含み得る。
【０１９７】
　示した種々のプロセス、データフローおよびフローチャートにおける工程の順序は、例
証目的のためであり、および種々の工程が行われなければならない順を必ずしも反映する
というわけではない。工程は、システムを実行する実体の需要、要求および優先度を反映
するように、異なる態様で異なる順序で再編成してもよい。さらにまた、多くの工程は、
いくつかの態様においてその他の工程と同時に行われてもよい。
【０１９８】
　また、別々または分離したものとして種々の態様において記述し、および図示した技術
、システム、サブシステムおよび方法は、本開示の要旨を逸脱しない範囲でその他のシス
テム、モジュール、技術または方法と結合されても、またはと共に組み込まれてもよい。
互いに直接接続され、もしくは通信するように示した、または考察したその他の項目は、
項目がもはや直接接続したものと考えられないが、なおも間接的に接続され、かつ電気的
に、機械的に、またはその他かどうか、互いと通信し得るように、いくつかのインタフェ
ースまたは装置を介して接続され得る。変更、置換および変化のその他の例は、当業者に
よって確認可能であり、および開示された趣旨および範囲を逸脱しない範囲で行うことが
できよう。以下の番号をつけられた記載は、本開示の主題の例示的な態様の非完全網羅的
コレクションを表す：
【０１９９】
　1. コンピュータによって実行される方法であって：
　電子財布に対する支払取引を処理するための要求を受けること；
　要求の認証情報を識別すること；
　電子財布におけるバリュートークンを識別すること；および、
　要求の少なくとも一部にバリュートークンの少なくとも一部を適用することと、
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を含む方法。
【０２００】
　2. 1の方法であって：
　認証トークンを受け入れて電子財布にアクセスすること、
をさらに含む方法。
【０２０１】
　3. 2の方法であって、認証情報は、認証トークンに基づいており、認証トークンは、プ
ロキシカード、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれらの組み合わせを
含む、方法。
【０２０２】
　4. 1の方法であって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む、方法。
【０２０３】
　5. 4の方法であって：
　一次財布を経た要求の少なくとも一部を処理することをさらに含む、方法。
【０２０４】
　6. 4の方法であって：サブ財布を経た要求の少なくとも一部を処理することをさらに含
む、方法。
【０２０５】
　7. 4の方法であって、一次財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応ずることができることを決定すること、
をさらに含む、方法。
【０２０６】
　8. 7の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、一次財布
のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用することを含む、方法。
【０２０７】
　9. 4の方法であって、サブ財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応ずることができることを決定すること、
をさらに含む、方法。
【０２０８】
　10. 9の方法であって、
バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブ財布のバリュートークンの少
なくとも一部を要求に適用することを含む、方法。
【０２０９】
　11. 4の方法であって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、一次財布は、
2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2つ以上のバリュート
ークンの少なくとももう一方を含む、方法。
【０２１０】
　12. 11の方法であって：
　要求の一部が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらに含む、方法。
【０２１１】
　13. 12の方法であって：
　一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること；および、
　サブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること、
をさらに含む、方法。
【０２１２】
　14. 8または13の方法であって、一次財布のバリュートークンは、一次財布または要求
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の規則下で要求に適用される、方法。
【０２１３】
　15. 10または13の方法であって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布または要求
の規則下で要求に適用される、方法。
【０２１４】
　16. 4の方法であって、アグリゲーターシステムは、要求を受け、方法は：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらに含む、方法。
【０２１５】
　17. 1の方法であって、要求は、POS端末の識別；認証情報；購入の量；バリュートーク
ン発行者の識別；ベンダの識別；位置の識別；要求の時間；要求の日付；一次財布、サブ
財布またはこれらの組み合わせを識別する情報；取引データ；認証データ；またはこれら
の組み合わせを含む、方法。
【０２１６】
　18. 1の方法であって、バリュートークンは、バリューの電子表現を含み、バリューの
電子表現は、クレジットカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイドテレホンカ
ード、愛顧者カード、メンバーシップカード、チケットまたはチケットカード、娯楽カー
ド、スポーツカード、プリペードカード、クーポン、入場許可パス、前払いもしくは予め
購入された商品またはサービス、現金、通貨、クレジットカード口座、デビットカードア
カウント、小売商アカウント、預金口座、小売商が発行したクレジット、小売商が発行し
た位置、小売商が発行した販売促進のバリュー、小売商が許可したクレジット、小売商が
許可した位置、小売商が許可した販売促進のバリューまたはこれらの組み合わせを含む、
方法。
【０２１７】
　19. 18の方法であって、バリュートークンは、少なくとも2つの異なるタイプのバリュ
ーの電子的表現をさらに含む、方法。
【０２１８】
　20. 1の方法であってバリュートークンは、クローズドループアカウント番号を含み、
バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、クローズドループアカウント番号
と関連付けられたクローズドループアカウントを貸方記入すること、または借方記入する
ことを含む、方法。
【０２１９】
　21. 1の方法であって、バリュートークンは、オープンループアカウント番号を含み、
バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、オープンループアカウント番号と
関連付けられたオープンループアカウントを貸方記入すること、または借方記入すること
を含む、方法。
【０２２０】
　22. 1の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、バリュ
ートークンの優先順位を特定する可変な規則のセットにしたがってバリュートークンを使
用することを含む、方法。
【０２２１】
　23. 22の方法であって、優先順位は、電子財布要求を生じる小売業者の物理的な位置を
含む取引情報変数；取引量；小売業者のタイプ；時刻；曜日；月の週；年の月；電子財布
要求を生じる小売業者の部門；電子財布要求を生じる小売業者のレーン；チェッカの識別
；電子財布要求を生じる小売業者の親会社；バリュートークンのバリュー；電子財布要求
のタイプ；またはこれらの組み合わせに基づいている、方法。
【０２２２】
　24. 1の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、バリュ
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ートークンが適用され得る電子財布要求のレートを特定する可変な規則のセットにしたが
ってバリュートークンを使用することを含む、方法。
【０２２３】
　25. 1の方法であって：
　電子財布と関連付けられた規則を調べることをさらに含む、方法。
【０２２４】
　26. 25の方法であって、規則を調べることは：
　バリュートークンの優先順位を調べることを含む、方法。
【０２２５】
　27. 25の方法であって、規則を調べることは：
　要求のレートを調べることを含み；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、レートにしたがってバリュート
ークンの少なくとも一部を要求に適用することを含む、方法。
【０２２６】
　28. 1の方法であって、電子財布は、クローズドループ関連バリュートークンおよびオ
ープンループ関連バリュートークンを含み、方法は：
　クローズドループ関連バリュートークンを選択すること；および、
　次いでオープンループ関連バリュートークンを選択すること、
　をさらに含む、方法。
【０２２７】
　29. 1の方法であって、電子財布は、オープンループ関連バリュートークンを含み、方
法は：
　オープンループ関連バリュートークンが要求に適用されることを保留すること、
をさらに含む、方法。
【０２２８】
　30. 1の方法であって：
　電子財布のバリュートークンの少なくとも一部を電子財布に位置されてない第2のバリ
ュートークンの少なくとも一部に交換すること、
をさらに含む、方法。
【０２２９】
　31. 30の方法であって：
　第2のバリュートークンまたは電子財布に位置する資産に対して交換レートを適用する
こと、をさらに含む、方法。
【０２３０】
　32. 30の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を交換することは：
　第2のバリュートークンディストリビュータに接触すること；および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供するように
要求すること、
を含む、方法。
【０２３１】
　33. 1の方法であって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ財布を含み、第1の
サブ財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを置くこと、
をさらに含む、方法。
【０２３２】
　34. 1の方法であって：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらに含む、方法。
【０２３３】
　35. 34の方法であって、バリュートークンは、購入価格とは異なる量で供給される、方
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法。
【０２３４】
　36. 34の方法であって、電子財布を供給することは、クーポンコードでバリュートーク
ンをコード化することを含む、方法。
【０２３５】
　37. 34の方法であって、電子財布を供給することは、電子財布にバリュートークンを付
加することを含む、方法。
【０２３６】
　38. 1の方法であって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み、方法は：
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらに含む、方法。
【０２３７】
　39. コンピュータにより実行される方法であって：
　電子財布に対する支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求が有効な認証情報を含むことを決定すること；
　電子財布に関連したバリュートークンまたはバリュートークンの組み合わせが要求を満
たすことができることを決定すること；および、
　要求の少なくとも一部にバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
を含む、方法。
【０２３８】
　40. 39の方法であって：
　認証トークンを許可して電子財布にアクセスすること、
をさらに含む、方法。
【０２３９】
　41. 40の方法であって、認証情報は、認証トークンに基づいており、認証トークンは、
プロキシカード、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれらの組み合わせ
を含む、方法。
【０２４０】
　42. 39の方法であって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む、方法。
【０２４１】
　43. 42の方法であって：
　一次財布を経た要求の少なくとも一部を処理することさらに含む、方法。
【０２４２】
　44. 43の方法であって：
　サブ財布を経た要求の少なくとももう一つの一部を処理すること、
をさらに含む、方法。
【０２４３】
　45. 42の方法であって、一次財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、一次財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用すること、
をさらに含む、方法。
【０２４４】
　46. 42の方法であって、サブ財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブ財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用すること、
をさらに含む、方法。
【０２４５】
　47. 42の方法であって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、一次財布は
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、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2つ以上のバリュー
トークンの少なくとももう一方を含む、方法。
【０２４６】
　48. 47の方法であって：
　要求の一部が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらに含む、方法。
【０２４７】
　49. 48の方法であって：
　一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること；および、
　サブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること、
をさらに含む、方法。
【０２４８】
　50. 45または49の方法であって、一次財布のバリュートークンは、一次財布または要求
の規則下で要求に適用される、方法。
【０２４９】
　51. 46または49の方法であって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布または要求
の規則下で要求に適用される、方法。
【０２５０】
　52. 42の方法であって。
アグリゲーターシステムは、要求を受け、方法は：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらに含む、方法。
【０２５１】
　53. 電子財布システムにおけるサブ財布のための方法であって、方法は：
　一次財布のプロバイダからの電子財布に対する支払取引を処理するための要求を受信す
ること；
　バリュートークンが要求を満たすことができることを決定すること；および、
　要求の少なくとも一部にバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
を含む、方法。
【０２５２】
　54. 53の方法であって：
　要求がサブ財布に関連があることを決定することをさらに含み；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブ財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用すること、
を含む、方法。
【０２５３】
　55. 53の方法であって、サブ財布は、サブサブ財布を含む、方法。
【０２５４】
　56. 55の方法であって：
　要求がサブサブ財布に関連があることを決定することをさらに含み；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブサブ財布のバリュートーク
ンを要求に適用すること、
を含む、方法。
【０２５５】
　57. 55の方法であって：
　要求の一部がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブサブ財布に関連があることを決定すること、
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をさらに含む、方法。
【０２５６】
　58. 55の方法であって、サブ財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、サブ財布は
、2つ以上の少なくとも1つのバリュートークンを含み、サブサブ財布は、2つ以上の少な
くとももう一方のバリュートークンを含む、方法。
【０２５７】
　59. 58の方法であって：
　要求に少なくともサブ財布のバリュートークンの一部を適用すること；および、
　要求に少なくともサブサブ財布のバリュートークンの一部を適用すること、
をさらに含む、方法。
【０２５８】
　60. 54または59の方法であって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布または要求
の規則下で要求に適用される、方法。
【０２５９】
　61. 56または59の方法であって、サブサブ財布のバリュートークンは、サブサブ財布ま
たは要求の規則下で要求に適用される、方法。
【０２６０】
　62. 電子財布の内容を管理するための方法であって：
　電子財布に関連した要求を受けることであって、要求は、電子財布要求、残高照会要求
、登録要求、アクティベーション要求、償還要求またはこれらの組み合わせを含む、受け
ること；および、
　要求にしたがって電子財布の内容を管理すること、
を含む、方法。
【０２６１】
　63. 62の方法であって、内容を管理することは：
　電子財布の少バリュートークンのなくとも一部を電子財布に位置されていない第2のバ
リュートークンの少なくとも一部に交換すること、
を含む、方法。
【０２６２】
　64. 63の方法であって：
　電子財布に位置された第2のバリュートークンまたは資産に対して交換レートを適用す
ること、
をさらに含む、方法。
【０２６３】
　65. 63の方法であって、バリュートークンの少なくとも一部を交換することは：
　第2のバリュートークンの第2のバリュートークンディストリビュータに通信すること；
および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供することを
要求すること、
を含む、方法。
【０２６４】
　66. 62の方法であって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ財布を含み、第1
のサブ財布は、バリュートークンを含み、方法は：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを配置すること、
をさらに含む、方法。
【０２６５】
　67. 62の方法であって：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらに含む、方法。
【０２６６】
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　68. 67の方法であって、電子財布に供給することは、電子財布にバリュートークンを付
加することを含む、方法。
【０２６７】
　69. 67の方法であって、バリュートークンは、購入価格とは異なる量で供給される、方
法。
【０２６８】
　70. 67の方法であって、電子財布を供給することは、クーポンコードでバリュートーク
ンをコード化することを含む、方法。
【０２６９】
　71. 62の方法であって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み、前記方法は、
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらに含む、方法。
【０２７０】
　72. 機械で読み取ることができる、実行可能命令を含む非一時的記憶媒体であって、前
記命令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求の認証情報を識別すること；
　電子財布におけるバリュートークンを識別する；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる命令を含む、記憶媒体。
【０２７１】
　73. 機械で読み取ることができる、実行可能命令を含む非一時的記憶媒体であって、前
記命令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求が有効な認証情報を含むことを決定すること；
　電子財布に関連付けられたバリュートークンまたはバリュートークンの組み合わせが要
求を満たすことができることを決定すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる命令を含む、記憶媒体。
【０２７２】
　74. 機械で読み取ることができる、実行可能命令を含む非一時的記憶媒体であって、前
記命令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　一次財布のプロバイダから電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信する
こと；
　バリュートークンが要求を満たすことができることを決定すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる命令を含む、記憶媒体。
【０２７３】
　75. 機械で読み取ることができる、実行可能命令を含む非一時的記憶媒体であって、前
記命令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　電子財布に関連した要求を受けることであって、要求は、電子財布要求、残高照会要求
、登録要求、アクティベーション要求、償還要求またはこれらの組み合わせを含む、要求
を受信すること；および、
　要求にしたがって電子財布の内容を管理すること、
をさせる命令を含む、記憶媒体。
【０２７４】
　76. 1つまたは複数のプロセッサ；
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリを含むシステムであっ
て、
　前記メモリは、実行可能命令を含み、
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　前記命令は、実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに、
　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求の認証情報を識別すること；
　電子財布におけるバリュートークンを識別すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる、システム。
【０２７５】
　77. 76のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、認証トークンを受け入れ
て電子財布にアクセスさせられる、システム。
【０２７６】
　78. 77のシステムであって、認証情報は、認証トークンに基づいており、認証トークン
は、プロキシカード、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれらの組み合
わせを含む、システム。
【０２７７】
　79. 76のシステムであって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む、システム。
【０２７８】
　80. 79のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、さらに、一次財布を経た
要求の少なくとも一部を処理させられる、システム。
【０２７９】
　81. 79のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、さらに、サブ財布を経た
要求の少なくとも一部を処理させられる、システム。
【０２８０】
　82. 79のシステムであって、一次財布はバリュートークンを含み、1つまたは複数のプ
ロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応じることができることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【０２８１】
　83. 82のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、要
求に一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用することを含む、システム。
【０２８２】
　84. 79のシステムであって、サブ財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数の
プロセッサは：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応じることができることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【０２８３】
　85. 84のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、要
求にサブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用することを含む、システム。
【０２８４】
　86. 79のシステムであって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、一次財
布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2つ以上のバリ
ュートークンの少なくとももう一方を含む、システム。
【０２８５】
　87. 86のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【０２８６】
　88. 87のシステムであって：
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　要求に一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用すること；および、
　要求にサブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
をさらに含む、システム。
【０２８７】
　89. 83または88のシステムであって、一次財布のバリュートークンは、一次財布または
要求の規則下で要求に適用される、システム。
【０２８８】
　90. 85または88のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布または
要求の規則下で要求に適用される、システム。
【０２８９】
　91. 79のシステムであって、アグリゲーターシステムは、要求を受け、1つまたは複数
のプロセッサは：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらに含む、システム。
【０２９０】
　92. 76のシステムであって、要求は、POS端末の識別；認証情報；購入の量；バリュー
トークン発行者の識別；ベンダの識別；位置の識別；要求の時間；要求の日付；一次財布
、サブ財布またはこれらの組み合わせを識別する情報；取引データ；認証データ；または
これらの組み合わせを含む、システム。
【０２９１】
　93. 76のシステムであって、バリュートークンは、バリューの電子表現を含み、バリュ
ーの電子表現は、クレジットカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイドテレホ
ンカード、愛顧者カード、メンバーシップカード、チケットまたはチケットカード、娯楽
カード、スポーツカード、プリペードカード、クーポン、入場許可パス、前払いもしくは
予め購入された商品またはサービス、現金、通貨、クレジットカード口座、デビットカー
ドアカウント、小売商アカウント、預金口座、小売商が発行したクレジット、小売商が発
行した位置、小売商が発行した販売促進のバリュー、小売商が許可したクレジット、小売
商が許可した位置、小売商が許可した販売促進のバリューまたはこれらの組み合わせを含
む、システム。
【０２９２】
　94. 93のシステムであって、バリュートークンは、少なくとも2つの異なるタイプのバ
リューの電子的表現をさらに含む、システム。
【０２９３】
　95. 76のシステムであって、バリュートークンは、クローズドループアカウント番号を
含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、クローズドループアカウン
ト番号と関連付けられたクローズドループアカウントを貸方記入すること、または借方記
入することを含む、システム。
【０２９４】
　96. 76のシステムであって、バリュートークンは、オープンループアカウント番号を含
み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、オープンループアカウント番
号と関連付けられたオープンループアカウントを貸方記入すること、または借方記入する
ことを含む、システム。
【０２９５】
　97. 76のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、バ
リュートークンの優先順位を特定する可変な規則のセットにしたがってバリュートークン
を使用することを含む、システム。
【０２９６】
　98. 97のシステムであって、優先順位は、電子財布要求を生じる小売業者の物理的な位
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置を含む取引情報変数；取引量；小売業者のタイプ；時刻；曜日；月の週；年の月；電子
財布要求を生じる小売業者の部門；電子財布要求を生じる小売業者のレーン；チェッカの
識別；電子財布要求を生じる小売業者の親会社；バリュートークンのバリュー；電子財布
要求のタイプ；またはこれらの組み合わせに基づいている、システム。
【０２９７】
　99. 76のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、バ
リュートークンが適用され得る電子財布要求のレートを特定する可変な規則のセットにし
たがってバリュートークンを使用することを含む、システム。
【０２９８】
　100. 76のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　電子財布と関連付けられた規則を調べること、
をさらにさせられる、システム。
【０２９９】
　101. 100のシステムであって、規則を調べることは：
　バリュートークンの優先順位を調べること
を含む、システム。
【０３００】
　102. 100のシステムであって、規則を調べることは：
　要求のレートを調べることを含み；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、レートにしたがってバリュート
ークンの少なくとも一部を要求に適用することを含む、システム。
【０３０１】
　103. 76のシステムであって、電子財布は、クローズドループ関連バリュートークンお
よびオープンループ関連バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは：
　クローズドループ関連バリュートークンを選択すること；および、
　次いでオープンループ関連バリュートークンを選択すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３０２】
　104. 76のシステムであって、電子財布は、オープンループ関連バリュートークンを含
み、1つまたは複数のプロセッサは：
　オープンループ関連バリュートークンが要求に適用されることを保留すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３０３】
　105. 76のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　電子財布のバリュートークンの少なくとも一部を電子財布に位置していない第2のバリ
ュートークンの少なくとも一部に交換すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３０４】
　106. 105のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のバリュートークンまたは電子財布に位置している資産に対して交換レートまたは
を適用すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３０５】
　107. 105のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を交換することは：
　第2のバリュートークンディストリビュータに接触すること；および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供するように
要求すること、
を含む、システム。
【０３０６】
　108. 76のシステムであって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ財布を含み



(92) JP 2014-519657 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

、第1のサブ財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを置くこと、
をさらにさせられる、システム。
【０３０７】
　109. 76のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３０８】
　110. 109のシステムであって、バリュートークンは、購入価格とは異なる総額で供給さ
れる、システム。
【０３０９】
　111. 109のシステムであって、電子財布を供給することは、クーポンコードでバリュー
トークンをコード化することを含む、システム。
【０３１０】
　112. 109のシステムであって、電子財布を供給することは、電子財布にバリュートーク
ンを付加することを含む、システム。
【０３１１】
　113. 76のシステムであって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み、1つまたは
複数のプロセッサは：
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３１２】
　114. 1つまたは複数のプロセッサ；
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリを含むシステムであっ
て、メモリは実行可能命令を含み、
前記実行可能命令は実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに、
　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　要求が有効な認証情報を含むことを決定すること；
　要求を満たすことができることを決定すること；および、
　電子財布に関連したバリュートークンまたはバリュートークンの組み合わせが要求を満
たすことができることを決定すること；および、
　要求の少なくとも一部にバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
をさせる、システム。
【０３１３】
　115. 114のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：認証トークンを受け付
けて電子財布にアクセスすること、
をさらにさせられる、システム。
【０３１４】
　116. 115のシステムであって、
認証情報は、認証情報は、認証トークンに基づいており、認証トークンは、プロキシカー
ド、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれらの組み合わせを含む、シス
テム。
【０３１５】
　117. 114のシステムであって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む、システム
。
【０３１６】
　118. 117のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　一次財布を経た要求の少なくとも一部を処理すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３１７】
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　119. 118のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　サブ財布を経た要求の少なくとも一部を処理すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３１８】
　120. 117のシステムであって、一次財布はバリュートークンを含み、1つまたは複数の
プロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；をさらにさせられ、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、一次財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用することを含む、
システム。
【０３１９】
　121. 117のシステムであって、サブ財布はバリュートークンを含み、1つまたは複数の
プロセッサは：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること、をさせられ、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、サブ財布のバリュートークンの
少なくとも一部を要求に適用することを含む、システム。
【０３２０】
　122. 117のシステムであって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、一次
財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2つ以上のバ
リュートークンの少なくとももう一方を含む、システム。
【０３２１】
　123. 122のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求の一部が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３２２】
　124. 123のシステムであって、
　一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること、および、
　サブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を要求に適用すること、
を含む、システム。
【０３２３】
　125. 120または124のシステムであって、一次財布のバリュートークンは、一次財布ま
たは要求の規則下で要求に適用される、システム。
【０３２４】
　126. 121または124のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布ま
たは要求の規則下で要求に適用される、システム。
【０３２５】
　127. 117のシステムであって、アグリゲーターシステムは、要求を受信し、1つまたは
複数のプロセッサは：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらにさせられる、システム。
【０３２６】
　128. 1つまたは複数のプロセッサと
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリを含むシステムであっ
て、前記メモリは実行可能命令を含み、
　前記命令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　一次財布のプロバイダから電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信する
こと；
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　バリュートークンが要求を満たすことができることを決定すること；および、
　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる、システム。
【０３２７】
　129. 128のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられ、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、要求にサブ財布のバリュートー
クンの少なくとも一部を適用することを含む、システム。
【０３２８】
　130. 128のシステムであって、サブ財布は、サブサブ財布を含む、システム。
【０３２９】
　131. 130のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求がサブサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられ；
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、要求にサブサブ財布のバリュー
トークンの少なくとも一部を適用することを含む、システム。
【０３３０】
　132. 130のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求の一部がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３３１】
　133. 130のシステムであって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、サブ
財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブサブ財布は、2つ以上
のバリュートークンの少なくとももう一方を含む、システム。
【０３３２】
　134. 133のシステムであって：
　要求に少なくともサブ財布のバリュートークンの一部を適用すること；および、
　要求に少なくともサブサブ財布のバリュートークンの一部を適用すること、
をさらに含む、システム。
【０３３３】
　135. 129または134のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布ま
たは要求の規則下で要求に適用される、システム。
【０３３４】
　136. 131または134のシステムであって、サブサブ財布のバリュートークンは、サブサ
ブ財布または要求の規則下で要求に適用される、システム。
【０３３５】
　137. 1つまたは複数のプロセッサと
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリを含むシステムであっ
て、
　メモリは実行可能命令を含み、前記命令は実行されたときに、1つまたは複数のプロセ
ッサに、
　電子財布に関連した要求を受信することであって、要求は、電子財布要求、残高照会要
求、登録要求、アクティベーション要求、償還要求またはこれらの組み合わせを含む、受
信すること；および、
　要求にしたがって電子財布の内容を管理すること、
をさせる、システム。
【０３３６】
　138. 137のシステムであって、内容を管理することは：
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　電子財布のバリュートークンの少なくとも一部を電子財布に位置されていない第2のバ
リュートークンの少なくとも一部に交換すること、
を含む、システム。
【０３３７】
　139. 138のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のバリュートークンまたは電子財布に位置する資産に対して交換レートを適用する
こと、をさらにさせられる、システム。
【０３３８】
　140. 138のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を交換することは：
　第2のバリュートークンの第2のバリュートークンディストリビュータに通信すること；
および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供することを
要求すること、
を含む、システム。
【０３３９】
　141. 137のシステムであって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ財布を含み
、第1のサブ財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを配置すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３４０】
　142. 137のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３４１】
　143. 142のシステムであって、バリュートークンは、購入価格とは異なる総額で供給さ
れる、システム。
【０３４２】
　144. 142のシステムであって、電子財布を供給することは、クーポンコードでバリュー
トークンをコード化することを含む、システム。
【０３４３】
　145. 142のシステムであって、電子財布を供給することは、電子財布にバリュートーク
ンを付加することを含む、システム。
【０３４４】
　146. 137のシステムであって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み、1つまた
は複数のプロセッサは：
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３４５】
　147. 1つまたは複数のプロセッサと、
　1つまたは複数のプロセッサの少なくとも1つに接続されたメモリ、を含むシステムであ
って、メモリは実行可能命令を含み、
　前記命令が実行されたときに、1つまたは複数のプロセッサに：
　　電子財布に対して支払取引を処理するための要求を受信すること；
　　要求の認証情報を識別すること；
　　電子財布におけるバリュートークンを識別すること；および、
　　バリュートークンの少なくとも一部を要求の少なくとも一部に適用すること、
をさせる、システム。
【０３４６】
　148. 147のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、認証トークンを受け付
けて電子財布にアクセスするようにさらにさせられる、システム。
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【０３４７】
　149. 148のシステムであって、認証情報は、認証トークンに基づいており、認証トーク
ンは、プロキシカード、モバイル装置、パスワード、生物測定識別子またはこれらの組み
合わせを含む、システム。
【０３４８】
　150. 149のシステムであって、電子財布は、一次財布およびサブ財布を含む、システム
。
【０３４９】
　151. 150のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、一次財布を経た要求の
少なくとも一部を処理するようにさらにさせられる、システム。
【０３５０】
　152. 151のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは、サブ財布を経た要求の
少なくとも一部を、処理するようにさらにさせられる、システム。
【０３５１】
　153. 152のシステムであって、一次財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数
のプロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応じることができることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３５２】
　154. 153のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、
要求に一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用することを含む、システム。
【０３５３】
　155. 154のシステムであって、サブ財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数
のプロセッサは：
　要求がサブ財布に関連があることを決定すること；および、
　バリュートークンが要求に応じることができることを決定すること、
をさらにさせらされる、システム。
【０３５４】
　156. 155のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、
要求にサブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用することを含む、システム。
【０３５５】
　157. 156のシステムであって、電子財布は、2つ以上のバリュートークンを含み、一次
財布は、2つ以上のバリュートークンの少なくとも1つを含み、サブ財布は、2つ以上のバ
リュートークンの少なくとももう一方を含む、システム。
【０３５６】
　158. 157のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求が一次財布に関連があることを決定すること；および、
　要求のもう一つの一部がサブ財布に関連があることを決定すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３５７】
　159. 158のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　要求に一次財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用すること；および、
　要求にサブ財布のバリュートークンの少なくとも一部を適用すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３５８】
　160. 159のシステムであって、一次財布のバリュートークンは、一次財布の規則下で要
求に適用される、システム。
【０３５９】
　161. 159のシステムであって、一次財布のバリュートークンは、要求の規則下で要求に
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適用される、システム。
【０３６０】
　162. 159のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、サブ財布の規則下で要
求に適用される、システム。
【０３６１】
　163. 159のシステムであって、サブ財布のバリュートークンは、要求の規則下で要求に
適用される、システム。
【０３６２】
　164. 159のシステムであって、アグリゲーターシステムは、要求を受け、1つまたは複
数のプロセッサは：
　要求の少なくとも一部をサブ財布において処理してもよいことを決定すること；および
、
　アグリゲーターシステムから第三者に要求の一部を送ること、
をさらにさせられる、システム。
【０３６３】
　165. 164のシステムであって、要求は、POS端末の識別；認証情報；購入の量；バリュ
ートークン発行者の識別；ベンダの識別；位置の識別；要求の時間；要求の日付；一次財
布、サブ財布またはこれらの組み合わせを識別する情報；取引データ；認証データ；また
はこれらの組み合わせを含む、システム。
【０３６４】
　166. 165のシステムであって、バリュートークンは、バリューの電子表現を含み、バリ
ューの電子表現は、クレジットカード、デビットカード、ギフトカード、プリペイドテレ
ホンカード、愛顧者カード、メンバーシップカード、チケットまたはチケットカード、娯
楽カード、スポーツカード、プリペードカード、クーポン、入場許可パス、前払いもしく
は予め購入された商品またはサービス、現金、通貨、クレジットカード口座、デビットカ
ードアカウント、小売商アカウント、預金口座、小売商が発行したクレジット、小売商が
発行した位置、小売商が発行した販売促進のバリュー、小売商が許可したクレジット、小
売商が許可した位置、小売商が許可した販売促進のバリューまたはこれらの組み合わせを
含む、システム。
【０３６５】
　167. 166のシステムであって、バリュートークンは、少なくとも2つの異なるタイプの
バリューの電子的表現をさらに含む、システム。
【０３６６】
　168. 167のシステムであって、バリュートークンは、クローズドループアカウント番号
を含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、クローズドループアカウ
ント番号と関連付けられたクローズドループアカウントを貸方記入すること、または借方
記入することを含む、システム。
【０３６７】
　169. 168のシステムであって、バリュートークンは、オープンループアカウント番号を
含み、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、オープンループアカウント
番号と関連付けられたオープンループアカウントを貸方記入すること、または借方記入す
ることを含む、システム。
【０３６８】
　170. 169のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、
バリュートークンの優先順位を特定する構成可能な規則のセットにしたがってバリュート
ークンを使用することを含む、システム。
【０３６９】
　171. 170のシステムであって、優先順位は、電子財布要求を生じる小売業者の物理的な
位置を含む取引情報変数；取引量；小売業者のタイプ；時刻；曜日；月の週；年の月；電
子財布要求を生じる小売業者の部門；電子財布要求を生じる小売業者のレーン；チェッカ
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の識別；電子財布要求を生じる小売業者の親会社；バリュートークンのバリュー；電子財
布要求のタイプ；またはこれらの組み合わせに基づいている、システム。
【０３７０】
　172. 171のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、
バリュートークンが適用され得る電子財布要求の比率を特定する構成可能な規則のセット
にしたがってバリュートークンを使用することを含む、システム。
【０３７１】
　173. 172のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　電子財布と関連付けられた規則を調べること、
をさらにさせられる、システム。
【０３７２】
　174. 173のシステムであって、規則を調べることは：
　バリュートークンの優先順位を調べること
を含む、システム。
【０３７３】
　175. 174のシステムであって、規則を調べることは、要求の比率を調べることを含み、
　バリュートークンの少なくとも一部を適用することは、比率にしたがってバリュートー
クンの少なくとも一部を要求に適用することを含む、システム。
【０３７４】
　176. 175のシステムであって、電子財布は、クローズドループ関連バリュートークンお
よびオープンループ関連バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは：
　クローズドループ関連バリュートークンを選択すること；および、
　次いでオープンループ関連バリュートークンを選択すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３７５】
　177. 176のシステムであって、電子財布は、オープンループ関連バリュートークンを含
み、1つまたは複数のプロセッサは：
　オープンループ関連バリュートークンが要求に適用されることを保留すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３７６】
　178. 177のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　電子財布のバリュートークンの少なくとも一部を電子財布に位置していない第2のバリ
ュートークンの少なくとも一部に交換すること、
をさらにさせる、システム。
【０３７７】
　179. 178のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のバリュートークンまたは電子財布に位置する資産に対して交換レートを適用する
こと、
をさらにさせられる、システム。
【０３７８】
　180. 179のシステムであって、バリュートークンの少なくとも一部を交換することは：
　第2のバリュートークンディストリビュータに接触すること；および、
　第2のバリュートークンディストリビュータに第2のバリュートークンを提供するように
要求すること、
を含む、システム。
【０３７９】
　181. 180のシステムであって、電子財布は、第1のサブ財布および第2のサブ財布を含み
、第1のサブ財布は、バリュートークンを含み、1つまたは複数のプロセッサは：
　第2のサブ財布に第1のサブ財布のバリュートークンを置くこと、
をさらにさせられる、システム。



(99) JP 2014-519657 A 2014.8.14

10

20

【０３８０】
　182. 181のシステムであって、1つまたは複数のプロセッサは：
　バリュートークンを電子財布に供給すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３８１】
　183. 182のシステムであって、バリュートークンは、購入価格とは異なる総額で供給さ
れる、システム。
【０３８２】
　184. 183のシステムであって、電子財布を供給することは、クーポンコードでバリュー
トークンをコード化することを含む、システム。
【０３８３】
　185. 184のシステムであって、電子財布を供給することは、電子財布にバリュートーク
ンを付加することを含む、システム。
【０３８４】
　186. 185のシステムであって、電子財布は、節約指定されたサブ財布を含み、1つまた
は複数のプロセッサは：
　節約指定されたサブ財布にバリュートークンの少なくとも一部を設置すること、
をさらにさせられる、システム。
【０３８５】
　電子財布に属する電子バリュートークンを購入して、償還されておよび／または交換す
ることが、使用者ができる電子バリュートークン取引処理システムは、本明細書において
記述した。
　修正が開示の精神と範囲から逸脱することなく作成してもよいことは、当業者にとって
明らかだろう。
　記述した態様は、代表だけであり、および限定であるために意図されない。
　本明細書において開示されるアプリケーションの多くの変異、組み合わせおよび修正は
、可能であり、および開示の範囲内である。
　したがって、保護の範囲は記述によってセットを外へ制限されなくて、続く請求項によ
って定義される。およびその範囲が請求項の主題の全ての均等物を含む。
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